
日本原燃株式会社 

資料番号 緊対 00-01 Ｒ３ 

提出年月日 令和５年３月２３日 

設工認に係る補足説明資料 

本文、添付書類、補足説明項目への展開（緊対） 

（再処理施設） 

【公開版】

1



1 

１．概要  

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 30 条、第 50 条  緊

急時対策所」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載す

べき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。  

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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３．本資料の位置付けについて  

本資料の進捗は下表のとおりである。  

今回の資料提出の目的は，事業変更許可の八号及び添付書類八の記載事項

の基本設計方針への展開方針を示すことである。  

 

資料  対応事項  未対応事項  
別紙 1  

・ 3/14 ヒアリングにおける蒸
発乾固 00-01 への指摘事項の
反映  
・別紙１①別添「事業変更許可
申請書  本文八号及び添付書
類 八 の 事 業 変 更 許 可 申 請 書  
本 文 四 号 及 び 設 工 認 申 請 書
（本文）との対応表」を追加  
 

・基本設計方針及び事業変更許
可申請書  本文と事業変更許可
申請書  添付書類六との記載位
置の整合  

別紙 2 －（前回提出内容から変更な
し）  

・基本設計方針の展開（別紙１の
反映）  
・添付書類記載事項の展開 (別紙
4 の反映 ) 
 

別紙 3 －（前回提出内容から変更な
し）  

・添付書類記載事項の展開 (別紙
4 の反映 ) 
・補足説明すべき項目の追記  

別紙 4 －（前回提出内容から変更な
し）  

・基本設計方針の展開（別紙 1 の
反映）  
・ 2/16 ヒアリングにおける蒸発
乾固 00-01 への指摘事項の反映  

・本文・添付書類間，添付書類・

添付書類間のつながりの比較表

の作成  

・添付書類記載事項の充実（上記
のつながりを受けて，根拠の記
載を拡充する等の対応）  

別紙 5 －（前回提出内容から変更な
し）  

・添付書類記載事項を受けた補
足説明すべき項目の再洗い出し
及び追記  
 

別紙 6 －（前回提出内容から変更な
し）  

・記載の体裁の確認（変更前の記
載がない場合の記載作法）  
・基本設計方針の展開（別紙 1 の
反映）  
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和5年3月23日　Ｒ3

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 3/23 3

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

緊対　00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（緊対）】

別紙
備考

(1/1)
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令和５年３月２３日 Ｒ３ 

 

 

 

 

 

別紙１ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・基本設計方針及び事業変更許可申請書 本文と事業変更許可申請書 添付書類六との記

載位置の整合 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（1 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（緊急時対策所） 

第三十条 

工場等には、設計基準事故

が発生した場合に適切な措置

をとるため、緊急時対策所が

制御室以外の場所に設けられ

ていなければならない。 
DB①,DB②,DB③,DB④ 

 

２ 緊急時対策所及びその近傍

並びに有毒ガスの発生源の近

傍には、有毒ガスが発生した

場合に適切な措置をとるた

め、工場等内における有毒ガ

スの発生を検出するための装

置、当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に緊急時対

策所において自動的に警報す

るための装置その他適切に有

毒ガスから防護するための設

備が設けられていなければな

らない。DB⑩,SA㉓ 

 

第五十条 

第三十条第一項の規定によ

り設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場

合においても当該重大事故等

に対処するための適切な措置

が講じられるよう、次に掲げ

るところによるものでなけれ

ばならない。 

 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適

切な措置を講ずること。 

SA①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,

⑨,⑪ 

 

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備

を設けること。SA⑩ 

 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設

備を設けること。SA⑫ 

 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.9 緊急時対策所 

 

緊急時対策所の設計に係る共通的な設

計方針については，第１章 共通項目の

「２．地盤」，「３．自然現象等」，

「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「７．再処理施設内にお

ける化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」及び「９．設備に対する要求事項」

に基づくものとする。 

 

 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。 

DB①-1,SA① 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，再処理施設内の情報の把握

等，適切な措置をとるため，緊急時対策

所を制御室以外の場所に設置する設計と

する。DB②-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(r) 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。 

DB①-1,SA① 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-1 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合に，再処

理施設内の情報の把握等，【DB②-1】適

切な措置をとるため，制御室以外の場所

に緊急時対策所を設ける。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(1) 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系

統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をと

るため，緊急時対策所（東海，東海第二

発電所共用（以下同じ。））を中央制御

室以外の場所に設置する。緊急時対策所

は，東海発電所と共用とするが，東海発

電所と同時発災時に対応するために必要

な居住性を確保する設計とすることで，

安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：SA設備に関する記載 

  ：発電炉との差異の理由      ：許可からの変更点等 

 

：事業変更許可申請書本文八号又は添付書類八の記載 

【凡例】 

  

【許可からの変更点】 

設工認申請において，常設設備

に対しては「設置する設計とす

る」を用いることとしたため，

記載を適正化した。(以下同じ) 

①(P16)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

共用について，後

段(6ページ)に

MOX燃料加工施設

と共用する内容を

記載をしているた

め。 

【「等」の解説】 

「情報の把握等」とは，制御室の

運転員を介さず設計基準事故に対

処するために必要な再処理施設の

情報を収集及び再処理施設の内外

の通信連絡を行うことを示す。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（2 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 緊急時対策所は、重大事故

等に対処するために必要な数

の要員を収容することができ

る措置が講じられたものでな

ければならない。SA⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋に収

納する設計とする。DB③-１ 

 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。DB③-2,SA⑬-1 

 

緊急時対策建屋は，地上 1 階(一部地

上 2 階建て)，地下 1 階の建物とする設

計とする。DB④ 

 

 

 

緊急時対策所は，設計基準事故が発生

した場合において，適切な措置を行うた

めに必要な要員を収容し，必要な期間に

わたり安全に滞在できる設計とする。 

DB③-3 

 

緊急時対策所は，設計基準事故に対処

するため，緊急時対策建屋換気設備の緊

急時対策建屋送風機，主配管(緊対所換

気系)，監視制御盤，緊急時対策建屋環

境測定設備及び緊急時対策建屋情報把握

設備のデーター収集装置、データ表示装

置を使用する設計とする。DB②-3 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-1,2,SA㉓-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室

及び全社対策室から構成され，緊急時対

策建屋に設置する設計とする。DB③-1,2 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，【DB□1】地上１階（一部地上

２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２【DB□1】の建物である。DB④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-1, SA㉓-1 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-2,SA㉓-2 

 

 

 

 
9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。SA⑬-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が

発生した場合において，適切な措置を行

うために必要な要員を収容し，必要な期

間にわたり安全に滞在できる設計とす

る。DB③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

 (2) 必要な条件 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該事故等に対処す

るための適切な措置が講じることができ

るよう，緊急時対策所機能に係る設備を

含め，以下の設計とする。 

なお，緊急時対策所は，災害対策本部

室及び宿泊・休憩室から構成され，緊急

時対策建屋に設置する設計とする。 

（「耐震性及び耐津波性」，「中央制御
室に対する独立性」及び「代替交流電源
の確保」についての内容であるため省略
する） 
 

「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

緊急時対策所は，原子炉冷却系統に係

る発電用原子炉施設の損壊その他の異常

が発生した場合に適切な措置をとるため

に必要な要員を収容できるとともに，そ

れら要員が必要な期間にわたり滞在でき

る設計とする。 

（重大事故等が発生した場合においての
対処の内容であるため省略する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針では，申

請対象設備で担保すべ

き機能・性能に関する

基本的な要求を満たす

ための設計概念，基本

的な考え方を記載し，

仕様表では，機能・性

能を発揮するための具

体的な数値等を記載す

ることとした。 

(以下同じ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所を設置す

る基本方針は同様だ

が，再処理施設の許可

に合わせるため，緊急

時対策建屋の建屋構造

を記載している。 

②(P16)から 

⑲(P58)から 

③(P16)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を踏まえた有毒

ガス防護に係る対応

の明確化のため。 

⑳(P6)から 

【許可からの変更点】 

設計基準事故に対処す

る設備について明確化

した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，第１章 共通項目の

「3.3 外部からの衝撃による損傷の防

止」及び「7.再処理施設内における化学

薬品の漏えいによる損傷の防止」に係る

設計方針を踏まえて，敷地内外の固定源

及び可動源それぞれに対して，有毒ガス

防護できる設計とする。 

DB⑩-3,4,SA㉓-3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回るため，  

有毒ガスの発生を検出するための装置

や自動的に警報するための装置を設置す

る必要はない。DB⑩-5,SA㉓-5 

 

 

 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

 

 

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。DB⑩-3,SA㉓-3 

 

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。DB⑩-4,SA㉓-4 

 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする発生源を

特定する。DB□3 ,SA□2  

 

また，有毒ガス防護に係る影響評価に

用いる保有量等の評価条件を，現場の状

況を踏まえ設定する。DB□3 ,SA□2  

 

上記評価を踏まえた対策等により，当

該要員を防護できる設計とする。 

DB□3 ,SA□2  

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB⑩-5,SA㉓-5 

 

 

 

 

 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

 

 

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，敷地内外の固定源及び可動源それぞ

れに対して，有毒ガス防護に係る影響評

価を実施する。DB⑩-3,SA㉓-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

DB⑩-5,SA㉓-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を踏まえた有毒

ガス防護に係る対応

の明確化のため。 

⑤(P17)から 

 

㉒(P8)から 

【許可からの変更点】 

有毒ガス防護に係る影

響評価については，他

条文の基本設計方針を

踏まえた記載としてい

るため明確化した。 

㉑(P7)から 

⑥(P17)から 
【許可からの変更点】 

有毒ガス防護に係る影

響評価については，添

付書類で示すため，記

載を適正化した。 

④(P17)から 
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敷地内外の可動源に対しては，第１章 

共通項目の「７. 再処理施設内における

化学薬品の漏えいによる損傷の防止」に

示した化学薬品の安全管理に係る手順に

基づき，漏えい又は異臭等の異常を確認

した者(立会人，公的機関から情報を入

手した者等)から連絡を受け有毒ガスの

発生を認知した中央制御室の運転員(統

括当直長)が，緊急時対策所の設計基準

事故及び重大事故等の対処に必要な指示

を行う要員(非常時対策組織本部の本部

長)に連絡することで，緊急時対策所の

設計基準事故及び重大事故等の対処に必

要な指示を行う要員が有毒ガスの発生を

認知できるよう，通信連絡設備を設置す

る設計とする。DB⑩-7,SA㉓-7 

なお，通信連絡設備に係る設計方針に

ついては，第２章 個別項目の「7.3.10 

通信連絡設備」に示す。SA㉑ 

 

また，緊急時対策建屋換気設備の隔

離，防護具の着用等の対策により，有毒

ガスから緊急時対策所の設計基準事故及

び重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員を防護できる設計とする。 

DB⑩-8,SA㉓-8 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，主配管(緊

対所換気系)及び監視制御盤で構成す

る。DB⑩-9,SA㉓-9 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-10,SA㉓-10 

 

 

 

 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，「ロ．

(７) (ⅰ)（ｄ） 化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」に示した化学薬品の安全

管理に係る手順に基づき，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡 

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の運転員（統括当直長）が，緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員（非常時対

策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備を設ける設計とする。 

DB⑩-7,SA㉓-7 

 

 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB⑩-8,SA㉓-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.16.1.4 主要設備 
 (２)  緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制

御盤を設ける設計とする。 

DB⑩-9,SA㉓-9 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-10,SA㉓-10 

 

 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備における各設備の機器
及び設計条件についての内容であるため
省略する） 
緊急時対策所非常用換気設備及び緊急

時対策所加圧設備の設計に当たっては，

緊急時対策所に必要な外気取入れ量に対

して十分な余裕を考慮した設計とする。

また，緊急時対策所外の火災により発生

する燃焼ガス又はばい煙，有毒ガス及び

降下火砕物に対する換気設備の隔離及び

その他の適切に防護するための設備を設 

ける設計とする。 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備の耐震性についての内
容であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を踏まえた有毒ガ

ス防護に係る対応の明

確化のため。 

 

㉓(P9)から 

【許可からの変更点】 

敷地内の可動源に対する

記載については，他条文

にて記載しているため，

基本設計方針の記載箇所

を明確化した。(以下同

じ) 
（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

加圧設備及び緊急

時対策所外の環境

条件等について

は，後段(29ペー

ジ)の緊急時対策

建屋換気設備の第

三十六条等対処設

備展開に記載して

いるため。 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確化

した。 

⑦(P17)から 

 

【「等」の解説】 

「異臭等」とは，異音

（容器の破裂音、漏えい

音）、目視（色や煙）、

有毒ガス検知器による認

知であり，添付書類で示

す。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「情報を入手した者等」

とは，立会人から連絡を

受けた所内の作業員およ

び所外のタンクローリの

運転手の総称であり許可

の記載を用いた。 

(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「防護具の着用等」と

は，化学薬品漏えいに係

る終息活動、化学薬品の

取扱い方法の遵守、室内

の酸素濃度および二酸化

炭素濃度の影響を考慮し

た対応あり，添付書類で

示す。(以下同じ) 
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緊急時対策所は，異常等に対処するた

めに必要な指示を行う要員を収容でき，

必要な期間にわたり安全にとどまること

ができることを確認するため，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を設ける設計と

する。DB⑨-1 
 

 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する設計とする。DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワーク IP 電話，統

合原子力防災ネットワーク IP－FAX，統

合原子力防災ネットワーク TV 会議シス

テム，データ伝送設備，可搬型衛星電話

(屋内用)，可搬型衛星電話(屋外用)，可

搬型トランシーバ(屋内用)，可搬型トラ

ンシーバ(屋外用)，一般加入電話，一般

携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電話を

設置及び設ける設計とする。DB⑦-1 

なお，通信連絡設備に係る設計方針に

ついては，第２章 個別項目の「7.3.10 

通信連絡設備」に示す。SA㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設

備及び資機材 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，データ伝送設備，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外用），

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話，ファクシミリ，ページング装置及

び専用回線電話は重大事故等対処設備と

して設置及び配備する。DB⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，異常等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等を収容で

き，必要な期間にわたり安全にとどまる

ことができることを確認するため，可搬

型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備す

る。DB⑨-1 

 

 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する。DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB⑦-1 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが必要な指

示を行う要員に及ぼす影響により，当該

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，当該要員が緊急時対策所内にとどま

り，事故対策に必要な指示を行うことが

できる設計とする。DB◇1 ,SA◇1    

 

 

 

 

 

 

 

「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

緊急時対策所は，原子炉冷却系統に係

る発電用原子炉施設の損壊その他の異常

が発生した場合に適切な措置をとるため

に必要な要員を収容できるとともに，そ

れら要員が必要な期間にわたり滞在でき

る設計とする。 

（重大事故等が発生した場合において，
居住性を確保するための措置についての
内容であるため中略） 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できるよう酸素濃度計（東

海，東海第二発電所共用）（個数 1（予

備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海，

東海第二発電所共用）（個数 1（予備

1））を保管する設計とするとともに，

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視，測定するた

め，さらに緊急時対策所加圧設備による

加圧判断のために使用する緊急時対策所

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔(P40)へ 

【許可からの変更点】 

設工認申請において，可搬

型設備に対しては「設ける

設計とする」を用いること

としたため，記載を適正化

した。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「異常等」とは，事象発

生から設計基準事故時ま

でを含む異常状態の総称

であり，許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置

する設備の考え方は同様

だが，緊急時対策所の設

備構成を明確化するため

に記載した。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

個数及び計測範囲

については，仕様

表で示すため。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

放射線量等の監視

を行うための設備

は，後段(34ペー

ジ)の 緊急時対策

建屋放射線計測設

備にて記載してい

る。 

別紙 1①別添(45/70)から 

【添付資料八】 

【許可からの変更点】 

他箇所と記載の横並びをと

り「指示を行う要員」と適

正化した。 
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緊急時対策所は，MOX 燃料加工施設と

共用し，共用によって再処理施設の安全

性が損なわれないよう，十分な収容人数

等を確保した設計とする。DB⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性が損なわれないよう，十分な収容人

数等を確保した設計とする。DB⑤ 

 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が

発生した場合において，適切な措置を行

うために必要な要員を収容し，必要な期

間にわたり安全に滞在できる設計とす

る。DB③-3 

 

(２) 緊急時対策所は，必要な指示を行

う要員等がとどまることができることを

確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬

型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。DB◇1  

 

(３) 緊急時対策所は，制御室内の運転

員を介さず異常等に対処するために必要

な放射線環境の情報及び再処理施設の情

報が収集できる設計とする。DB◇1  

 

(４) 緊急時対策所は，再処理施設の内

外の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，データ伝送設備，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話を設置又は配備する。DB◇4  

 

(５) 緊急時対策所は，制御室以外の場

所に設け，設計基準事故が発生した場合

においても，対策活動ができる設計とす

る。DB◇1  

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性が損なわれないよう，十分な収容人

数等を確保した設計とする。DB◇1  

 

(６) 緊急時対策所は，有毒ガスが必要

な指示を行う要員に及ぼす影響により，

当該要員の対処能力が著しく低下しない

よう，当該要員が緊急時対策所内にとど

まり，事故対策に必要な指示を行うこと

ができるようにするため，換気設備を設

置する設計とする。また，防護具を配備

する。DB◇1 ,SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「十分な収容人数等」の指す内

容は，設計基準事故時に対処す

る収容人数の他，居住性の確保

であり，添付書類で示す。 

 

⑳(P2)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置

する設備の考え方は同様

だが，緊急時対策所の設

備構成を明確化するため

に記載した。 
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9.16.1.3 主要設備の仕様 

緊急時対策所の主要設備の仕様を第

9.16－１表(1)に示す。DB◇3  

緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕

様を第 9.16－１表(2)に示す。DB◇3  

 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

設計基準事故が発生した場合に必要な

指示を行う要員が，必要な期間にわたり

安全に滞在できるよう，緊急時対策所を

設置する。DB◇1  

 

緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設

備を設ける。DB◇1  

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB◇1 ,SA◇1  

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，敷地内外の固定源及び可動源それぞ

れに対して，有毒ガス防護に係る影響評

価を実施する。DB⑩-3,SA㉓-3 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガス評価ガイドを参考とし，

再処理施設の特徴（再処理プロセスで大

量に化学薬品を取り扱うため，化学薬品

の取扱いに係る安全設計がなされている

等）を考慮する。DB◇6 ,SA◇5  

 

有毒ガス防護に係る影響評価では，有

毒ガスが作業環境中に多量に放出され，

人体へ悪影響を及ぼすおそれがあるかの

観点から，化学物質の性状，保有量及び

保有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る

影響評価の対象とする固定源及び可動源

を特定する。DB◇6 ,SA◇5  

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の最

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑(P3)へ 
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る。DB◇6 ,SA◇5  

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB◇1 ,SA◇1  

 

 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

DB⑩-5,SA㉓-5 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB◇1 ,SA◇1  

 

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

から連絡を受け有毒ガスの発生を認知し

た中央制御室の運転員（統括当直長）

が，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡

することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できる

よう，通信連絡設備を設ける設計とす

る。DB◇1 ,SA◇1  

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB◇1 ,SA◇1  

  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。DB◇1  
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(２)  緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制

御盤を設ける設計とする。 

DB⑩-9,SA㉓-9 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-10,SA㉓-10 

 

本系統の流路として，緊急時対策建屋

換気設備ダクト・ダンパを使用する。 

DB◇1 ,SA◇1  

 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起

動状態等を確認するため，監視制御盤を

使用する。DB◇1 ,SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図

を第 9.16-１図に示す。DB◇3 ,SA◇4  

 

(３) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な

指示を行う要員が，対策本部室にとどま

ることができる環境にあることを確認す

るため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を配備する。DB◇1  

 

(４) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を

設置し，制御室内の運転員を介さずに，

異常状態等を正確，かつ，速やかに把握

するために【DB⑥-3】必要な放射線環境

の情報及び再処理施設の情報が収集でき

る設計とする。DB◇1  

 

 

データ収集装置及びデータ表示装置の

系統概要図を第 9.16－２図に示す DB◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉕(P40)へ 

㉓(P4)へ 
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 (５) 通信連絡設備 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB◇4  

 

設備の詳細は，「9.17 通信連絡設

備」にて整理する。DB◇3  

 

9.16.1.5 試験・検査 

(１) 主要設備は，その機能を確保する

ため定期的な試験及び検査を行う。DB◇2  
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第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要

設備及び仕様 

 

１．緊急時対策建屋換気設備 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

台  数 ４（予備として故障時のバッ

クアップを２台） 

容  量 約63,500ｍ３／ｈ／台DB◇5  

ｂ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダ

ンパ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数  量 １式DB◇5  

ｃ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

面  数 １DB◇1  

 

２．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0.0～25.0ｖｏｌ％DB◇5  

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0.0～5.0ｖｏｌ％DB◇5  

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲   0.0～9.0ｐｐｍDB◇5   

 

３．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数   ２（予備として故障時の

バックアップを１台）DB◇1  

ｂ)    データ表示装置 

台  数   ２（予備として故障時の

バックアップを１台）DB◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合(有毒ガスが発生した場合を含

む。)においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として遮蔽設備及び換気

設備を設置する等の措置を講じた設計と

するとともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及び再

処理施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な

設備を使用する設計とする。 

SA②-1,2,⑩-1,2,⑫-1,2 

また，重大事故等に対処するために必

要な数の原子力防災組織又は非常時対策

組織(以下「非常時対策組織」という。)

の要員を収容できる設計とする。 

SA⑬-2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，適切な措置を

講じた設計とするとともに，【SA②-1】

重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる設備【SA⑩-1】及び再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備

を設置又は配備する。【SA⑫-1】また，

重大事故等に対処するために必要な数の

原子力防災組織又は非常時対策組織（以

下「非常時対策組織」という。）の要員

を収容できる設計とする。SA⑬-2 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，【SA②-2】重大事故

等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備【SA⑩-2】及び再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設置又

は配備する。【SA⑫-2】また，重大事故

等に対処するために必要な数の非常時対

策組織の要員を収容できる設計とする。

SA⑬-3 

 

 

 

 

9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び，換気設備を設ける等の措置を講じた

設計とするとともに，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備 

及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設置又は配備する。SA◇1  

また，重大事故等に対処するために必

要な数の非常時対策組織の要員を収容で

きる設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 
a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「遮蔽設備及び換気設備を

設置する等」の指す内容

は，緊急時対策所内の酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の

確認並びに緊急時対策所内

外の線量率及び放射性物質

濃度の確認ができる設備を

設けることであり，添付書

類で示す。 

⑧(P18)から 
（発電炉の記載） 

再処理施設では，

後段（緊急時対策

建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境

測定設備，緊急時

対策建屋放射線計

測設備）にて記載

しているため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性を確保するた

め，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備を使用する設計とする。SA②-3 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握することができるよう，緊急時

対策建屋情報把握設備を設置する設計と

する。SA⑩-3 

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いても再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うため

の設備として通信連絡設備を使用する設

計とする。SA⑫-3 

 

通信連絡設備に係る設計方針について

は，第２章 個別項目の「7.3.10 通信

連絡設備」に示す。SA㉑ 

 

外部電源が喪失した場合に，重大事故

等に対処するために必要な電源を確保す

るため，緊急時対策建屋電源設備を設置

する設計とする。SA⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 通信連絡設備 

再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，通

信連絡設備を重大事故等対処設備として

設置又は配備する。SA⑫-3 

 

 

通信連絡設備は，「四、Ａ．リ .

（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に記載す

る。SA㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性を確保するた

め，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備を設置又は配備する。SA②-3 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握することができるよう，緊急時

対策建屋情報把握設備を設置する。 

SA⑩-3 

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いても【SA⑫-3】再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うための設備として通信連絡設備を

設置又は配備する。SA◇1  

 

 

 

 

 

外部電源が喪失した場合に，重大事故

等に対処するために必要な電源を確保す

るため，緊急時対策建屋電源設備を設置

する。SA⑪-1 

 

緊急時対策所は，非常時対策組織の要

員等が緊急時対策所に７日間とどまり重

大事故等に対処するために必要な数量の

食料，その他の消耗品及び汚染防護服等

並びにその他の放射線管理に使用する資

機材等（以下「放射線管理用資機材」と

いう。）を配備する。SA◇2  

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 
b.情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に

係る発電用原子炉施設の損壊その他の異

常に対処するために必要な情報及び重大

事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示ができ

るよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を，中央制御室内の運転員を介

さずに正確，かつ速やかに把握できる情

報収集設備を設置する。 

（情報収集設備について具体的な内容の
記載であるため省略する） 

 

c. 通信連絡 

（原子炉冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊その他の異常が発生した場合

において，当該事故等に対処するため，

発電所内の関係要員に指示を行うために

必要な通信連絡設備及び発電所外関係箇

所と専用であって多様性を備えた通信回

線にて通信連絡できる設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等が発生

した場合においても発電所の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡で

きる設計とする。 

（通信連絡設備設備について具体的な内
容の記載であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設

置する設備の考え方は

同様だが，緊急時対策

所の設備構成を明確化

するために記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置

する設備の考え方は同様

だが，緊急時対策所の設

備構成を明確化するため

に記載した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

通信連絡設備について

は，他条文の基本設計方

針で記載しているため。 

⑨(P50)から 

㉖(P22)へ 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

19



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（14 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固及び放射線分解により発生す

る水素による爆発の同時発生において，

多段の重大事故等の拡大防止対策が機能

しないことを条件とし，かつ，マスクの

着用，交代要員体制等による被ばく線量

の低減措置を考慮しない場合において

も，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ

ルタユニット，緊急時対策建屋送風機及

び緊急時対策建屋の気密性の機能とあい

まって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，7日間で

100mSvを超えない設計とする。SA②-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等に対して十分な保守性を見込み，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場

合において，かつ，マスクの着用，交代

要員体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急時対

策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能があいまって，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員の実

効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。SA②-5 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合において，マスクの着用，交代要

員体制等による被ばく線量の低減措置を

考慮しなくても，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７

日間で 100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA②-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置，被ばく評価及び濃度計について
の内容であるため省略する） 
重大事故等が発生した場合における緊

急時対策所の居住性については，想定す

る放射性物質の放出量等を東京電力ホー

ルディングス株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所

内でのマスクの着用，交替要員体制，安

定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法

について（内規）」の手法を参考とした

被ばく評価において，緊急時対策所にと

どまる要員の実効線量が事故後7日間で

100mSvを超えない設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住 

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽は，緊

急時対策所の気密性，緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとど

まる要員の実効線量が7日間で100mSvを

超えない設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩(P21)から 

【許可からの変更点】 

想定する重大事故等の内容は，

許可において定義済みであるた

め。(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

居住性の確保のために

期待する機能を明確化

した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設特有の被ばく

評価条件となる重大事故

想定を記載するため。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

居住性評価の条件

として想定する事

象が異なるため。 

【「等」の解説】 

「交代要員体制等」の

指す内容は，交代要員

体制及び安定ヨウ素剤

の服用ことであり，添

付書類で示す。 
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緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者(立会人，公的

機関から情報を入手した者等)から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員(実施責任者)が，緊

急時対策所の重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員(非常時対策組

織本部の本部長)に連絡することで，緊

急時対策所の重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員が有毒ガスの発

生を認知できるよう，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備を設置する設計とす

る。SA㉓-11 

なお，通信連絡設備に係る設計方針に

ついては，第２章 個別項目の「7.3.10 

通信連絡設備」に示す。SA㉑ 

 

また，緊急時対策建屋換気設備の隔

離，防護具の着用等の対策により，有毒

ガスから緊急時対策所の重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員を防

護できる設計とする。SA㉓-12 

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす 

る。SA㉓-11 

 

 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。SA㉓-12 

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P21)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を踏まえた有毒

ガス防護に係る対応

の明確化のため。 
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リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-2 

 

 

 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室

及び全社対策室から構成され，緊急時対

策建屋に設置する設計とする。DB③-1,2 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，【DB□1】地上１階（一部地上

２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２【DB□1】の建物である。DB④ 

 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第

184図及び第 185図に示す。DB□2  
 

 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備

が伝送する【DB⑦-2】事故状態等の把握

に必要なデータ並びに環境モニタリング

設備のモニタリングポスト及びダストモ

ニタのデータを把握できる設計とする。 

DB⑥-3 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に，DB⑦-3 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」に記

載する。DB⑧ 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-2,SA㉓-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫(P40)へ 

①(P1)へ 

②(P2)へ 

③(P2)へ 

P53)から 
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そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。DB⑩-4,SA㉓-4 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする固定源及

び可動源を特定する。DB□3 ,SA□2  

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。DB□3 ,SA□2  

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB⑩-5,SA㉓-5 

 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

敷地内外の可動源に対しては，「ロ．

(７) (ⅰ)（ｄ） 化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」に示した化学薬品の安全

管理に係る手順に基づき，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡 

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の運転員（統括当直長）が，緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員（非常時対

策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備を設ける設計とする。 

DB⑩-7,SA㉓-7 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB⑩-8,SA㉓-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤(P3)へ 

P53)から 

 

⑦(P4)へ 

P53)から 

 

⑥(P3)へ 

P53)から 

 

④(P3)へ 

P53)から 
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緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，基準地震動に

よる地震力に対し，耐震構造とする緊急

時対策建屋内に設置することにより，そ

の機能を喪失しない設計とする。SA③-1 

 
 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55m及び海岸からの距離約5kmの地点

に設置する設計とする。SA③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は配備する。また，重

大事故等に対処するために必要な数の非

常時対策組織の要員を収容できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。SA③-1 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの

地点に設置する設計とする。SA③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

 

緊急時対策所は，【SA◇1】重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまることができるよう，【SA

③-1】基準地震動による地震力に対し耐

震構造とする緊急時対策建屋内に設ける

ことにより，その機能を喪失しない設計

とする。SA◇1  

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの

地点に設置する設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

a. 耐震性及び耐津波性 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該事故等に対処す

るための適切な措置が講じられるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対し，機能を喪失し

ないよう設計するとともに，基準津波の

影響を受けない設計とする。 

緊急時対策所は敷地高さT.P.+23 m 以

上に設置し，敷地に遡上する津波による

浸水の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(P12,40)へ 
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緊急時対策所の機能に係る設備は，共

通要因によって制御室と同時にその機能

を喪失しないよう，制御室に対して独立

性を有する設計とするとともに，制御室

からの離隔距離を確保した場所に設置又

は設ける設計とする。SA④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，独立性を有すること

により，共通要因によって制御室と同時

に機能喪失しない設計とする。SA④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共

通要因により制御室と同時にその機能を

喪失しないよう，制御室に対して独立性

を有する設計とするとともに，制御室か

らの離隔距離を確保した場所に設置又は

配備する。SA④ 

 

緊急時対策所は，独立性を有すること

により，共通要因によって制御室と同時

に機能喪失しない設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋電源設備は，多重性を

有する設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策所は，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員の実効線量

が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計

とする。SA◇1  

 

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的 

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。SA◇1  

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。SA◇1  

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA◇1    

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

b. 中央制御室に対する独立性 

緊急時対策所の機能に係る設備は，中

央制御室との共通要因により同時に機能

喪失しないよう，中央制御室に対して独

立性を有する設計とするとともに，中央

制御室とは離れた位置に設置又は保管す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉗(P58)から 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（20 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる出入管理区画を設置する設計と

する。SA⑤-1 

 

また，建屋出入口に設ける 2 つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる区画を設ける設計とする。 

SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，【SA◇1】出入管理区画【SA⑤-

1】を設ける設計とする。SA◇1  

 

 

 

また，建屋出入口に設ける２つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3)緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置，被ばく評価，濃度計及び放射線
量の監視，測定についての内容であるた
め省略する） 
緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住 

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止する方針

は同様であるが，当社施

設特有の機能のため。

（エアロック機構） 

㉘(P59)から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（21 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等に対して十分な保守性を見込み，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場

合において，かつ，マスクの着用，交代

要員体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急時対

策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能があいまって，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員の実

効線量が，７日間で 100ｍＳｖを超えな

い設計とする。SA②-5 

 

 

 
緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす 

る。SA㉓-11 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。SA㉓-12 

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩(P14)へ 

⑪(P15)へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（22 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と

共用し，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。SA㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員に加え，重大事故等によ

る工場等外への放射性物質及び放射線の

放出を抑制するために必要な非常時対策

組織の要員並びにMOX燃料加工施設にお

いて事故が同時に発生した場合に対処す

る要員として，最大360人を収容できる

設計とする。SA⑬-4 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出することにより居住性が確

保できなくなるおそれがある場合は，重

大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員など，約50人の要員がとどまる

ことができる設計とする。SA⑬-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，重大

事故等による工場等外への放射性物質及

び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料

加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大360人

を収容できる設計とする。【SA⑬-4】ま

た，気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出することにより居住性が確保で

きなくなるおそれがある場合は，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う

要員など，約50人の要員がとどまること

ができる設計とする。SA⑬-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(1) 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系

統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をと

るため，緊急時対策所（東海，東海第二

発電所共用（以下同じ。））を中央制御

室以外の場所に設置する。緊急時対策所

は，東海発電所と共用とするが，東海発

電所と同時発災時に対応するために必要

な居住性を確保する設計とすることで，

安全性を損なわない設計とする。 

 

※「緊急時対策所」  

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P23,28,32,36,43,48)へ 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では当

該記載は，前段

（1ページ）に記

載している。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では当

該記載は，前段

（12ページ）に記

載している。 

㉖(P13)から 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事

故等が発生した場合において，当該重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよう，常

設重大事故等対処設備として設置する設

計とする。SA⑥-1 

 

 

 

(1) 多様性，位置的分散 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を

確保することで，制御室に対して独立性

を有する設計とする。SA⑭-1 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，緊急時対策

建屋に設置することにより，制御室と位

置的分散を図る設計とする。SA⑭-2 

 

 

(2) 悪影響防止 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA⑮-1 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，MOX燃

料加工施設と共用する。SA⑮-2 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理

施設及び MOX 燃料加工施設における重大

事故等に同時に対処することを考慮し，

十分な遮蔽機能を確保することで，共用

によって重大事故等時の対処に悪影響を

及ぼさない設計とする。SA⑮-2 

 

（ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設

重大事故等対処設備として設置する。 

SA⑥-1 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を

確保することで，制御室に対して独立性

を有する設計とする。SA⑭-1 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，緊急時対策

建屋に設置することにより，制御室と位

置的分散を図る設計とする。SA⑭-2 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA⑮-1 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 
(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 
a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

⑬(P22)から 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計方

針に合わせ，記載を適正

化。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「倒壊等」の指す内容

は，他の設備に悪影響

を及ぼす可能性のある

事象の総称として示し

た記載であることから

許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

各重大事故等対処設備

に対する共用における

考慮に係る設計につい

て明確化するため。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計方針に合わ

せ，記載を適正化。（以下同じ） 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では当

該記載は，前段

（12ページ）に記

載している。 

（発電炉の記載） 

再処理施設では，

後段（緊急時対策

建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境

測定設備，緊急時

対策建屋放射線計

測設備）にて記載

しているため。 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化（以下同じ） 
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 (3) 環境条件等 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA⑰-1 

 

(4) 試験・検査 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，通常時

において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検が

可能な設計とする。SA⑱-1 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修が可能な設計とする。SA⑱-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA⑰-1 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検が可

能な設計とする。SA⑱-1 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

厚さ 約1.0ｍ以上 SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。(以下同じ) 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等が発生した場合において，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまることができるよう，常設

重大事故等対処設備として設置する設計

とする。SA⑦-1 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，緊急時対

策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，

緊急時対策建屋フィルタユニット，主配

管(緊対所換気系)，緊急時対策建屋加圧

ユニット，主要弁，主配管(待機室加圧

系)，対策本部室差圧計，待機室差圧計

及び監視制御盤で構成する。SA⑦-2 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備を構成する重

大事故等対処設備のうち，緊急時対策建

屋送風機，主配管(緊対所換気系)及び監

視制御盤は，設計基準対象の施設と兼用

する。SA⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 緊急時対策建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋換気設備を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

SA⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用）４ 台【SA◇1 】（予備として故障時

のバックアップを２台 SA⑦-3,◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基

準対象の施設と兼用）１ 式SA⑦-3,◇1   

 

監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用）１ 

面 SA⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等に対処するために必要な非常時対策組

織の要員がとどまることができるよう，

【SA◇1】緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィル

タユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニ

ット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧

計及び監視制御盤【SA⑦-2】を常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

前段及び後段（緊

急時対策所， 

 緊急時対策建屋

環境測定設備，緊

急時対策建屋放射

線計測設備）にて

記載しているた

め。 

㉙(P61)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

当該記載は，前段

(12ページ)の緊急

時対策所に記載し

ている。 

 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確に

したため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化(緊急時対

策所の方針として，設

計基準対象の施設と兼

用することを具体の設

備展開に先立って明確

化した。)(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

申請対象設備の設備構成

を示したため。 

(以下同じ) 

⑭,⑮,⑯(P30)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設は許可の記載を踏

襲し，設備間で兼用すること

について記載しているため。 
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緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-4 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，再循環モードとして，緊

急時対策建屋換気設備の給気側及び排気

側のダンパを閉止し，外気の取り入れを

遮断し，緊急時対策建屋フィルタユニッ

トを通して緊急時対策建屋内の空気を再

循環できる設計とする。SA⑦-5 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合は，

緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を

供給することで待機室内を加圧し，放射

性物質の流入を防止できる設計とする。

SA⑦-6 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急

時対策建屋加圧ユニットは，軽作業によ

る二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生

規則」で定める二酸化炭素の許容濃度を

考慮して算出した必要換気量を踏まえ，

必要な非常時対策組織の要員が一定期間

とどまるために必要となる容量を有する

設計とする。SA⑦-7 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，対策

本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急

時対策所の各部屋が正圧を維持した状態

であることを監視できる設計とする。 

SA⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，外気の取り入れを遮断

し，緊急時対策建屋内の空気を再循環で

きる設計とする。SA⑦-5 

 

 

 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合は，

緊急時対策建屋加圧ユニットにより待機

室内を加圧し，放射性物質の流入を防止

できる設計とする。SA⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-4 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

 緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，【SA◇1】再循環モードと

して，緊急時対策建屋換気設備の給気側

及び排気側のダンパを閉止し，【SA⑦-

5】外気の取り入れを遮断し，【SA◇1】

緊急時対策建屋フィルタユニットを通し

て【SA⑦-5】緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。SA◇1  

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合に

は，緊急時対策建屋加圧ユニット

【SA◇1】から空気を供給することで【SA

⑦-6】待機室内を加圧し，放射性物質の

流入を防止できる設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作

業による二酸化炭素発生量及び「労働安

全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容

濃度を考慮して算出した必要換気量を踏

まえ，約 50 人の非常時対策組織の要員

が２日間とどまるために必要となる容量

を有する設計とする。SA⑦-7 

 

 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計

は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持

した状態であることを監視できる設計と

する。SA⑦-8 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居

住性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため省略する） 
緊急時対策所非常用換気設備である緊

急時対策所非常用送風機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所建屋を正圧化し，放射性物質の

侵入を低減できる設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，プルーム通

過時において，緊急時対策所等を正圧化

し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防

止できる設計とする。 

緊急時対策所用差圧計（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））（個数

1，計測範囲 0～200 Pa）は，緊急時対策

所等の正圧化された室内と周辺エリアと

の差圧を監視できる設計とする。 

（緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽及び出
入管理区画の内容であるため省略する） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

緊急時対策所非常用換気設備として，

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策

所非常用フィルタ装置（東海，東海第二

発電所共用）を設ける設計とする。ま

た，緊急時対策所等の加圧のために，緊

急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用

差圧計を設ける設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，緊急時対策

所等を正圧化し，緊急時対策所等内へ希

ガスを含む放射性物質の侵入を防止する

とともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度

を活動に支障がない範囲に維持するため

に必要な容量を設置及び保管する設計と

する。 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備の設計条件及び耐震性
についての内容であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

個数及び計測範囲

については，仕様

表で示すため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

居住性の確保という方針

は同様であるが，再処理

施設特有の機能を記載す

るため。（発電炉には再

循環モードが無いため） 

㉚(P61)から 

㉛(P62)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では当

該記載は，後段

(31ページ)の緊急

時対策建屋環境測

定設備に記載して

いる。 

【許可からの変更点】 

非常時対策組織の要員数及び

とどまる期間に関しては添付

書類で示すため。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋換気設

備であることを明確化

した。 
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7.3.9.1.1 多様性，位置的分散 

緊急時対策建屋換気設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-3 

 

緊急時対策建屋換気設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-4 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機は，多重性を有する設計とす

る。SA⑭-5  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋排風機は，2台で緊急時対策建屋内

を換気するために必要な容量を有するも

のを合計4台設置することで多重性を有

する設計とする。SA⑭-6 

 

7.3.9.1.2 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-3 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。SA⑮-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-3 

 

緊急時対策建屋換気設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は

それぞれ２台で緊急時対策建屋内を換気

するために必要な換気容量を有するもの

を合計４台設置することで【SA◇6】，多

重性を有する設計とする。SA⑭-5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機及び燃料油移送ポンプ

【SA◇1】は，回転体が飛散することを防

ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉜(P51)から 

㉝(P53)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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緊急時対策建屋換気設備は，MOX 燃料

加工施設と共用する。SA⑮-5 

緊急時対策建屋換気設備は，再処理施

設及び MOX 燃料加工施設における重大事

故等に同時に対処することを考慮し，十

分な数量及び容量を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-5,⑯-

1,2 

なお，数量に係る設計方針について

は，7.3.9.1.3 個数及び容量」に示

す。SA⑮-5,⑯-1,2 

 

7.3.9.1.3 個数及び容量 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機

は，緊急時対策所内の居住性を確保する

ために必要な台数及び動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めた台数を有する

設計とする。また，緊急時対策建屋フィ

ルタユニットは，緊急時対策所内の居住

性を確保するために必要な基数及び故障

時のバックアップを含めた基数を有する

設計とする。SA⑮-6,⑯-1 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋排風機

は，緊急時対策所内の居住性を確保する

ために必要な2台を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した

予備を含めた4台を有する設計とする。

SA⑮-7,⑯-2 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユ

ニットは，気体状の放射性物質が大気中

へ大規模に放出するおそれがある場合に

おいて，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる容量を有する設計とする。 

SA⑮-8,⑯-3 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風

機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時

対策所内の居住性を確保するために必要

な２台【SA□1】を有する設計とするとと

もに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた４台【SA□1】以上を有する設

計とする。また，緊急時対策建屋フィル

タユニットは，緊急時対策所内の居住性

を確保するために必要な５基【SA□1】を

有する設計とするとともに，故障時バッ

クアップを含めた６基【SA□1】以上を有

する設計とする。SA⑮-6,7,⑯-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧

ユニットは，気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出するおそれがある場合

において，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる4,900ｍ３【SA□1 】以上を有する

設計とする。SA⑮-8,⑯-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P22)から 

【許可からの変更点】 

仕様表対象と仕様表対

象外に分けたため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.1.4 環境条件等 

緊急時対策建屋換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-2 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-3 

 

7.3.9.1.5 試験・検査 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

独立して外観点検，機能・性能確認が可

能な設計とする。SA⑱-2 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，分解点検が可能な設

計とする。SA⑱-2 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，外観点検，フィルタ差圧

の確認が可能な設計とする。SA⑱-3 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修が可能な設計とする。

SA⑱-3 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，取替え，外観点検及び

漏えい確認が可能な設計とする。SA⑱-4 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修が可能な設計とする。SA⑱-4 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観点検，機

能・性能確認が可能な設計とする。 

SA⑱-5 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，校正が可能な設計と

する。SA⑱-5 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA⑰-2 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。SA⑰-3 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立して動作確認及び分解点検が可能な設

計とする。SA⑱-2 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検及びパラメ

ータ確認が可能な設計とする。SA⑱-3 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検及び漏えい確認

が可能な設計とする。SA⑱-4 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，再処理施設

の運転中又は停止中に校正，動作確認及

び外観点検が可能な設計とする。SA⑱-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の詳

細は，「第十六条安全

機能を有する施設及び

重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防

止する自然現象の総称

として示しているため

本基本方針では記載し

ない。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

許可の整理において，

パラメータ確認はフィ

ルタ差圧の確認として

いるため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用）４ 台【SA◇1 】（予備として故障時

のバックアップを２台 SA⑦-3,◇1  

 

緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）４ 台（予備として故障時

のバックアップを２台）SA□1  

緊急時対策建屋フィルタユニット（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用）６ 基（予備と

して故障時のバックアップを１基）SA□1  

 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基

準対象の施設と兼用）１ 式SA⑦-3,◇1   

 

緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）4,900 ｍ３以上SA□1  

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）１ 式

SA□1  

対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）１ 基SA□1  

待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）１ 基SA□1  

 

監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用）１ 

面 SA⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭(P25)から 

⑮(P25)から 

⑯(P25)から 
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7.3.9.2 緊急時対策建屋環境測定設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができるよう，

可搬型重大事故等対処設備として設ける

設計とする。SA⑧-1 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，可搬

型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計で構成す

る。SA⑧-2 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備を構成す

る重大事故等対処設備は，設計基準対象

の施設と兼用する。SA⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

SA⑧-4 

 

 

 

 

（ｃ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋環境測定設備を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。SA⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）SA⑧-3 

 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）SA⑧-3 

 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）SA⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が，緊急時対策所にとどまること

ができることを確認するため，【SA◇1】

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計【SA⑧

-2】を可搬型重大事故等対処設備として

配備する設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

SA⑧-4 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置及び被ばく評価についての内容で
あるため省略する） 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できるよう酸素濃度計（東

海，東海第二発電所共用）（個数 1（予

備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海，

東海第二発電所共用）（個数 1（予備

1））を保管する設計とするとともに，

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視，測定するた

め，さらに緊急時対策所加圧設備による

加圧判断のために使用する緊急時対策所

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

個数及び計測範囲

については，仕様

表で示すため。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

放射線量等の監視

を行うための設備

は， 緊急時対策

建屋放射線計測設

備にて記載してい

る。 

㉞(P63)から 

⑰(P33)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設は許可の記

載を踏襲し，設備間で

兼用することについて

記載しているため。 
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7.3.9.2.1 多様性，位置的分散 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-7 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

のバックアップを含めて必要な数量を制

御室を設置する制御建屋から100m以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，緊急時対策建屋にも保

管することで位置的分散を図る設計とす

る。SA⑭-8 

 

7.3.9.2.2 悪影響防止 

緊急時対策建屋環境測定設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-9 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，MOX

燃料加工施設と共用する。SA⑮-10 

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処

理施設及び MOX 燃料加工施設における重

大事故等に同時に対処することを考慮

し，十分な台数を確保することで，共用

によって重大事故等時の対処に悪影響を

及ぼさない設計とする。SA⑮-10,⑯-4 

なお，数量に係る設計方針について

は，7.3.9.2.3 個数及び容量」に示

す。SA⑮-10,⑯-4 

 

7.3.9.2.3 個数及び容量 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋環境測定設備は，緊急時対策所の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内である

ことの測定をするために必要な1台を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として1台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを2台の合計3台を確保する設計とす

る。SA⑮-11,⑯-4 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-7 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を制御

室が設置される制御建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，緊急時対策建屋にも

保管することで位置的分散を図る。 

SA⑭-8  

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-9 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋環境測定設備は，緊急時対策所

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度が活動に支障がない範囲内であ

ることの測定をするために必要な１台を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

SA⑮-11,⑯-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P22)から 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.2.4 環境条件等 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋及び第1保管庫・貯水所に保

管し，風(台風)等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。SA⑰-4 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管及び被水防護を行うことにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-5 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。SA⑰-6 

  

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。SA⑰-7 

 

 

7.3.9.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋環境測定設備は，通常

時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して

外観点検，員数確認，機能・性能確認が

可能な設計とする。SA⑱-6 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，校正が可能な設計と

する。SA⑱-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-4 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管及び被水防護する設計とする。SA⑰-5 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。SA⑰-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。

SA⑱-6 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）SA⑧-3 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）SA⑧-3 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）SA⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備【SA◇1】は，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。SA⑰-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉟(P57)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

⑰(P31)へ 
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7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設 

   備 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，重

大事故等が発生した場合において，当該

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよ

う，可搬型屋内モニタリング設備及び可

搬型環境モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として設ける設計とす

る。SA⑨-1 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，可搬型エリ

アモニタ，可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータで構

成する。SA⑨-2 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，重大事故等

が発生した場合においても緊急時対策所

内の線量率及び放射性物質濃度を把握で

きる設計とする。SA⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋放射線計測設備と

して可搬型屋内モニタリング設備及び可

搬型環境モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。SA⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

(ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ【SA⑨-

2】を可搬型重大事故等対処設備として

配備する設計とする。SA◇1  

 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の線量率及び放射性物質濃度を

把握できる設計とする。SA⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置及び被ばく評価についての内容で
あるため省略する） 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できるよう酸素濃度計（東

海，東海第二発電所共用）（個数 1（予

備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海，

東海第二発電所共用）（個数 1（予備

1））を保管する設計とするとともに，

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視，測定するた

め，さらに緊急時対策所加圧設備による

加圧判断のために使用する緊急時対策所

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

（緊急時対策所以外の場所に設けるエリ
アモニタリング設備についての内容であ
るため省略する） 
 エリアモニタリング設備のうち緊急時

対策所に設ける緊急時対策所エリアモニ

タは，重大事故等時に緊急時対策所内へ

の希ガス等の放射性物質の侵入を低減又

は防止するための確実な判断ができるよ

う放射線量を監視，測定し，計測結果を

記録及び保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊱(P63)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

緊急時対策所内の

環境を測定する設

備は，緊急時対策

建屋環境測定設備

にて記載してい

る。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，可搬型線量

率計，可搬型ダストモニタ，可搬型デー

タ伝送装置及び可搬型発電機で構成す

る。SA⑨-4 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，重大事故等

が発生した場合において，換気モードの

切替判断を行うために，線量率及び放射

性物質濃度を把握できる設計とする。 

SA⑨-5 

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

可搬型環境モニタリング設備を運搬す

る可搬型重大事故等対処設備として，代

替排気モニタリング設備の監視測定用運

搬車を使用する設計とする。SA⑲ 

なお，監視測定用運搬車に係る設計方

針については，第２章 個別項目の

「6.2 代替モニタリング設備」の

「6.2.1 代替排気モニタリング設備」

に示す。SA⑲ 

 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型

発電機への燃料を補給するための設備と

して，補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリを使用する設計とする。 

SA⑳ 

なお，補機駆動用燃料補給設備に係る

設計方針については，第２章 個別項目

の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.11 

補機駆動用燃料補給設備」に示す。SA⑳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「チ．(２)（ⅱ） 放射線監視設備」

の監視測定用運搬車を可搬型重大事故等

対処設備として使用する。SA⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

(ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型線量率計，

可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機【SA⑨-4】を可搬

型重大事故等対処設備として配備する設

計とする。SA◇1  

  

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合において，換気モ

ードの切替判断を行うために，線量率及

び放射性物質濃度を把握できる設計とす

る。SA⑨-5 

 

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

（緊急時対策所以外の場所に設ける移動
式周辺モニタリング設備についての内容
であるため省略する） 

可搬型モニタリング・ポストは，重大

事故等が発生した場合に，発電所海側及

び緊急時対策所付近等において，発電用

原子炉施設から放出される放射線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記

録できる設計とするとともに，緊急時対

策所内への希ガス等の放射性物質の侵入

を低減又は防止するための確実な判断に

用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊲(P63)から 

㊳,㊴(P64)から 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉は設置許可にて可

搬型発電機ではなく，外

部バッテリーを使用する

こととしており，当社固

有の設計となるため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

監視測定用運搬車及び補

機駆動用燃料補給設備に

ついては，他条文の基本

設計方針で記載している

ため。 

【許可からの変更点】 

他条文の設備を使用す

る記載において，当該

設備の設計方針の記載

箇所を明確化した。 

【許可からの変更点】 

可搬型発電機の燃料補

給に使用する設備を明

確化した。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉では「放射

線管理施設」の記

載に含まれたこと

で「監視測定設

備」の要求として

結果を記録及び保

存することを記載

しているため。 
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7.3.9.3.1 多様性，位置的分散 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，共

通要因によって制御室と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，離隔距

離を確保することで，制御室に対して独

立性を有する設計とする。SA⑭-9 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を制御室を

設置する制御建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る

設計とする。SA⑭-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を制御室を

設置する制御建屋から100m以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，緊急時対策建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

SA⑭-11 

 

7.3.9.3.2 悪影響防止 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-12 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，

MOX燃料加工施設と共用する。SA⑮-13 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，再

処理施設及びMOX燃料加工施設における

重大事故等に同時に対処することを考慮

し，十分な台数を確保することで，共用

によって重大事故等時の対処に悪影響を

及ぼさない設計とする。SA⑮-13,⑯-5,6 

なお，数量に係る設計方針について

は，7.3.9.3.3 個数及び容量」に示

す。SA⑮-13,⑯-5,6 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，制

御室と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，離隔距

離を確保することで，制御室に対して独

立性を有する設計とする。SA⑭-9 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。SA⑭-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，緊急時対策建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。SA⑭-11 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-12 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P22)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.3.3 個数及び容量 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニ

タリング設備の可搬型エリアモニタ及び

アルファ・ベータ線用サーベイメータ並

びに可搬型環境モニタリング設備の可搬

型線量率計及び可搬型ダストモニタは，

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができること

を確認するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを含

めた台数を確保する設計とする。 

SA⑮-14,⑯-5 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニ

タリング設備の可搬型ダストサンプラ及

び可搬型環境モニタリング設備の可搬型

データ伝送装置は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどま

ることができることを確認するために必

要な1台を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として1台，予備とし

て故障時のバックアップを1台の合計2台

を確保する設計とする。SA⑮-15,⑯-6 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニ

タリング設備の可搬型発電機は，可搬型

線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬

型データ伝送装置に給電できる容量を有

するとともに，保有数は，必要数並びに

予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含めた台数を

確保する設計とする。SA⑮-16,⑯-7 

 

7.3.9.3.4 環境条件等 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策

建屋及び第1保管庫・貯水所に保管し，

風(台風)等により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

SA⑰-8 

 

 

 

 

 

 

 

 ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ

ニタリング設備並びに可搬型環境モニタ

リング設備の可搬型線量率計，可搬型ダ

ストモニタ及び可搬型データ伝送装置

は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

ことを確認するために必要な１台

【SA□1】を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台【SA□1】，

予備として故障時のバックアップを１台

【SA□1】の合計２台【SA□1 】以上を確保

する。SA⑮-14,15,⑯-5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機は，可搬

型線量率計等に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，【SA□1】予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバック

アップを２台【 SA□1 】の合計３台

【SA□1】以上を確保する。SA⑮-16,⑯-7 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策

建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。SA⑰-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

仕様表対象と仕様表対

象外に分けたため。 

【許可からの変更点】 

「可搬型線量率計等」

について対象を明確化

した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第1保管

庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保

管し，風(台風)等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。SA⑰-9 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの

保管及び被水防護を行うことにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対

策建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-11 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，重

大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，当該設備の設置場

所で操作可能な設計とする。SA⑰-12 

 

 

7.3.9.3.5 試験・検査 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して外観点

検，員数確認，機能・性能確認が可能な

設計とする。SA⑱-7 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，校正が可能な設計と

する。SA⑱-7 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，独立して外観

点検，員数確認，機能・性能確認が可能

な設計とする。SA⑱-8 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修が可能な設計とする。

SA⑱-8 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-9 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの

保管及び被水防護する設計とする。

SA⑰-10 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対

策建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。SA⑰-11 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，当該設

備の設置場所で操作可能な設計とする。

SA⑰-12 

 

 

 緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，再処理施設の

運転中又は停止中に校正，動作確認及び

外観点検が可能な設計とする。SA⑱-7 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，再処理施

設の運転中又は停止中に動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA⑱-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）２ 台（予備として故障時の

バックアップを１台）SA□1  

可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台）SA□3  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）２ 台

（予備として故障時のバックアップを１

台）SA□1  

ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA□1  

可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）２ 台（予備として故障時の

バックアップを１台）SA□1  

可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台）SA□3  

可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）SA□1  
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7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は, 設計

基準事故及び重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握することができるよ

う，緊急時対策建屋に設置する設計とす

る。DB⑥-2,SA⑩-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，制御室

内の運転員を介さずに，通信連絡設備の

所内データ伝送設備が伝送する事故発生

から設計基準事故時の情報を正確，か

つ，速やかに把握するために必要なデー

タ並びに放射線管理施設の環境モニタリ

ング設備のモニタリングポスト及びダス

トモニタのデータを把握できる設計とす

る。DB⑥-3,⑦-2 

なお，通信連絡設備に係る設計方針に

ついては，第２章 個別項目の「7.3.10 

通信連絡設備」に示す。DB⑦-3 

また，放射線管理施に係る設計方針に

ついては，第２章 個別項目の「6. 放

射線管理施設」に示す。DB⑧ 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示がで

きるよう，重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる情報収集装置及

び情報表示装置で構成する。SA⑩-4                    

 

 

（ｅ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備 

【SA⑩-3】及び再処理施設の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するために

必要な数の非常時対策組織の要員を収容

できる設計とする。 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備

が伝送する【DB⑦-2】事故状態等の把握

に必要なデータ並びに環境モニタリング

設備のモニタリングポスト及びダストモ

ニタのデータを把握できる設計とする。 

DB⑥-3 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に，DB⑦-3 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」に記

載する。DB⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために必要な指

示ができるよう，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握できる緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び

情報表示装置を常設重大事故等対処設備

として設置する。SA⑩-4 

 

 

 

 

 

 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず【DB◇1】設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報【DB⑥-2】

を収集する設備として，データ収集装置

及びデータ表示装置を設置する。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.4 主要設備 
(４) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を

設置し，制御室内の運転員を介さずに，

異常状態等を正確，かつ，速やかに把握

するために【DB⑥-3】必要な放射線環境

の情報及び再処理施設の情報が収集でき

る設計とする。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

b.情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に

係る発電用原子炉施設の損壊その他の異

常に対処するために必要な情報及び重大

事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示ができ

るよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を，中央制御室内の運転員を介

さずに正確，かつ速やかに把握できる情

報収集設備を設置する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，

事故状態等の必要な情報を把握するため

に必要なパラメータ等を収集し，緊急時

対策所内で表示できるよう，データ伝送

装置，緊急時対策支援システム伝送装置

及び SPDSデータ表示装置で構成する安

全パラメータ表示システム(SPDS) を設

置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(P18)から 

24(P5)から 

⑫(P16)から 
㉕(P9)から 

46



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（41 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付け，設計基準対象の施設と兼用し，

重大事故等に対処するために必要な情報

を把握する設計とする。SA⑩-5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する設計とする。SA⑩-7 

 

 

 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-8 

 

 

 

 

 

 

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。SA⑩-5 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

データ収集装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑩-6 

データ表示装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑩-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する。SA⑩-7 

 

 

 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊵(P64)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握すると

いう方針は同様であるが，

事業許可時の整理に基づ

き，各情報把握設備に関す

る設計方針（設備構成，監

視項目，電源）について記

載する。 

㊶(P65)から 

⑱(P44)から 
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7.3.9.4.1 多様性，位置的分散 

緊急時対策建屋情報把握設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-12 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，緊急時対

策建屋に設置することにより，制御室と

位置的分散を図る設計とする。SA⑭-13 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる緊急時対策建

屋情報把握設備のデータ収集装置及びデ

ータ表示装置は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物により機能が損なわれる場合，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程を停止すること等に

ついては，保安規定に定めて，管理す

る。SA⑭-14 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ必要数として1台ずつで計測設備及び

監視測定設備にて計測したパラメータを

収集及び監視できるものを2台設置する

ことで，多重性を有する設計とする。 

SA⑭-15  

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ必

要数として1台ずつで可搬型重要計器及

び可搬型重要代替計器並びに監視測定設

備にて計測したパラメータを収集及び監

視できるものを2台設置することで，多

重性を有する設計とする。SA⑭-16 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-12 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，緊急時対

策建屋に設置することにより，制御室と

位置的分散を図る設計とする。SA⑭-13 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備

により機能を維持する設計とする。 

SA⑭-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ１台で計測設備及び監視測定設備にて

計測したパラメータを収集及び監視でき

るものを２台設置することで，多重性を

有する設計とする。SA⑭-15 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ１

台で可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器並びに監視測定設備にて計測したパ

ラメータを収集及び監視できるものを２

台設置することで，多重性を有する設計

とする。SA⑭-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊷(P51)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.4.2 悪影響防止 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-17 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-18 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，MOX 燃料加

工施設と共用する。SA⑮-19 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，再処理施設

及び MOX 燃料加工施設における重大事故

等に同時に対処することを考慮し，十分

な台数を確保することで，共用によって

重大事故等時の対処に悪影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-19,⑯-8,9 

なお，数量に係る設計方針について

は，7.3.9.4.3 個数及び容量」に示

す。SA⑮-19,⑯-8,9 

 

 

7.3.9.4.3 個数及び容量 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，重大事

故等時において，必要な情報を収集及び

表示するため，それぞれ必要数として1

台ずつを有するとともに，動的機器の単

一故障を考慮した予備を含めたそれぞれ

2台を有する設計とする。SA⑮-20,⑯-8 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び

情報表示装置は，重大事故等時におい

て，必要な情報を収集及び表示するた

め，それぞれ必要数として1台ずつを有

するとともに，動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めたそれぞれ2台を有す

る設計とする。SA⑮-21,⑯-9 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-17 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-18 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，想定さ

れる重大事故等時において，必要な情報

を収集及び表示するため，それぞれ１台

を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めたそれ

ぞれ２台以上を有する設計とする。 

SA⑮-20,⑯-8  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置は，想定される重大事故

等時において，必要な情報を収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計

とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めたそれぞれ合計２台

以上設置することで，多重性を有する設

計とする。SA⑮-21,⑯-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P22)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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7.3.9.4.4 環境条件等 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋に設置し，風(台風)等により

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。SA⑰-13 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる緊急時対策建

屋情報把握設備のデータ収集装置及びデ

ータ表示装置は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物により機能が損なわれる場合，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程を停止すること等に

ついては，保安規定に定めて，管理す

る。SA⑰-14 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護を行うことにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-15 

 

7.3.9.4.5 試験・検査 

緊急時対策建屋情報把握設備は，通常

時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点

検，機能・性能確認が可能な設計とす

る。SA⑱-9 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修が可能な設計とする。

SA⑱-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

SA⑰-13 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物に対して，代替

設備による機能の確保により機能を維持

する設計とする。SA⑰-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護する設計とする。 

SA⑰-15  

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して動

作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。SA⑱-9 

 

ａ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA□3  

情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA□3  

 

データ収集装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑩-6 

データ表示装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑩-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

内的事象の位置付ける

目的について，明確に

した。 

【許可からの変更点】 

第三十六条の基本設計

方針に合わせ，記載を

適正化。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

⑱(P41)へ 
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7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の機能を維持するために

必要な設備に給電するため，緊急時対策

建屋電源設備として，多重性を有する電

源設備及び燃料補給設備を常設重大事故

等対処設備として設置する設計とする。

SA⑪-2 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備

は，外部電源が喪失し，重大事故等が発

生した場合に，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保するため，緊

急時対策建屋用発電機，燃料油サービス

タンク，発電機室送風機，主配管(緊対

所発電機室系)，6.9kV メタクラ，460V

パワーセンタ，105V 対策本部室分電

盤，460V コントロールセンタ，105V 無

停電電源装置，105V 無停電分電盤，

110V 充電器盤，110V 蓄電池，DG 始動用

充電器盤，DG 始動用蓄電池，105V サー

バ室分電盤，105V 居室系分電盤，105V

計測交流電源盤，105V 無停電交流分電

盤，105V 無停電電源装置(データ収集装

置用)及び 360V 蓄電池及び燃料油移送ポ

ンプで構成する。SA⑪-3 

 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備

は，緊急時対策建屋用発電機から6.9kV

メタクラ，460Vパワーセンタ，105V対策

本部室分電盤，460Vコントロールセン

タ，105V無停電電源装置，105V無停電分

電盤，110V充電器盤，110V蓄電池，DG始

動用充電器盤，DG始動用蓄電池，105Vサ

ーバ室分電盤，105V居室系分電盤，105V

計測交流電源盤，105V無停電交流分電

盤，105V無停電電源装置(データ収集装

置用)及び360V蓄電池を介して，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報

把握設備及び通信連絡設備に給電できる

設計とする。SA⑪-4,5 

 

 

 

 

 

（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の機能を維持するために

必要な設備に電源を給電するため，緊急

時対策建屋電源設備として，多重性を有

する電源設備及び燃料補給設備を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

SA⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

(ａ) 電源設備 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

が喪失し，重大事故等が発生した場合

に，当該重大事故等に対処するために必

要な電力を確保するため，緊急時対策建

屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時

対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋

用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA⑪-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

から緊急時対策建屋へ電力が供給できな

い場合に，多重性を考慮した緊急時対策

建屋用発電機から緊急時対策建屋高圧系

統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊

急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策

建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及

び通信連絡設備に給電できる設計とす

る。SA⑪-4 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故等に

対処するために代替電源から給電ができ

る設計とする。SA⑪-5 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

c. 代替交流電源の確保 

緊急時対策所には，常用電源設備から

の給電が喪失した場合に，代替電源設備

である緊急時対策所用発電機（東海，東

海第二発電所共用（以下同じ。））から

の給電が可能な設計とする。なお，緊急

時対策所用発電機は，プルーム通過時に

おいて，燃料を自動で補給し運転継続で

きる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，1 台で緊急

時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，2 台設置することで，多

重性を有する設計とする。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.3 緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所用メタルクラッド開閉装置（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。））（6900 V，1200 A のものを 1 

個），緊急時対策所用動力変圧器（東

海，東海第二発電所共用）（1400 kVA，

6900/480 V のものを 1 個），緊急時対

策所用パワーセンタ（東海，東海第二発

電所共用）（480 V，1800 A のものを 1 

個），緊急時対策所用モータコントロー

ルセンタ（東海，東海第二発電所共用）

（480 V，1200 A 及び 210 V，800 A の

ものを 2 個），緊急時対策所用 100V 分

電盤（東海，東海第二発電所共用）

（105 V，800 A のものを 2 個及び 105 

V，400 A のものを 1 個），緊急時対策

所用直流 125 V 主母線盤（東海，東海第

二発電所共用）（125 V，1200 A のもの

を 1 個），緊急時対策所用直流 125 V 

分電盤（東海，東海第二発電所共用）

（125 V，800 A のものを 1 個）を経由

して緊急時対策所非常用送風機（東海，

東海第二発電所共用），衛星電話設備

（固定型）（東海，東海第二発電所共

用），統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）（東海，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊸(P66)から 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備の

電源設備を明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

電源を確保する基本方針

は同様だが，再処理施設

の許可に合わせるため，

緊急時対策建屋電源設備

の設備構成を記載してい

る。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化のため。 

【許可からの変更点】 

外部電源から緊急時対策建

屋へ電力が供給できない場

合の給電及び多重性を考慮

した設計については，前段

及び後段で記載しているた

め記載を適正化した。 

㊹(P65)から 
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また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料油移送ポンプにより

燃料の補給が可能な設計とする。SA⑪-6 

 

燃料補給の流路として，主配管(緊対

所燃料補給設備系)を常設重大事故等対

処設備として設置する設計とする。 

SA⑪-7 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設

備は，重大事故等への対処に必要となる

燃料を供給できるようにするため，重油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する設計とする。SA⑪-8 

 

 

 

また，重油貯槽は，万一火災が発生し

た場合においても，緊急時対策建屋に影

響を及ぼすことがないよう配置する。 

SA⑪-9 

 

7.3.9.5.1 多様性，位置的分散 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-17 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-17 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-18 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

(ａ) 電源設備 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料の補給が可能な設計

とする。SA⑪-6 

 

 燃料の補給の本系統の流路として，燃

料油配管・弁を常設重大事故等対処設備

として使用する。SA⑪-7 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

(ｂ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等への対処

に必要となる燃料を供給できるようにす

るため，重油貯槽を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 

SA⑪-8 

 

 

 

また，重油貯槽は，万一火災が発生し

た場合においても，緊急時対策建屋に影

響を及ぼすことがないよう配置する。 

SA⑪-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所共用）及び安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）等へ給電で

きる設計とする。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設

備 

3.3 緊急時対策所用蓄電池 

常用電源設備からの受電が喪失した場

合に，緊急時対策所用メタルクラッド開

閉装置等の制御電源に使用するため，緊

急時対策所用 125V 系蓄電池（東海，東

海第二発電所共用）を設ける設計とす

る。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タ

ンクから緊急時対策所用発電機への給油 

緊急時対策所用発電機の燃料は，緊急

時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東

海，東海第二発電所共用）及び緊急時対

策所用発電機給油ポンプ（東海，東海第

二発電所共用）により補給できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊻(P66)から 

㊺(P66)から 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確化

した。 

【許可からの変更点】 

燃料の補給に使用する

機器を明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電機への燃料補給に

関する基本方針は同様

だが，再処理施設の許

可に合わせるため，燃

料の補給の流路となる

設備を記載している。  

 

㊼(P67)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備

の燃料補給設備を明確化

した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電機への燃料補給に

関する基本方針は同様

だが，許可を踏まえ重

油貯槽の火災影響につ

いて記載している。  
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緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，多重性を有する設計と

するとともに，それぞれが独立した系統

構成を有する設計とする。SA⑭-19 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，多重性を有する設計とする。

SA⑭-20 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，多重性を有する設計とする。 

SA⑭-21 

 

 

 

 

7.3.9.5.2 悪影響防止 

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-22 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

回転体が飛散することを防ぐことで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，１台で緊急時対策建屋

に給電するために必要な容量を有するも

のを２台設置，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線を２系

統，緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急

時対策建屋用母線を４系統有し，

【SA◇6】多重性を有する設計とするとと

もに，それぞれが独立した系統構成を有

する設計とする。SA⑭-19 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電

機の連続運転に必要な燃料を供給できる

ポンプ容量を有するものを各系統に２

台，合計４台設置することで，【SA◇6】

多重性を有する設計とする。SA⑭-20 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，外部からの支援がなくとも，１基で

緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の

連続運転に必要な容量を有するものを２

基設置することで，【SA◇6】多重性を有

する設計とする。SA⑭-21 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに【SA◇1】緊急時対策建屋電源設備の

緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送

ポンプは，回転体が飛散することを防ぐ

ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。SA⑮-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊽(P52)から 

㊾(P53)から 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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緊急時対策建屋電源設備は，MOX 燃料

加工施設と共用する。SA⑮-24 

緊急時対策建屋電源設備は，再処理施

設及び MOX 燃料加工施設における重大事

故等に同時に対処することを考慮し，十

分な数量及び容量を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-24,⑯-

10,11,12 

なお，数量に係る設計方針について

は，7.3.9.5.3 個数及び容量」に示

す。SA⑮-24,⑯-10,11,12 

 

7.3.9.5.3 個数及び容量 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電

機は，緊急時対策建屋に給電するために

必要な台数及び動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めた台数を設置し，多重

性を有するとともに，独立した系統構成

を有する設計とする。SA⑮-25,⑯-10 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，

緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必

要な燃料を供給できるポンプ容量を有す

る設計とする。SA⑮-26,⑯-11 

また，燃料油の移送に必要な台数及び

動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた台数を有する設計とする。SA⑮-26,

⑯-11 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の重油貯槽は，外部から

の支援がなくとも，緊急時対策建屋用発

電機の7日間以上の連続運転に必要な予

備を含めた容量を有する設計とする。

SA⑮-27,⑯-12 

 

7.3.9.5.4 環境条件等 

緊急時対策建屋電源設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-16 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機は，緊急時対策建屋に給電するため

に必要な１台【SA□1】を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた２台【SA□1】以上設置

し多重性を有するとともに，独立した系

統構成を有する設計とする。 

SA⑮-25,⑯-10  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプ

は，１台で【SA□1】緊急時対策建屋用発

電機の連続運転に必要な燃料を供給でき

るポンプ容量を有するものを各系統に２

台，【SA□1】動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた合計４台以上【SA□1】

設置することで【SA□3】，多重性を有す

る設計とする。SA⑮-26,⑯-11 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部か

らの支援がなくとも，緊急時対策建屋用

発電機の７日間以上の連続運転に必要な

１基を有する設計とするとともに，予備

を含めた２基以上【SA□1】を有する設計

とする。SA⑮-27,⑯-12 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA⑰-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P22)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-17 

 

7.3.9.5.5 試験・検査 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

独立して外観点検，絶縁抵抗測定による

機能・性能確認が可能な設計とする。 

SA⑱-10 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修が可能な設計とする。 

SA⑱-10 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，独立

して外観点検，機能・性能確認が可能な

設計とする。SA⑱-11 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，分解点検が可能な設

計とする。SA⑱-11 

 

緊急時対策建屋電源設備の発電機室送

風機は，通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するた

め，独立して外観点検，機能・性能確認

が可能な設計とする。SA⑱-12 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え，保修，分解点検が可能な設

計とする。SA⑱-12 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

また，当該機能を健全に維持できている

ことを確認するため，独立して油量確

認，漏えい確認が可能な設計とする。 

SA⑱-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。SA⑰-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，起動試験及び分解点検が可

能な設計とする。SA⑱-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立してパラメータ確認及び漏えい確認が

可能な設計とする。SA⑱-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

許可の整理において，

パラメータ確認はパラ

メータ(油量)の確認と

しているため。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備の

電気盤について試験・検査

の内容を明確化した。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備

の発電機室送風機につい

て試験・検査の内容を明

確化した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可

時に事業指定基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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ａ） 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）２ 台（予備として故障

時のバックアップを１台）SA□1  

緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時

対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）２ 系統SA□1  

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対

策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）４ 系統SA□1  

燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）４ 台予備として故障時のバッ

クアップを３台）SA□1  

燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）１ 式SA□1  

 

ｂ） 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

２ 基SA□1  

 

 

(ｆ) 通信連絡設備 

 

 

再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，通

信連絡設備を重大事故等対処設備として

設置又は配備する。SA⑫-3 

 

通信連絡設備は，「四、Ａ．リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に記載する。SA㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(P13)へ 
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(１) 多様性，位置的分散 

「1.7.18 (１) ａ．多様性，位置的分

散」に示す基本方針を踏まえ以下のとお

り設計する。SA◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

 緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，

制御室と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，離隔

距離を確保することで，制御室に対して

独立性を有する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，

制御室と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，緊急

時対策建屋に設置することにより，制御

室と位置的分散を図る設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備

により機能を維持する設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は

それぞれ２台で緊急時対策建屋内を換気

するために必要な換気容量を有するもの

を合計４台設置することで【SA◇6】，多

重性を有する設計とする。SA⑭-5,6 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ１台で計測設備及び監視測定設備にて

計測したパラメータを収集及び監視でき

るものを２台設置することで，多重性を

有する設計とする。SA⑭-15 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ１

台で可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器並びに監視測定設備にて計測したパ

ラメータを収集及び監視できるものを２

台設置することで，多重性を有する設計

とする。SA⑭-16 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，１台で緊急時対策建屋

に給電するために必要な容量を有するも

のを２台設置，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線を２系

統，緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急

時対策建屋用母線を４系統有し，

【SA◇6】多重性を有する設計とするとと

もに，それぞれが独立した系統構成を有

する設計とする。SA⑭-19 

 

  緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電

機の連続運転に必要な燃料を供給できる

ポンプ容量を有するものを各系統に２

台，合計４台設置することで，【SA◇6】

多重性を有する設計とする。SA⑭-20 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，外部からの支援がなくとも，１基で

緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の

連続運転に必要な容量を有するものを２

基設置することで，【SA◇6】多重性を有

する設計とする。SA⑭-21 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内

モニタリング設備は，制御室と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を制御室が設置され

る制御建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，緊急時対策建屋にも保管すること

で位置的分散を図る。SA◇1  

 通信連絡設備の多様性，位置的分散に

ついては，「9.17 通信連絡設備」に示

す。SA◇4  

 

(２) 悪影響防止 

「1.7.18 (１) ｂ．悪影響防止」に示

す基本方針を踏まえ以下のとおり設計す

る。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射

線計測設備，緊急時対策建屋情報把握設

備の情報収集装置及び情報表示装置及び

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機及び燃料油移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

通信連絡設備の悪影響防止について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。 

SA◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 個数及び容量 

「1.7.18 (２) 個数及び容量」に示

す基本方針を踏まえ以下のとおり設計す

る。SA◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，重大

事故等による工場等外への放射性物質及

び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料

加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大 360 人

を収容できる設計とする。また，気体状

の放射性物質が大気中へ大規模に放出す

るおそれがある場合は，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等，

約 50 人の要員がとどまることができる

設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風

機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時

対策所内の居住性を確保するために必要

な２台を有する設計とするとともに，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含め

た４台以上を有する設計とする。また，

緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊

急時対策所内の居住性を確保するために

必要な５基を有する設計とするととも

に，故障時バックアップを含めた６基以

上を有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧

ユニットは，気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出するおそれがある場合

において，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる 4,900ｍ３以上を有する設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，想定さ

れる重大事故等時において，必要な情報

を収集及び表示するため，それぞれ１台

を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めたそれ

ぞれ２台以上を有する設計とする。SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置は，想定される重大事故

等時において，必要な情報を収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計

とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めたそれぞれ２台以上

を有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機は，緊急時対策建屋に給電するため

に必要な１台を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予備

を含めた２台以上を有し，多重性を考慮

した設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプ

は，１台で緊急時対策建屋用発電機の連

続運転に必要な燃料を供給できるポンプ

容量を有するものを各系統に２台，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

合計４台以上設置することで，多重性を

有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部か

らの支援がなくとも，緊急時対策建屋用

発電機の７日間以上の連続運転に必要な

１基を有する設計とするとともに，予備

を含めた２基以上を有する設計とする。 

SA◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋環境測定設備は，緊急時対策所

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度が活動に支障がない範囲内であ

ることの測定をするために必要な１台を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ

ニタリング設備並びに可搬型環境モニタ

リング設備の可搬型線量率計，可搬型ダ

ストモニタ及び可搬型データ伝送装置

は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

ことを確認するために必要な１台を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として１台，予備として故障時のバッ

クアップを１台の合計２台以上を確保す

る。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機は，可搬

型線量率計等に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。SA◇1  

通信連絡設備の個数及び容量について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  

 

(４) 環境条件等 

「1.7.18 (３) 環境条件等」に示す基

本方針を踏まえ以下のとおり設計する。

SA◇1  

 ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA◇1  

 緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電

源設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる緊急時対策建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。SA◇1  

  緊急時対策建屋情報把握設備のデー

タ収集装置及びデータ表示装置は，地震

等により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保により機能を維持す

る設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電

源設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水防護する設計

とする。SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内

モニタリング設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる緊急時対策建屋及

び第１保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管及

び被水防護する設計とする。SA◇1  

 緊急時対策建屋環境測定設備及び緊

急時対策建屋放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，積雪及び火

山の影響に対して，積雪に対しては除雪

する手順を，火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重）に対しては除灰する手順

を整備する。SA◇3  

  

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備【SA◇1】は，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。SA⑰-7 

  

通信連絡設備の環境条件等について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  
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(５) 操作性の確保 

「1.7.18 (４)ａ．操作性の確保」に

示す基本方針を踏まえ設計する。SA◇1  

通信連絡設備の操作性の確保について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。 

SA◇4  

 

9.16.2.3 主要設備の仕様 

 緊急時対策所の主要設備の仕様を第

9.16－２表(1)に示す。SA◇4  

 緊急時対策所の放射線管理施設の概略

仕様を第 9.16－２表(2)に示す。SA◇4  

 緊急時対策所の通信連絡設備及び代替

通信連絡設備の概略仕様を第 9.16－２

表(3)に示す。SA◇4  

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。SA⑬-1 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋は，大きな影響を及

ぼすおそれがある津波に対して必要な機

能が損なわれることがないよう，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点

に設置する設計とする。SA◇1  

また，隣接する第１保管庫・貯水所で

漏水が発生した場合を想定し，地下外壁

に防水処理を施し，周囲の地盤を難透水

層とする。SA◇7  

 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共

通要因により制御室と同時にその機能を

喪失しないよう，制御室に対して独立性

を有する設計とするとともに，制御室か

らの離隔距離を確保した場所に設置又は

配備する。SA④ 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための必要な要員を含め，

重大事故等の対処に必要な数の非常時対

策組織の要員を収容することができる設

計とする。SA◇1  
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緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，【SA◇1】出入管理区画【SA⑤-

1】を設ける設計とする。SA◇1  

 

また，建屋出入口に設ける２つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。SA⑤-2 

 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備

は，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備，緊急時対策建屋情報把握設備，通信

連絡設備及び緊急時対策建屋電源設備で

構成する。SA◇1  

緊急時対策所の居住性に係る設計にお

いては，有効性評価を実施している重大

事故等のうち，臨界事故，外的事象の地

震を要因として発生が想定される，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生を仮定する。SA◇5  

また，その想定における放射性物質の

放出量は，多段の重大事故等の拡大防止

対策が機能しないことを仮定すること

で，重大事故等の有効性評価に対して十

分な保守性を見込んで設定する。SA◇5  

具体的には，臨界事故の発生時の大気

中への放射性物質の放出量は，可溶性中

性子吸収材の効果を見込まず，全核分裂

数が１×1020 に達したと仮定するととも

に，臨界の核分裂により生成する放射性

物質の貯留設備への貯留対策の効果を見

込まず，放射性物質が時間減衰しないこ

とを想定し設定する。SA◇5  

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生

時の大気中への放射性物質の放出量は，

機器注水又は冷却コイル若しくは冷却ジ

ャケット（以下「冷却コイル等」とい

う。）通水の効果を見込まず，気体状の

放射性物質が発生することを想定すると

ともに，気相部へ移行した放射性物質の

セルへの導出及び高性能粒子フィルタ等

による放射性物質の除去の効果を見込ま

ず設定する。SA◇5  
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放射線分解により発生する水素による

爆発の発生時の大気中への放射性物質の

放出量は，放射線分解により発生する水

素による爆発の拡大防止対策が機能しな

いことにより，２回までの放射線分解に

より発生する水素による爆発を仮定する

とともに，気相部へ移行した放射性物質

のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ

等による放射性物質の除去の効果を見込

まず設定する。SA◇5  

また，重大事故等時の緊急時対策所の

居住性については，マスクの着用及び交

代要員体制等の被ばくの低減措置を考慮

せず，７日間同じ要員が緊急時対策所に

とどまることを想定する。SA◇5  

以上の条件においても，緊急時対策所

の居住性を確保するための設備は，重大

事故等時において緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が，

７日間で 100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA◇5  

緊急時対策所における居住性に係る被

ばく評価結果は，最大で，外的事象の地

震を要因として発生が想定される冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発の同時発

生における約４ｍＳｖであり，７日間で

100ｍＳｖを超えない。SA◇5  

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから緊急時

対策所の重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員を防護できる設計と

する。SA◇1  

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA◇1   
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 緊急時対策建屋は，「添付書類六 

再処理施設の安全設計に関する説明書」

の「1．6．2 重大事故等対処施設の耐

震設計」，「1．8 耐津波設計」及び

「1．5 火災及び爆発の防止に関する設

計」に基づく設計とする。SA◇1  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

との共用を考慮した設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋機器配置図を第 9.16

－３図及び第 9.16－４図に示す。SA◇4  

 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建

屋の遮蔽設備を常設重大事故等対処設備

として設置する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事

故等が発生した場合において，緊急時対

策建屋換気設備の機能とあいまって，緊

急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを

超えない設計とする。SA◇1  

 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等に対処するために必要な非常時対策組

織の要員がとどまることができるよう，

【SA◇1】緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィル

タユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニ

ット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧

計及び監視制御盤【SA⑦-2】を常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙(P25)へ 

㉚(P26)へ 

67



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（62 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，【SA◇1】再循環モードと

して，緊急時対策建屋換気設備の給気側

及び排気側のダンパを閉止し，【SA⑦-

5】外気の取り入れを遮断し，【SA◇1】

緊急時対策建屋フィルタユニットを通し

て【SA⑦-5】緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。SA◇1  

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合に

は，緊急時対策建屋加圧ユニット

【SA◇1】から空気を供給することで【SA

⑦-6】待機室内を加圧し，放射性物質の

流入を防止できる設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作

業による二酸化炭素発生量及び「労働安

全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容

濃度を考慮して算出した必要換気量を踏

まえ，約 50 人の非常時対策組織の要員

が２日間とどまるために必要となる容量

を有する設計とする。SA⑦-7 

 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計

は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持

した状態であることを監視できる設計と

する。SA⑦-8 

 

本系統の流路として，緊急時対策建屋

換気設備ダクト・ダンパ及び緊急時対策

建屋加圧ユニット配管・弁を常設重大事

故等対処設備として使用する。SA◇1  

また，緊急時対策建屋換気設備等の起

動状態及び差圧が確保されていること等

を確認するため，監視制御盤を常設重大

事故等対処設備として使用する。SA◇2  

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図

を第 9.16－５図に示す。SA◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が，緊急時対策所にとどまること

ができることを確認するため，【SA◇1】

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計【SA⑧

-2】を可搬型重大事故等対処設備として

配備する設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

SA⑧-4 

 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

 (ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ【SA⑨-

2】を可搬型重大事故等対処設備として

配備する設計とする。SA◇1  

 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の線量率及び放射性物質濃度を

把握できる設計とする。SA⑨-3 

 

 (ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型線量率計，

可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機【SA⑨-4】を可搬

型重大事故等対処設備として配備する設

計とする。SA◇1  

 

「8.2.4 (２)ｂ．代替モニタリング

設備」の監視測定用運搬車を可搬型重大

事故等対処設備として使用する。SA◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（64 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合において，換気モ

ードの切替判断を行うために，線量率及

び放射性物質濃度を把握できる設計とす

る。SA⑨-5 

 

可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タは，緊急時対策建屋周辺の線量を測定

するとともに，空気中の粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定できる設計と

する。SA◇1  

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大

事故等に対処するために必要な情報を把

握できるよう，情報収集装置及び情報表

示装置を常設重大事故等対処設備として

設置する設計とする。SA◇1  

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付ける設計とする。SA◇1  

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する。SA⑩-7 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（65 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-8 

 

情報収集装置及び情報表示装置の系統

概要図を第 9.16－６図に，データ収集

装置及びデータ表示装置の系統概要図を

第 9.16－２図に示す。SA◇4  

 

ｆ．通信連絡設備 

通信連絡設備は，重大事故等が発生し

た場合においても再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うための設備として，所内通信連絡

設備，所外通信連絡設備及び所外データ

伝送設備を重大事故等対処設備として位

置付ける。SA◇1  

また，代替通信連絡設備を設置又は配

備する設計とする。SA◇1  

 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故等に

対処するために代替電源から給電ができ

る設計とする。SA⑪-5 

 

緊急時対策建屋電源設備は，緊急時対

策所の機能を維持するために必要な設備

に電源を給電するため，電源設備及び燃

料補給設備で構成する。SA◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（66 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 (ａ) 電源設備 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

が喪失し，重大事故等が発生した場合

に，当該重大事故等に対処するために必

要な電力を確保するため，緊急時対策建

屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時

対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋

用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA⑪-3 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

から緊急時対策建屋へ電力が供給できな

い場合に，多重性を考慮した緊急時対策

建屋用発電機から緊急時対策建屋高圧系

統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊

急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策

建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及

び通信連絡設備に給電できる設計とす

る。SA⑪-4 

 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料の補給が可能な設計

とする。SA⑪-6 

 

燃料の補給の本系統の流路として，燃

料油配管・弁を常設重大事故等対処設備

として使用する。SA⑪-7 

 

緊急時対策建屋電源設備の系統概要図

を第 9.16－７図に示す。SA◇4  

 

(ｂ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等への対処

に必要となる燃料を供給できるようにす

るため，重油貯槽を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 

SA⑪-8 

 

重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電機

を７日間以上の連続運転ができる燃料を

貯蔵する設計とする。SA◇1  

重油貯槽は，複数有する設計とする。

SA◇1  

重油貯槽は，消防法に基づき設置す

る。SA◇7  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（67 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

また，重油貯槽は，万一火災が発生し

た場合においても，緊急時対策建屋に影

響を及ぼすことがないよう配置する。 

SA⑪-9 

燃料補給設備の系統概要図を第 9.16－

８図に示す。SA◇4  

 

9.16.2.5 試験・検査 

「1.7.18 (４)ｂ．試験・検査性」に

示す基本方針を踏まえ以下のとおり設計

する。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検が可

能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立して動作確認及び分解点検が可能な設

計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検及びパラメ

ータ確認が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検及び漏えい確認

が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，再処理施設

の運転中又は停止中に校正，動作確認及

び外観点検が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。

SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，再処理施設の

運転中又は停止中に校正，動作確認及び

外観点検が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，再処理施

設の運転中又は停止中に動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して動

作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊼(P46)へ 

 

 

73



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（68 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，起動試験及び分解点検が可

能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立してパラメータ確認及び漏えい確認が

可能な設計とする。SA◇1  

通信連絡設備の試験・検査について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  

 

第 9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要

設備及び仕様（重大事故等対処設備） 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

外部遮蔽   厚さ 約 1.0ｍ以上 SA◇6  

２．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）（設計基準対象の施

設と兼用）   

台  数  ４（予備として故障時のバ

ックアップを２台）SA◇6  

容  量  約 63,500ｍ３／ｈ／台 

ｂ) 緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数  ４（予備として故障時のバ

ックアップを２台） 

容  量  約 63,500ｍ３／ｈ／台 SA◇1  

ｃ) 緊急時対策建屋フィルタユニット

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

種  類  高性能粒子フィルタ２段内

蔵形 

基  数  ６（予備として故障時のバ

ックアップを１基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.15μｍ

ＤＯＰ粒子） 

容  量  約 25,400ｍ３／ｈ／基 SA◇6  

ｄ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・

ダンパ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

（設計基準対象の施設と兼用）   

数  量  １式 SA◇6  

ｅ) 緊急時対策建屋加圧ユニット（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

容  量  4,900ｍ３［normal］以上

SA◇6  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（69 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｆ) 緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数  量  １式 SA◇6  

ｇ) 対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

基  数   １ 

測定範囲   －0.5～0.5ｋＰａSA◇6  

ｈ) 待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

基  数   １ 

測定範囲   －0.5～0.5ｋＰａSA◇6  

ｉ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用）   

面  数    １SA◇1  

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）SA◇1  

ｂ) 可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）（設計基準対象の

施設と兼用）SA◇1  

ｃ) 可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）（設計基準対象の

施設と兼用）SA◇1  

 

４．緊急時対策建屋放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ－１) 可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

計測範囲 0.001～99.99ｍＳｖ／ｈSA◇6  

ａ－２) 可搬型ダストサンプラ（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

ａ－３) アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

計測範囲  Ｂ．Ｇ～100ｋｍｉｎ－１

（アルファ線） 

計測範囲  Ｂ．Ｇ～300ｋｍｉｎ－１

（ベータ線）SA◇6  

ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

ｂ－１) 可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

種  類  ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレー
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（70 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ション式検出器半導体式検出器 

計測範囲  Ｂ．Ｇ．～100 ｍＳｖ／ｈ

又はｍＧｙ／ｈ 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇6  

ｂ－２) 可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

種  類  ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレー

ション式検出器 

        プラスチックシンチレーシ

ョン式検出器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇6  

ｂ－３) 可搬型データ伝送装置（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

ｂ－４) 可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

台  数  ３（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを２台） 

容  量  約３ｋＶＡ／台 SA◇6  

 

５．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

ｂ) 情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

ｃ) データ収集装置（設計基準対象の

施設と兼用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

ｄ) データ表示装置（設計基準対象の

施設と兼用） 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台）SA◇1  

 

６．通信連絡設備 

「第 9.17.2－３表 通信連絡設備及び

代替通信連絡設備の主要機器仕様」に記

載する。SA◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
７．緊急時対策建屋電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 電源設備 

ａ－１) 緊急時対策建屋用発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数  ２（予備として故障時のバ

ックアップを１台） 

燃  料  Ａ重油（約 420Ｌ／ｈ） 

発電機 

種  類  三相同期発電機 

容  量  約 1,700ｋＶＡ／台 

力  率  0.8（遅れ） 

電  圧  6.6ｋＶ 

周 波 数  50ＨｚSA◇6  

ａ－２) 緊急時対策建屋高圧系統 6.9

ｋＶ緊急時対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

数  量  ２系統 SA◇6  

ａ－３) 緊急時対策建屋低圧系統 460

Ｖ緊急時対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

数  量  ４系統 SA◇6  

ａ－４)  燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数  ４（予備として故障時のバ

ックアップを２台） 

容  量  約 1.3ｍ３／ｈ／台 SA◇6  

ａ－５)  燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

数  量  １式 SA◇6  

ｂ) 燃料補給設備 

ｂ－１) 重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

基  数  ２ 

容  量  約 100ｍ３／基 

使用燃料  Ａ重油 SA◇6  
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故

が発生した場合に適切な措置をとるた

め、緊急時対策所を制御室以外の場所に

設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有

毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが

発生した場合に適切な措置をとるため、

工場等内における有毒ガスの発生を検出

するための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に緊急時対策所に

おいて自動的に警報するための装置その

他の適切に防護するための設備を設けな

ければならない。 

適合のための設計方針 

第1項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処

理施設内の情報の把握等，適切な措置を

とるため，制御室以外の場所に緊急時対

策所を設ける。緊急時対策所は，異常等

に対処するために必要な指示を行う要員

等を収容でき，必要な期間にわたり安全

にとどまることができることを確認する

ため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配備する。DB◇1  

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する。DB◇1  
緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB◇4  
 

第２項について 

想定される有毒ガスの発生時におい

て，有毒ガスが必要な指示を行う要員に

及ぼす影響により当該要員の対処能力が

著しく低下しないよう，当該要員が緊急

時対策所内にとどまり，事故対策に必要

な指示を行うことができる設計とするこ 

とで，安全機能を有する施設の安全機能
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
が損なわれることがない設計とする。そ

のために，事業指定基準規則第九条及び 

第十二条に係る設計方針を踏まえて，敷

地内外の固定源及び可動源それぞれに対

して，有毒ガス防護に係る影響評価を実 

施する。DB◇1  

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを 

評価により確認した。したがって，有毒

ガスの発生を検出するための装置や自動

的に警報するための装置を設置する必要 

はない。なお，万一に備え，敷地内外の

可動源に対する対策と同様の対策をと

る。DB◇1  

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

から連絡を受け有毒ガスの発生を認知し

た中央制御室の運転員（統括当直長）

が，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡

することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できる

よう，通信連絡設備を設ける設計とす

る。また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員を防護でき

る設計とする。DB◇1  

 

2.3.28 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，緊急時対策所を設

置し，緊急時対策建屋情報把握設備等を

収納する。DB◇1  

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１

階（一部地上２階建て）（地上高さ約17

ｍ），地下１階，平面が約60ｍ（南北方

向）×約79ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。DB◇1  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。DB◇1  

 緊急時対策建屋機器配置図を第2.3－

138図及び第2.3－139図に示す。DB◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（74 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定により設

置される緊急時対策所は、重大事故等が

発生した場合においても当該重大事故等

に対処するための適切な措置が講じられ

るよう、次に掲げるものでなければなら

ない。 

一 重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

二 重大事故等に対処するために必要な

指示ができるよう、重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備を

設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処

するために必要な数の要員を収容するこ

とができるものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊

急時対策所とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を

講じた設備を整えたものをいう。 

一 基準地震動による地震力に対し、

免震機能等により、緊急時対策所

の機能を喪失しないようにすると

ともに、基準津波の影響を受けな

いこと。 

二 緊急時対策所と制御室は共通要因

により同時に機能喪失しないこ

と。 

三 緊急時対策所は、代替電源設備か

らの給電を可能とすること。ま

た、当該代替電源設備を含めて緊

急時対策所の電源設備は、多重性

又は多様性を有すること。 

四 居住性が確保されるように、適切

な遮蔽設計及び換気設計を行うこ

と。 

五 緊急時対策所の居住性について

は、以下に掲げる要件を満たすも

のをいう。 

① 想定する放射性物質の放出量

等は、想定される重大事故に

対して十分な保守性を見込ん

で設定すること。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

② プルーム通過時等に特別な防

護措置を講じる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内で

のマスクの着用なしとして評

価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤

の服用、仮設設備等を考慮し

ても良い。ただし、その場合

は、実施のための体制を整備

すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを

超えないこと。 

六 緊急時対策所の外側が放射性物質

により汚染したような状況下にお

いて、緊急時対策所への汚染の持

込みを防止するため、モニタリン

グ、作業服の着替え等を行うため

の区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対

処するために必要な数の要員」と

は、第１項第１号に規定する「重大

事故等に対処するために必要な指示

を行う要員」に加え、少なくとも重

大事故等による工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するた

めの必要な数の要員を含むものをい

う。 

適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために適

切な措置が講じられるよう，次に掲げる

重大事故等対処設備を設ける設計とす

る。SA◇1  

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，当

該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備とし

て，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測

設備を設置又は配備する。SA◇1  

また，緊急時対策所の機能を維持する

ために必要な設備に電源を供給するた

め，多重性を有する電源設備を設置す

る。SA◇1  
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（76 / 76） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。また，緊急時対

策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波に対して必要な機能が損なわれ

ることがないよう，標高約 55ｍ及び海

岸からの距離約５ｋｍの地点に設置する

設計とする。SA◇1  

緊急時対策所の機能に係る設備は，共

通要因により制御室と同時にその機能を

喪失しないよう，制御室に対し独立性を

有する設計とするとともに，制御室から

の離隔距離を確保した場所に設置又は配

備する設計とする。SA◇1  

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮

蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の機

能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる区画を設ける設計とする。SA◇1  

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指

示ができるよう，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握できる緊急時対

策建屋情報把握設備を設置する。SA◇1  

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡できるようにす

るため，通信連絡設備を設置又は配備す

る。SA◇1  

第２項について 

緊急時対策所は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う支援組織の要

員に加え，重大事故等の対策活動を行う

実施組織の要員を収容できる設計とす

る。SA◇1  

ここでいう支援組織は実施組織に対し

て技術的助言を行う「技術支援組織」及

び実施組織が重大事故等対策に専念でき

る環境を整える「運営支援組織」であ

り，以下「支援組織」という。SA◇1  
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別紙１② 

第三十条，第五十条（緊急時対策所） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

DB① 
緊急時対策所の事故時の考慮

に必要な設備設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条１項 － a.b 

DB② 
緊急時対策所の設置箇所に必

要な設備設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条１項 － a.b 

DB③ 
緊急時対策所の活動場所に必

要な設備設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条１項 － 

a.b.c.d.

e.g 

DB④ 
緊急時対策建屋の主要構造に

必要な設備設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条１項 － a.b 

DB⑤ 
MOX 燃料加工施設との共用に必

要な内容 

MOX 燃料加工施設との共用に係る

事項 

－ 

（16 条５項） 
－ f 

DB⑥ 
情報把握設備に必要な設備設

計 
情報把握設備に係る事項 － － a.h 

DB⑦ 通信連絡に必要な設備設計 通信連絡設備に係る事項 － － a.h 

DB⑧ 
放射線管理施設の環境モニタ

リング設備に必要な設備設計 
環境モニタリング設備に係る事項 － － a.h 

DB⑨ 
環境測定設備に必要な設備設

計 
環境測定設備に係る事項 － － a.b 

DB⑩ 
有毒ガスの対処に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条２項 － b 

SA① 
緊急時対策所の事故時の考慮

に必要な設備設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b 

SA② 

必要な指示を行う要員がとど

まることができる措置に必要

な設備設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b 

SA③ 地震・津波に必要な設備設計 
技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.c.d.f 

SA④ 
制御室との共通要因の考慮に

必要な設備設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.f 

SA⑤ 
汚染の持込みを防止に必要な

設備設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b 

SA⑥ 遮蔽設備に必要な設備設計 
技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b.c.i 

SA⑦ 換気設備に必要な設備設計 
技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ 

a.b.e. 

h.i 

SA⑧ 
環境測定設備に必要な設備設

計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b.e 

SA⑨ 
放射線計測設備に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b.e.i 
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№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

SA⑩ 
情報把握設備に必要な設備設

計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

２号 
－ a.h 

SA⑪ 電源設備に必要な設備設計 
技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ 

a.b.c. 

e.h.i 

SA⑫ 
通信連絡設備に必要な設備設

計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 

50条１項 

３号 
－ a.e.g.h 

SA⑬ 

重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容するこ

とができる措置に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 50条）の要求事

項を受けている内容 
50条２項 － a.b 

SA⑭ 
多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36条 2項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項 4 号） 

（36 条３項６号） 

－ a.b.f 

SA⑮ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 6 号） 
－ a.b.f 

SA⑯ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 1 号） 
－ a.b.e 

SA⑰ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項２号） 

（36 条 1 項 7 号） 

（36 条３項 3 号） 

（36 条３項 4 号） 

－ a.b.f 

SA⑱ 試験・検査性に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 4 号） 
－ a.b.f 

SA⑲ 緊急時対策所に使用する設備 
緊急時対策所に使用する監視測定

用運搬車に係る事項 
－ － f 

SA⑳ 緊急時対策所に使用する設備 
緊急時対策所に使用する補機駆動

用燃料補給設備に係る事項 
－ － f 

SA㉑ 緊急時対策所に使用する設備 
緊急時対策所に使用する通信連絡

設備に係る事項 
－ － f 
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№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

SA㉒ 
MOX 燃料加工施設との共用に必

要な内容 

MOX 燃料加工施設との共用に係る

事項 

－ 

（16 条５項） 
－ f 

SA㉓ 
有毒ガスの対処に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 30条）の要求事

項を受けている内容 
30条２項 － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB□1  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
i 

DB□2  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

基本設計方針に記載しない。 
－ 

DB□3  設計方針の詳細 

設計方針について基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ-

1-5-2-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書」にて記

載する。 

b 

SA□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 i 

SA□2  設計方針の詳細 

設計方針について基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ-

1-5-2-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書」にて記

載する。 

b 

SA□3  設計方針の詳細 

設計方針について基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ-

1-5-1-2 緊急時対策所の機能に関する説明書」にて記載

する。 

a 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

DB◇2  
他条文で展開する事項（第 36

条） 

第 36条「重大事故等対処設備」の呼び込みであるた

め，記載しない。 
f 

DB◇3  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

基本設計方針に記載しない。 
－ 

DB◇4  
他条文で展開する事項（第 31

条） 

第 31条「通信連絡設備」の呼び込みであるため，記載

しない。 
－ 

DB◇5  設備仕様 仕様表にて記載する。 i 

DB◇6  設計方針の詳細 
設計方針について基本設計方針に記載し，「Ⅵ-1-5-2-2 

緊急時対策所の居住性に関する説明書」にて記載する。 
b 

SA◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

SA◇2  運用に係る手順の記載 運用に係る手順のため，記載しない。 － 

SA◇3  
保安規定（除雪及び除灰）に

関する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36条「重

大事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 

SA◇4  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

基本設計方針に記載しない。 
－ 

85



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

4 

 

別紙１② 

№ 項目 考え方 添付書類 

SA◇5  設計方針の詳細 

設計方針について基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ-

1-5-2-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書」にて記

載する。 

b 

SA◇6  設備仕様 仕様表に記載するため，記載しない。 i 

SA◇7  設計方針の詳細 

設計方針について基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ-

1-5-1-2 緊急時対策所の機能に関する説明書」にて記載

する。 

a 

SA◇8  系統図の呼び込み 系統図の呼び込み場所の記載である。 h 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-5-1-2 緊急時対策所の機能に関する説明書 

b Ⅵ-1-5-2-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

c Ⅳ-2-1 耐震重要施設等の耐震性に関する計算書 

d Ⅵ-1-1-1 自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

e Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

f 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

g Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書 

h 

Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

i 仕様表（設計条件及び仕様） 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（1/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

(ａ)臨界事故への対処 

(ト) 必要な要員及び資源 

 

 

１） 要員 

臨界事故の拡大防止対策として実施する可

溶性中性子吸収材の自動供給，臨界事故によ

り発生する放射線分解水素の掃気及び廃ガス

貯留設備による放射性物質の貯留に必要な要

員は 10 人（実施責任者を含む。）である。さ

らに，臨界事故発生時に実施する大気中への

放出状況の監視等及び電源の確保に必要な要

員は，前処理建屋における臨界事故において

は 11 人（実施責任者を除く。），精製建屋に

おける臨界事故においては 14 人（実施責任者

を除く。）である。□1  

上記より，臨界事故の拡大防止対策に要す

る実施組織要員は，前処理建屋における臨界

事故においては 21 人，精製建屋における臨界

事故においては 24 人である。これに対し実施

組織要員は，前処理建屋における臨界事故に

おいては 28 人，精製建屋における臨界事故に

おいては 41 人であるため，実施組織要員の要

員数は，必要な要員数を上回っており，臨界

事故への対応が可能である。□1  

２） 資源 

 

 

 

 

 

 

臨界事故への対処には，水源を要せず，ま

た，軽油等の燃料を消費する電気設備を用い

ない。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及

び資源 

臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及び資

源を以下に示す。◇1  

(１) 必要な要員の評価 

臨界事故の拡大防止対策として実施する可溶

性中性子吸収材の自動供給，臨界事故により発

生する放射線分解水素の掃気及び廃ガス貯留設

備による放射性物質の貯留に必要な要員は 10 人

（実施責任者を含む。）である。さらに，臨界

事故発生時に実施する大気中への放出状況の監

視等及び電源の確保に必要な要員は，前処理建

屋における臨界事故においては 11 人（実施責任

者を除く。），精製建屋における臨界事故にお

いては 14人（実施責任者を除く。）である。◇1  

 

上記より，臨界事故の拡大防止対策に要する

実施組織要員は，前処理建屋における臨界事故

においては 21 人，精製建屋における臨界事故に

おいては 24 人である。これに対し実施組織要員

は，前処理建屋における臨界事故においては 28

人，精製建屋における臨界事故においては 41 人

であるため，実施組織要員の要員数は，必要な

要員数を上回っており，臨界事故への対応が可

能である。◇1  

 

(２) 必要な資源の評価 

「7.1.1.2.1 (５) 機能喪失の条件」に記載

したとおり，臨界事故は，内的事象の「動的機

器の多重故障」の組み合わせを要因として発生

することから，電源等については平常運転時と

同様に使用可能である。◇1  

臨界事故への対処には，水源を要せず，ま

た，軽油等の燃料を消費する電気設備を用いな

い。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 ，◇1 ：臨界 00-

01 別紙 1①別添

（第三十八条臨界

事故の拡大を防止

するための設備）

において示すた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

灰色ハッチング：設工認申請書（本文）に関連しない事項 

：別紙１①で設工認申請書（本文）との比較を示した記載 

   ：事業変更許可申請書本文八号，添付書類八を踏まえた 

設工認申請書（本文）に関する補足事項 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（2/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

ⅰ) 可溶性中性子吸収材 

 臨界事故への対処で使用する可溶性中性子

吸収材は，臨界事故が発生した機器を未臨界

に移行し，及び未臨界を維持するために必要

な量を内包することとし，具体的には，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給供給槽（溶解

槽における臨界事故の場合は，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給槽）において，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要な量及び配管への滞留量を考慮した量を内

包することから，臨界事故が発生した場合に

確実に未臨界に移行することが可能である。
□1  

ⅱ) 圧縮空気 

 放射線分解水素の掃気に使用する一般圧縮

空気系は，有効性評価の機器の条件とした圧

縮空気流量である，平常運転時に供給される

圧縮空気流量に加え，臨界事故の対処におい

て供給する圧縮空気流量６ｍ３／ｈ[normal]

を十分上回る供給能力を有しているため，水

素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持で

きる。上記以外の圧縮空気については，平常

運転時においても継続的に重大事故等対処設

備に供給されているものであり，臨界事故へ

の対処においても平常運転時と同様に使用可

能である。□1  

ⅲ) 電源 

 電気設備が廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動及び運転に必要な電気容量を有すること

から，廃ガス貯留設備の空気圧縮機への給電

は可能である。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．可溶性中性子吸収材 

臨界事故への対処で使用する可溶性中性子吸

収材は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行し，及び未臨界を維持するために必要な量を

内包することとし，具体的には，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系の可溶性中性子吸収材

供給槽（溶解槽における臨界事故の場合は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性

中性子吸収材緊急供給槽）において，臨界事故

の発生を仮定する機器を未臨界に移行するため

に必要な量及び配管への滞留量を考慮した量を

内包することから，臨界事故が発生した場合に

確実に未臨界に移行することが可能である。◇1  

ｂ．圧縮空気 

 放射線分解水素の掃気に使用する一般圧縮空

気系は，有効性評価の機器の条件とした圧縮空

気流量である，平常運転時に供給される圧縮空

気流量に加え，臨界事故の対処において供給す

る圧縮空気流量６ｍ３／ｈ[normal]を十分上回

る供給能力を有しているため，水素濃度をドラ

イ換算４ｖｏｌ％未満に低減できる。上記以外

の圧縮空気については，平常運転時においても

継続的に重大事故等対処設備に供給されている

ものであり，臨界事故への対処においても平常

運転時と同様に使用可能である。◇1  

 

ｃ．電  源 

 臨界事故への対処に必要な負荷は，前処理建

屋において，460Ｖ非常用母線の最小余裕約160

ｋＶＡに対し【◇2 】最大でも廃ガス貯留設備の

空気圧縮機の約40ｋＶＡである。【◇1 】また，

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動時を考慮し

ても約80ｋＶＡであり【◇1 】最小余裕に対して

余裕があることから，必要な電源容量を確保で

きる。【◇2 】精製建屋においては，460Ｖ非常

用母線の最小余裕約110ｋＶＡに対し【◇2 】最大

でも廃ガス貯留設備の空気圧縮機の約40ｋＶＡ

である。【◇1 】また，廃ガス貯留設備の空気圧

縮機の起動時を考慮しても約80ｋＶＡであり

【◇1 】最小余裕に対して余裕があることから，

必要な電源容量を確保できる。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 ，◇1 ：臨界 00-

01 別紙 1①別添

（第三十八条臨界

事故の拡大を防止

するための設備）

において示すた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2 ,◇2 ：電源 00-01

別紙 1①別添（第

四十六条電源設

備）において示す

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88



 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（3/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

ⅳ) 冷却水 

 冷却水については，平常運転時においても

継続的に常設重大事故等対処設備に供給され

ているものであり，臨界事故への対処におい

ても平常運転時と同様に使用可能である。□1  

 

 

 

(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

(ト) 必要な要員及び資源 

外的事象の「地震」及び「火山の影響」を

要因として冷却機能が喪失した場合には，

「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定」に示すとおり，「放射

線分解により発生する水素による爆発」及び

「使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷」に対

しても同時に対処することとなる。このた

め，重大事故等が同時発生した場合の重大事

故等対処に必要な要員及び燃料等の成立性に

ついては，それぞれの対処で必要な数量を重

ね合わせて評価する必要があり，「ハ．(３) 

(ⅱ) (ｈ) 必要な要員及び資源の評価」にお

いて評価している。□3  

１)  要員 

本重大事故における発生防止対策及び拡大

防止対策に必要な要員は，冷却機能の喪失を

受けて，各建屋で並行して対応することとな

っており，外的事象の「地震」を要因とした

場合，５建屋の合計で141人である。なお，外

的事象の「火山の影響」を要因とした場合に

は，降灰予報を受けて建屋外での可搬型建屋

外ホースの敷設等の準備作業に入ることか

ら，建屋外の作業に要する要員数が外的事象

の「地震」を要因とした場合を上回ることは

なく，外的事象の「火山の影響」を要因とし

た場合，全建屋の合計で140人で対応できる。

□3  

また，内的事象を要因とした場合は，作業

環境が外的事象の「地震」を要因とした場合

に想定される環境条件より悪化することが想

定されず，対処内容にも違いがないことか

ら，必要な要員は外的事象の「地震」を要因

とした場合の必要な人数以下である。□3  

 

 

ｄ．冷却水 

 冷却水については，平常運転時においても継

続的に重大事故等対処設備に供給されているも

のであり，臨界事故への対処においても平常運

転時と同様に使用可能である。◇1  

 

 

 

7.2.3 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対

策に必要な要員及び資源 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な要員及び資源を以下に示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 必要な要員の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に

おいて，外的事象の「地震」を要因とした場合

の蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な要員は141人である。外的事象の「地震」

とは異なる環境条件をもたらす可能性のある外

的事象の「火山の影響」を要因とした場合の蒸

発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要

な要員は140人である。◇3  

 

 

 

 

 

また，内的事象の「長時間の全交流動力電源

の喪失」及び「動的機器の多重故障」を要因と

した場合は，外的事象の「地震」を要因とした

場合に想定される環境条件より悪化することが

想定されず，重大事故等対策の内容にも違いが

ないことから，必要な要員は合計141人以内であ

る。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 ，◇1 ：臨界 00-

01 別紙 1①別添

（第三十八条臨界

事故の拡大を防止

するための設備）

において示すた

め。 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 
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 別紙１① 別添 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

事業所内に常駐している実施組織要員は164

人であり，必要な作業対応が可能である。□3  

 

 

 

２)  資源 

 

 

 

ⅰ)  水源 

 

冷却コイル等への通水を開始し，高レベル

廃液等が未沸騰状態に移行するまでに貯槽等

への注水によって消費される水量は，合計で

約 26ｍ３である。また，内部ループへの通

水，凝縮器への通水及び冷却コイル等への通

水の実施において，代替安全冷却水系と第１

貯水槽間を循環させるために必要な水量は，

約 3,000ｍ３である。□3  

 

水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及び貯

水槽Ｂにそれぞれ約 10,000ｍ３の水を保有し

ており，蒸発乾固への対処については，この

うち一区画を使用し，他方の区画は使用済燃

料貯蔵槽の燃料損傷への対処に使用する。

【□4 】これにより必要な水源は確保可能であ

る。また，内部ループへの通水，凝縮器への

通水及び冷却コイル等への通水は，水源であ

る第１貯水槽へ排水経路を構成して循環させ

ることから，基本的に水量に変化はなく，継

続が可能である。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，蒸発乾固の発生防止対策及び拡大

防止対策に必要な要員は，最大でも141人である

が，事業所内に常駐している実施組織要員は164

人であり，必要な作業が可能である。◇3  

 

 (２) 必要な資源の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な水源，燃料及び電源を以下に示す。◇3  

 

ａ．水源 

【7.2.3(２)ａ．(ｂ) 水の使用量の評価】 

貯槽等への注水によって消費される水量は，

冷却コイル等への通水を開始し，高レベル廃液

等が未沸騰状態に移行するまでの期間を考慮す

ると，外的事象の「地震」又は「火山の影響」

の想定によらず，合計約26ｍ３の水が必要であ

る。また，内部ループへの通水，凝縮器への通

水及び冷却コイル等への通水の実施において，

代替安全冷却水系と第１貯水槽間を循環させる

ために必要な水量は，約3,000ｍ３である。◇3  

水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及び貯水

槽Ｂにそれぞれ約10,000ｍ３の水を保有してお

り，蒸発乾固への対処については，このうち一

区画を使用し，他方の区画は使用済燃料貯蔵槽

の燃料損傷への対処に使用する。【◇4 】これに

より必要な水源は確保可能である。◇3  

貯槽等への注水によって消費される水量につ

いての詳細を以下に示す。 

前処理建屋           約0.0ｍ３ 

分離建屋            約1.4ｍ３ 

精製建屋            約2.1ｍ３ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋約0.2ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋   約23ｍ３ 

全建屋合計           約26ｍ３ 

◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

 

□4 ，◇4 ：水供給

00-01別紙 1①別添

（第四十五条重大

事故等への対処に

必要となる水の供

給設備）において

示すため。 
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い理由 

 

 

 

また，５建屋の高レベル廃液等の総崩壊熱

が第１貯水槽の一区画に負荷された場合の１

日あたりの第１貯水槽の一区画の温度上昇

は，安全側に断熱で評価した場合においても

３℃程度であり，第１貯水槽を最終ヒートシ

ンクとして考慮することに問題はない。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 内部ループへの通水，冷却コイル等への

通水及び凝縮器への通水による水の温度影響評

価 

第１貯水槽の一区画及び通水経路からの放熱

を考慮せず断熱を仮定した場合であっても，内

部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水で使用する第１貯水槽の一区画

の水温の上昇は１日あたり約3.1℃であり，実際

の放熱を考慮すれば冷却を維持することは可能

である。◇3  

水の温度影響評価の詳細を以下に示す。◇3  

内部ループへの通水，冷却コイル等への通水

及び凝縮器への通水に使用した排水は，第１貯

水槽の一区画へ戻し再利用する。◇3  

この場合，第１貯水槽の水量は，貯槽等への

注水並びに第１貯水槽及び可搬型排水受槽の開

口部からの自然蒸発によって減少するが，第１

貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部は小さく，

自然蒸発の影響は小さいことから，貯槽等への

注水による減少分を考慮した第１貯水槽の一区

画の温度上昇を算出するとともに，冷却への影

響を分析した。◇3  

第１貯水槽の水の温度への影響の評価の条件

は，外的事象の「地震」又は「火山の影響」の

想定によらず同じである。◇3  

第１貯水槽の水温の上昇は以下の仮定により

算出した。◇3  

冷却対象貯槽の総熱負荷 ：1,470ｋＷ 

第１貯水槽の水量 ：9,970ｍ３※１ 

第１貯水槽の初期水温：29℃ 

第１貯水槽の水の密度：996ｋｇ／ｍ３※２ 

第１貯水槽の水の比熱： 4,179Ｊ／ｋｇ／Ｋ
※２◇3  

※１ 貯槽等に内包する溶液が沸騰することに

よって消費する蒸発量約26ｍ３を切り上げて30

ｍ３とし，第１貯水槽の一区画分の容積約

10,000ｍ３から減じて設定。◇3  

※２ 伝熱工学資料第４版 300Ｋの水の物性を

引用◇3  

貯槽等から回収した熱量はそのまま第１貯水

槽の水に与えられることから，第１貯水槽の１

日あたりの水温上昇⊿Ｔは次のとおり算出され

る。◇3  

⊿Ｔ [℃／日 ]  ＝  1,470,000[Ｊ／ｓ ]×

86,400[ｓ／日]／（9,970[ｍ３]×996[ｋｇ／ｍ

３]×4,179[Ｊ／ｋｇ／Ｋ]＝ 約3.1℃／日◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 
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ⅱ)  電源 

電動の可搬型排風機への給電は，可搬型排

風機の起動及び運転に必要な容量を有する可

搬型発電機を敷設するため，対応が可能であ

る。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，上記に示したとおり，自然蒸発による

第１貯水槽の水の減少は，第１貯水槽及び可搬

型排水受槽の開口部の構造上の特徴から，有意

な量の水が蒸発することは考え難いが，自然蒸

発による第１貯水槽の水の減少が第１貯水槽の

水の温度に与える影響を把握する観点から，現

実的には想定し得ない条件として，冷却対象貯

槽等の総熱負荷により第１貯水槽の水が蒸発す

る想定を置いた場合の第１貯水槽の水の温度上

昇を評価する。◇3  

本想定における第１貯水槽の水の蒸発量は約

310ｍ３となる。これを考慮し，第１貯水槽の水

量を9,690ｍ３と設定した場合，第１貯水槽の温

度上昇は約3.2℃／日であり，自然蒸発による第

１貯水槽の水の減少が第１貯水槽の水の温度に

与える影響は小さいと判断できる。◇3  

 

【7.2.3(２)ｃ．電源】 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処

理建屋における蒸発乾固の拡大防止対策に必要

な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであ

り，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時

を考慮しても約39ｋＶＡである。◇3  

前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が

可能である。◇2  

分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建

屋における蒸発乾固の拡大防止対策に必要な負

荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，

必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考

慮しても約39ｋＶＡである。◇3  

分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋ

ＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可

能である。◇2  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の電源負荷は，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固の拡大

防止対策に必要な負荷として，精製建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風

機の約11ｋＶＡである。精製建屋の可搬型排風

機の起動は，冷却機能の喪失から６時間40分

後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬

型排風機の起動は，冷却機能の喪失から15時間

後であり，可搬型排風機の起動タイミングの違

いを考慮すると，約45ｋＶＡの給電が必要であ

る。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 
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ⅲ)  燃料 

５建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の

発生防止対策及び拡大防止対策を７日間継続

して実施するために必要な軽油は合計で約 63

ｍ３である。□3  

 

 

これに対し，軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油

を確保していることから，外部支援を考慮し

なくとも７日間の対処の継続が可能である。
□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負

荷に対しての電源供給が可能である。◇2  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

電源負荷は，高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける蒸発乾固の拡大防止対策に必要な負荷とし

て，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，必要な

給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮して

も約39ｋＶＡである。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷に対

しての電源供給が可能である。◇2  

可搬型排気モニタリング用発電機の電源負荷

は，主排気筒を介した大気中への放射性物質の

放出状況の監視に必要な負荷として，約1.8ｋＶ

Ａであり，対象負荷の起動時を考慮しても約1.8

ｋＶＡである。◇5  

代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリ

ング用発電機の供給容量は，約３ｋＶＡであ

り，必要負荷に対しての電源供給が可能であ

る。◇5  

 

ｂ．燃料 

全ての建屋の蒸発乾固の発生防止対策及び拡

大防止対策を７日間継続して実施するのに必要

な軽油は, 外的事象の「地震」を想定した場

合，合計で約62ｍ３である。また，外的事象の

「火山の影響」を想定した場合，合計で約63ｍ
３である。◇3  

軽油貯槽にて合計約800ｍ３の軽油を確保して

いることから，外部支援を考慮しなくとも７日

間の対処の継続が可能である。◇2  

必要な燃料についての詳細を以下に示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01 別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 
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 (ａ) 内部ループへの通水，貯槽等への注水，

冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に使

用する可搬型中型移送ポンプ 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に

使用する可搬型中型移送ポンプによる各建屋の

水の給排水については，可搬型中型移送ポンプ

の起動から７日間の対応を考慮すると，外的事

象の「地震」又は「火山の影響」の想定によら

ず，運転継続に合計約40ｍ３の軽油が必要であ

る。◇3  

前処理建屋 約12ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 約14ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約14ｍ３ 

全建屋合計 約40ｍ３◇3  

(ｂ) 可搬型排風機の運転に使用する可搬型発

電機 

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する可搬型発

電機は，可搬型発電機の起動から７日間の対応

を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火山

の影響」の想定によらず，運転継続に合計約12

ｍ３の軽油が必要である。◇3  

前処理建屋 約2.9ｍ３ 

分離建屋 約3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 約3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約3.0ｍ３ 

全建屋合計 約12ｍ３◇3  

(ｃ) 可搬型排気モニタリング用発電機 

可搬型排気モニタリング用発電機による電源

供給は，可搬型排気モニタリング用発電機の起

動から７日間の運転を想定すると，外的事象の

「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，

運転継続に合計約0.22ｍ３の軽油が必要であ

る。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 
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(ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆

発への対処 

(ト) 必要な要員及び資源 

外的事象の「地震」及び「火山の影響」を

要因として水素掃気機能の喪失が発生した場

合には，「ハ．（３) (ⅰ) (ａ) 重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に示すとお

り，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷」に対

しても同時に対処することとなる。このた

め，重大事故等対処に必要な要員及び燃料等

の成立性については，それぞれの対処で必要

な数量を重ね合わせて評価する必要があり，

「ハ．（３) (ⅱ) (ｈ) 必要な要員及び資源

の評価」において評価している。□6  

(ｄ) 可搬型空気圧縮機 

可搬型貯槽液位計への圧縮空気の供給に使用

する可搬型空気圧縮機は，可搬型空気圧縮機の

起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象

の「地震」又は「火山の影響」の想定によら

ず，運転継続に合計約5.9ｍ３の軽油が必要であ

る。◇6  

前処理建屋 約1.4ｍ３ 

分離建屋 約1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 約1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約1.6ｍ３ 

全建屋合計 約5.9ｍ３ 

◇6  

(ｅ) 蒸発乾固対応時の運搬等に必要な車両 

燃料の運搬，可搬型重大事故等対処設備の運

搬及び敷設並びにアクセスルートの整備等に使

用する軽油用タンクローリ【◇2 】，可搬型中型

移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車

【◇3 】並びにホイールローダ【◇14 】は，外的事

象の「地震」を想定した場合，車両の使用開始

から７日間の対応を考慮すると，運転継続に合

計約4.7ｍ３の軽油が必要となる。また，外的事

象の「火山の影響」を想定した場合，車両の使

用開始から７日間の対応を考慮すると，運転継

続に合計約4.8ｍ３の軽油が必要である。◇3  

 

 

 

 

7.3.3 水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対

策に必要な要員及び資源 

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な要員及び資源を以下に示す。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

 

 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 

 

□6 ，◇6 ：水素爆発

00-01別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 
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１） 要員 

本重大事故における発生防止対策及び拡大

防止対策に必要な要員は，水素掃気機能の喪

失を受けて，各建屋で並行して対応すること

となっており，外的事象の「地震」を要因と

した場合，全建屋の合計で143人である。外的

事象の「火山の影響」を要因とした場合，降

灰予報を受けて建屋外でのホース敷設等の準

備作業に入ることから，建屋外の作業に要す

る要員数が外的事象の「地震」の場合を上回

ることはなく，外的事象の「地震」と同じ人

数で対応できる。□6  

 

また，内的事象を要因とした場合は，作業

環境が外的事象の「地震」で想定される環境

条件より悪化することが想定されず，対処内

容にも違いがないことから，必要な要員は外

的事象の「地震」の場合の必要な人数以下で

ある。□6  

 
事業所内に常駐している実施組織要員は164

人であり，必要な作業対応が可能である。□6  

 

 

 
２） 資源 

 

 

ⅰ） 電源 

電動の可搬型排風機への給電は，可搬型排

風機の起動及び運転に必要な容量を有する可

搬型発電機を敷設するため，対応が可能であ

る。□6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 必要な要員の評価 

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な要員は，水素掃気機能の喪失を受けて，

各建屋で並行して対応することとなっており，

外的事象の「地震」を要因とした場合の水素爆

発の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要

員は143人である。外的事象の「火山の影響」を

要因とした場合，降灰予報（「やや多量」以

上）を受けて建屋外でのホース敷設等の準備作

業に入ることから，建屋外の作業に要する要員

数が外的事象の「地震」の場合を上回ることは

なく，外的事象の「地震」と同じ人数で対応で

きる。◇6  

また，内的事象の「長時間の全交流動力電源

の喪失」及び「動的機器の多重故障」を要因と

した場合は，外的事象の「地震」を要員とした

場合に想定される環境条件より悪化することが

想定されず，重大事故等対策の内容にも違いが

ないことから，必要な要員は合計143人以内であ

る。◇6  

以上より，水素爆発の発生防止対策及び拡大

防止対策に必要な要員は最大でも143人である

が，事業所内に常駐している実施組織要員は164

人であり，必要な作業が可能である。◇6  

 

 (２) 必要な資源の評価 

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に

必要な燃料及び電源を以下に示す。◇6  

ｂ．電源 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処

理建屋における水素爆発の拡大防止対策に必要

な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであ

り，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時

を考慮しても約39ｋＶＡである。◇6  

前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が

可能である。◇2  

分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建

屋における水素爆発の拡大防止対策に必要な負

荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，

必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考

慮しても約39ｋＶＡである。◇6  

分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約 80ｋ

ＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可

能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□6 ，◇6 ：水素爆発

00-01別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（11/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ⅱ） 燃料 

全ての建屋の水素爆発の発生防止対策及び

拡大防止対策を７日間継続して実施するのに

必要な軽油は合計で約22ｍ３である。□6  

 

 

 

これに対し，軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油

を確保していることから，外部支援を考慮し

なくとも７日間の対処の継続が可能である。

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の電源負荷は，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋における水素爆発の拡大

防止対策に必要な負荷として，精製建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風

機の約 11ｋＶＡである。精製建屋の可搬型排風

機の起動は，水素掃気機能の喪失から６時間 40

分後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型排風機の起動は，水素掃気機能の喪失から

15 時間後であり，可搬型排風機の起動タイミン

グの違いを考慮すると，約 45ｋＶＡの給電が必

要である。◇6  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の供給容量は，約 80ｋＶＡであり，必要負

荷に対しての電源供給が可能である。◇2  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

電源負荷は，高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける水素爆発の拡大防止対策に必要な負荷とし

て，可搬型排風機の約 5.2ｋＶＡであり，必要

な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮し

ても約 39ｋＶＡである。◇6  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

供給容量は，約 80ｋＶＡであり，必要負荷に対

しての電源供給が可能である。◇2  

 

ａ．燃料 

全ての建屋の水素爆発の発生防止対策及び拡

大防止対策を７日間継続して実施するのに必要

な軽油は, 外的事象の「地震」を想定した場

合，合計で約22ｍ３である。また，外的事象の

「火山の影響」を想定した場合，合計で約22ｍ
３である。◇6  

軽油貯槽にて約800ｍ３の軽油を確保している

ことから，外部支援を考慮しなくとも７日間の

対処の継続が可能である。◇2  

必要な燃料についての詳細を以下に示す。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□6 ，◇6 ：水素爆発

00-01別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01 別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（12/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 可搬型空気圧縮機 

可搬型空気圧縮機は，水素爆発の発生防止対

策の水素爆発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備の代替安全圧縮空気系への圧

縮空気の供給及び拡大防止対策の水素爆発の再

発を防止するための空気の供給に使用する設備

の代替安全圧縮空気系並びに計装設備への圧縮

空気の供給に使用する可搬型空気圧縮機は，可

搬型空気圧縮機の起動から７日間の対応を考慮

すると，外的事象の「地震」又は「火山の影

響」の想定によらず，運転継続に合計約5.9ｍ３

の軽油が必要である。◇6  

前処理建屋 約1.4ｍ３ 

分離建屋 約1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 約1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約1.6ｍ３ 

全建屋合計 約5.9ｍ３◇6  

(ｂ) 可搬型排風機の運転に使用する可搬型発

電機 

水素爆発の拡大防止対策に使用する可搬型発

電機は，可搬型発電機の起動から７日間の対応

を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火山

の影響」の想定によらず，運転継続に合計約 12

ｍ３の軽油が必要である。◇6  

前処理建屋 約 2.8ｍ３ 

分離建屋 約 3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 約 3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約 3.0ｍ３ 

全建屋合計 約12ｍ３◇6  

(ｃ) 水素爆発対応時の運搬等に必要な車両 

燃料の運搬，可搬型重大事故等対処設備の運

搬及び設置並びにアクセスルートの整備等に使

用する軽油用タンクローリ【◇2 】及び運搬車

【◇3 】並びにホイールローダ【◇14 】は，外的事

象の「地震」を想定した場合，車両の使用開始

から７日間の対応を考慮すると，運転継続に合

計約3.9ｍ３の軽油が必要となる。また，外的事

象の「火山の影響」を想定した場合，車両の使

用開始から７日間の対応を考慮すると，運転継

続に合計約3.9ｍ３の軽油が必要となる。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（13/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

(ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応）への対処 

(ト) 必要な要員及び資源 

 

１） 要員 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する

拡大防止対策として実施するプルトニウム濃

縮缶への供給液の供給停止，プルトニウム濃

縮缶の加熱の停止及び廃ガス貯留設備による

放射性物質の貯留に必要な要員は８人（実施

責任者を含む）である。さらに，重大事故等

の発生時に実施する大気中への放出状況監視

等及び電源の確保に必要な要員は14人（実施

責任者を除く）である。□7  

 上記より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の拡大防止対策に要する実施組織要員数は

22人である。これに対し実施組織要員は41人

であるため，実施組織要員の要員数は，必要

な要員数を上回っており，必要な作業が可能

である。□7  

２） 資源 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処

には，水源を要せず，また，軽油等の燃料を

消費する電気設備を用いない。□7  

 

 

 

 

 

ⅰ） 電源 

 電気設備が廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動及び運転に必要な電気容量を有すること

から，廃ガス貯留設備の空気圧縮機への給電

は可能である。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大

防止対策に必要な要員及び資源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止

対策に必要な要員及び資源を以下に示す。◇7  

(１) 必要な要員の評価 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する拡

大防止対策として実施するプルトニウム濃縮缶

への供給液の供給停止，プルトニウム濃縮缶の

加熱の停止及び廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留に必要な要員は８人（実施責任者を含

む）である。さらに，重大事故等の発生時に実

施する大気中への放出状況監視等及び電源の確

保に必要な要員は14人（実施責任者を除く）で

ある。◇7  

上記より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の拡大防止対策に要する実施組織要員数は22人

である。これに対し実施組織要員は41人である

ため，実施組織要員の要員数は，必要な要員数

を上回っており，必要な作業が可能である。◇7  

 

(２) 必要な資源の評価 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，動的機

器の多重故障及び誤作動並びに運転員等の多重

誤操作を発生の起因とした内的事象により発生

することから，電源，圧縮空気及び冷却水につ

いては平常運転時と同様に使用可能である。Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処には，

水源を要せず，また，軽油等の燃料を消費する

電気設備を用いない。◇7  

ａ．電源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に

必要な負荷は，460ｋＶＡ非常用母線の最小余裕

約110ｋＶＡに対し【◇2 】最大でも廃ガス貯留設

備の空気圧縮機の約40ｋＶＡである。【◇7 】ま

た，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動時を考

慮しても約80ｋＶＡであり【◇7 】最小余裕に対

して余裕があることから，必要電源容量を確保

できる。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□7 ，◇7 ：有機溶媒

00-01別紙 1①別添

（第四十一条有機

溶媒等による火災

又は爆発に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01 別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（14/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

ⅱ） 圧縮空気 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処

として水素掃気，圧力及び液位の測定に圧縮

空気が必要になる。これらの圧縮空気は，平

常運転時においても継続的に常設重大事故等

対処設備に供給されているものであり，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応への対処におい

ても平常運転時と同様に使用可能である。□7  

ⅲ） 冷却水 

冷却水については，平常運転時においても

継続的に常設重大事故等対処設備に供給され

ているものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応への対処においても平常運転時と同

様に使用可能である。□7  

 

(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

に係る対処 

(ト) 必要な要員及び資源 

 

外的事象の「地震」及び「火山の影響」を

要因として想定事故１及び想定事故２の燃料

損傷防止対策を実施する場合には，「ハ．

(３)(ⅰ)(ａ) 重大事故の発生を仮定する際

の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する

機器の特定」に示すとおり，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」及び「放射線分解により

発生する水素による爆発」に対しても同時に

対処することとなる。このため，重大事故等

対処に必要な要員及び燃料等の成立性につい

ては，それぞれの対処で必要な数量を重ね合

わ せ て 評 価 す る 必 要 が あ り ， 「 ハ ．

(３)(ⅱ)(ｈ) 必要な要員及び資源の評価」

において評価している。□8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．圧縮空気 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処と

して水素掃気，圧力及び液位の監視に圧縮空気

が必要になる。これらの圧縮空気は，平常運転

時においても継続的に常設重大事故等対処設備

に供給されているものであり，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応への対処においても平常運転

時と同様に使用可能である。◇7  

ｃ．冷却水 

冷却水については，平常運転時においても継

続的に常設重大事故等対処設備に供給されてい

るものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応への対処においても平常運転時と同様に使用

可能である。◇7  

 

7.5.3 想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防

止対策に必要な要員及び資源 

7.5.3.1 想定事故１の燃料損傷防止対策に必要

な要員及び資源 

想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員

及び資源を以下に示す。また，要員及び資源の

有効性評価については，他の同時に又は連鎖し

て発生する事象の影響を考慮する必要があるた

め，「7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生

した場合の対処」において示す。◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.2 想定事故２の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員

及び資源を以下に示す。また，要員及び資源の

有効性評価については，他の同時に又は連鎖し

て発生する事象の影響を考慮する必要があるた

め，「7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生

した場合の対処」において示す。◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□7 ，◇7 ：有機溶媒

00-01別紙 1①別添

（第四十一条有機

溶媒等による火災

又は爆発に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別添

（第四十二条使用

済燃料貯蔵槽の冷

却等のための設

備）において示す

ため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（15/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

１） 要員 

想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要

員は，燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失

を受けて対応することとなっており，外的事

象の「火山の影響」を要因とした場合，合計

で 71 人である。内的事象を要因とした場合

は，作業環境が外的事象の「火山の影響」を

要因とした場合に想定する環境条件より悪化

することが想定されず，対処内容にも違いが

ないことから，必要な要員は外的事象の「火

山の影響」を要因とした場合に必要な人数以

下である。□8  

 

 

 

 

 
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要

員は，燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失

を受けて対応することとなっており，外的事

象の「地震」を要因とした場合，合計で 73 人

である。内的事象を要因とした場合は，作業

環境が外的事象の「地震」を要因とした場合

に想定する環境条件より悪化することが想定

されず，対処内容にも違いがないことから，

必要な要員は外的事象の「地震」を要因とし

た場合に必要な人数以下である。事業所内に

常駐している実施組織要員は 164 人であり，

必要な作業対応が可能である。□8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.1 想定事故１の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

 (１) 必要な要員の評価 

想定事故１の燃料損傷防止対策において，外

的事象の「火山の影響」を要因とした場合の想

定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員は71

人である。また，内的事象を要因とした場合

は，作業環境が外的事象の「火山の影響」を要

因とした場合に想定する環境条件より悪化がす

ることが想定されず，対処内容にも違いがない

ことから，必要な要員は外的事象の「火山の影

響」を要因とした場合に必要な人数以下であ

る。以上より，想定事故１の燃料損傷防止対策

に必要な要員は最大でも71人であるが，事業所

内に常駐している実施組織要員は164人であり，

必要な作業対応が可能である。◇8  

 

【7.5.3.2 想定事故２の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

想定事故２の燃料損傷防止対策において，外

的事象の「地震」を要因とした場合の想定事故

２の燃料損傷防止対策に必要な要員は73人であ

る。また，内的事象を要因とした場合は，作業

環境が外的事象の「地震」を要因とした場合に

想定する環境条件より悪化することが想定され

ず，対処内容にも違いがないことから，必要な

要員は外的事象の「地震」を要因とした場合に

必要な要員以下である。以上より，想定事故２

の燃料損傷防止対策に必要な要員は最大でも73

人であるが，事業所内に常駐している実施組織

要員は164人であり，必要な作業対応が可能であ

る。◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別添

（第四十二条使用

済燃料貯蔵槽の冷

却等のための設

備）において示す

ため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（16/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 
２） 資源 

 
 

ⅰ） 水源 

想定事故１の場合，燃料貯蔵プール等への

注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮す

ると，合計約 1,600ｍ３の水が必要となる。□8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

想定事故２の場合，燃料貯蔵プール等への

注水に必要な水量は，７日間の対応を考慮す

ると，合計約 2,300ｍ３の水が必要となる。

【□8 】水源として，第１貯水槽の貯水槽Ａ及

び貯水槽Ｂにそれぞれ約 10,000ｍ３の水を保

有しており，燃料貯蔵プール等への注水につ

いては，このうち一区画を使用するため，こ

れにより必要な水源は確保可能である。他区

画については，蒸発乾固への対処に使用す

る。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.1 想定事故１の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

(２) 必要な資源の評価 

想定事故１の対処に必要な水源，燃料及び電

源を以下に示す。◇8  

ａ．水  源 

燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，

７日間の対応を考慮すると，合計約1,600ｍ３の

水が必要となる。【◇8 】水源として，第１貯水

槽の貯水槽Ａ及び貯水槽Ｂにそれぞれ約10,000

ｍ３の水を保有しており，燃料貯蔵プール等へ

の注水については，このうち一区画を使用する

ため，これにより必要な水源は確保可能であ

る。他区画については，蒸発乾固への対処に使

用する。◇4  

 

【7.5.3.2 想定事故２の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

(２) 必要な資源の評価 

想定事故２の対処に必要な水源，燃料及び電源

を以下に示す。◇8  

ａ．水  源 

燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，７

日間の対応を考慮すると，合計約2,300ｍ３の水

が必要となる。【◇8 】水源として，第１貯水槽

の貯水槽Ａ及び貯水槽Ｂにそれぞれ約10,000ｍ
３の水を保有しており，燃料貯蔵プール等への

注水については，このうち一区画を使用するた

め，これにより必要な水源は確保可能である。

他区画については，蒸発乾固への対処に使用す

る。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別添

（第四十二条使用

済燃料貯蔵槽の冷

却等のための設

備）において示す

ため。 

 

□4 ，◇4 ：水供給

00-01別紙 1①別添

（第四十五条重大

事故等への対処に

必要となる水の供

給設備）において

示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（17/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

ⅱ） 電源 

監視設備及び空冷設備への給電は，専用の

可搬型発電機を敷設するため，対応が可能で

ある。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.1 想定事故１の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

ｃ．電  源 

想定事故１の燃料損傷防止対策において必要

な電源負荷として，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状

態監視カメラ，可搬型空冷ユニット及び可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の

合計は約99ｋＶＡであり，必要な給電容量は対

象負荷の起動時を考慮しても約150ｋＶＡであ

る。◇12  
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の供給容量は，約200ｋＶＡであり，必要

負荷に対しての電源供給が可能である。◇2  

 

【7.5.3.2 想定事故２の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

ｃ．電  源 

想定事故２の燃料損傷防止対策において必要

な電源負荷として，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状

態監視カメラ，可搬型空冷ユニット及び可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の

合計は約99ｋＶＡであり，必要な給電容量は対

象負荷の起動時を考慮しても約150ｋＶＡであ

る。◇12  
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の供給容量は，約200ｋＶＡであり，必要

負荷に対しての電源供給が可能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□12 ，◇12 ：計装 00-

01 別紙 1①別添

（第四十七条計装

設備）において示

すため。 

 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01 別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（18/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

ⅲ） 燃料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定事故１の燃料損傷防止対策を７日間継

続して実施するのに必要な軽油は，合計で約

22ｍ３である。□8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.1 想定事故１の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

ｂ．燃  料 

想定事故１の燃料損傷防止対策に使用する可

搬型中型移送ポンプ【◇8 】，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機【◇2 】，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機【◇12 】及び燃料損

傷防止対策時の運搬等に必要な車両【◇2 ◇3 ◇12

◇14 】は，７日間の対応を考慮すると，運転継続

に以下の軽油が必要である。◇8  

・可搬型中型移送ポンプ 約7.2ｍ３◇8  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機 約5.3ｍ３◇2  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

 約4.6ｍ３◇12  
・燃料損傷防止対策時の運搬等に必要な車両 

約4.5ｍ３◇2 ◇3 ◇12 ◇14  

合計 約22ｍ３◇8  

以上より，想定事故１の燃料損傷防止対策を

７日間継続して実施するのに必要な軽油は合計

で約22ｍ３である。◇8  

軽油貯槽にて約800ｍ３の軽油を確保している

ことから，外部支援を考慮しなくとも７日間の

対処の継続が可能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（19/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

想定事故２の燃料損傷防止対策を７日間継

続して実施するのに必要な軽油は，合計で約

22ｍ３である。□8  

軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油を確保してい

ることから，外部支援を考慮しなくとも７日

間の対処の継続が可能である。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7.5.3.2 想定事故２の燃料損傷防止対策に必

要な要員及び資源】 

ｂ．燃  料 

想定事故２の燃料損傷防止対策に使用する可

搬型中型移送ポンプ【◇8 】，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機【◇2 】，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機【◇12 】及び燃料損

傷防止対策時の運搬等に必要な車両【◇2 ◇3 ◇12

◇14 】は，７日間の対応を考慮すると，運転継続

に以下の軽油が必要である。◇8  

・可搬型中型移送ポンプ   約7.2ｍ３◇8  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機 約5.3ｍ３◇2  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

 約4.6ｍ３◇12  
・燃料損傷防止対策時の運搬等に必要な車両  

約4.5ｍ３◇2 ◇3 ◇12 ◇14  

合計 約22ｍ３◇8  
以上より，想定事故２の燃料損傷防止対策を７日間継

続して実施するのに必要な軽油は合計で約 22ｍ３であ

る。◇8  
軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油を確保していることか

ら，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可

能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別添

（第四十二条使用

済燃料貯蔵槽の冷

却等のための設

備）において示す

ため。 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01 別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（20/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 (ｈ) 必要な要員及び資源の評価 

(イ) 必要な要員及び資源の評価の条件 

 

 必要な要員及び資源の評価は，対処に必要

な要員及び資源が最も多くなる重大事故等の

同時発生に対して成立性を確認する。重大事

故等の同時発生の有効性評価は，外的事象の

地震を代表事例としているため，必要な要員

及び資源の評価についても外的事象の地震を

要因とした場合に同時発生を仮定する各重大

事故等対策及び対策に必要な付帯作業を含め

た重大事故等の同時発生への対処を対象に実

施する。□15  

なお，重大事故等の連鎖は，「(ｇ) 重大

事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対

処」に記載したとおり，発生が想定されな

い。□15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 必要な要員及び資源の評価 

7.8.1 必要な要員及び資源の評価の条件 

 

 必要な要員及び資源の評価は，対処に必要な

要員及び資源が最も多くなる重大事故等の同時

発生に対して成立性を確認する。重大事故等の

同時発生の有効性評価は，外的事象の地震を代

表事例としているため，必要な要員及び資源の

評価についても外的事象の地震を要因とした場

合に同時発生を仮定する各重大事故等対策及び

対策に必要な付帯作業を含めた重大事故等の同

時発生への対処を対象に実施する。◇15  
 

なお，重大事故等の連鎖は，「7.7 重大事故

が同時に又は連鎖して発生した場合の対処」に

記載したとおり，発生が想定されない。◇15  
 

(１) 要員の評価の条件 

 重大事故等への対処について，事業所内に常

駐している実施組織要員の164人にて，対応期間

の７日間の必要な作業対応が可能であることを

評価する。◇15  
また，要員の評価は，必要人数が最も多くな

る重大事故等の同時発生に対して成立性を確認

する。◇15  
 

(２) 資源の評価の条件 

ａ．全  般 

 重大事故等対策の有効性評価において，通常

系統からの給水及び給電が不可能となる事象に

ついての水源，燃料及び電源に関する評価を実

施する。◇15  
前提として，有効性評価の条件（各重大事故

等への対処特有の評価の条件）を考慮する。ま

た，資源の評価は，必要量が最も多くなる重大

事故等の同時発生に対して成立性を確認する。

◇15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□15 ，◇15 ：要員及び

資源の評価方針を

示したものである

ため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（21/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．水源  

(ａ) 冷却機能喪失による蒸発乾固の発生防止

対策及び拡大防止対策において，水源となる第

１貯水槽の一区画の保有水量（約10,000ｍ３）

が，枯渇しないことを評価する。◇3  

(ｂ) 冷却機能喪失による蒸発乾固の発生防止

対策及び拡大防止対策において，内部ループへ

の通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への

通水で使用した水を貯水槽へ戻し，再利用する

際の温度上昇を想定しても，冷却の維持が可能

なことを評価する。◇3  

(ｃ) 使用済燃料貯蔵プール等への注水におい

て，水源となる第１貯水槽の一区画の保有水量

（約10,000ｍ３）が，枯渇しないことを評価す

る。◇8  

(ｄ)  冷却機能喪失による蒸発乾固の発生防止

対策及び拡大防止対策で使用する第１貯水槽の

区画と使用済燃料貯蔵プール等への注水で使用

する第１貯水槽の区画は，異なる区画を使用す

る。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

◇4 ：水供給 00-01

別紙 1①別添（第

四十五条重大事故

等への対処に必要

となる水の供給設

備）において示す

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107



 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（22/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．燃料 

((ａ) 可搬型発電機（緊急時対策建屋電源設備

の緊急時対策建屋用発電機は除く）【◇5 ◇9 ◇2

◇12 】，可搬型空気圧縮機【◇6 】，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機【◇12 】，可搬型中型移送ポ

ンプ【◇3 ◇8 】，軽油用タンクローリ【◇2 】，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運

搬車【◇3 】，監視測定用運搬車【◇5 】，ホイー

ルローダ【◇14 】及びけん引車【◇12 】のうち，対

処に必要な設備を考慮し消費する燃料（軽油）

が備蓄している軽油量に対して，対応期間の７

日間の運転継続が可能であることを評価する。

◇15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇9 ：資源の評価方

針を説明したもの

であるため。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

◇12 ：計装 00-01別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（23/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機で消費する燃料（重油）が備蓄して

いる重油量に対して，対応期間の７日間の運転

継続が可能であることを評価する。◇9  

 

 

(ｃ) 可搬型発電機（緊急時対策建屋電源設備

の緊急時対策建屋用発電機は除く）【◇5 ◇9 ◇2

◇12 】，可搬型空気圧縮機【◇6 】，可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機【◇12 】，可搬型中型移送ポ

ンプ【◇3 ◇8 】，軽油用タンクローリ【◇2 】，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運

搬車【◇3 】，監視測定用運搬車【◇5 】，ホイー

ルローダ【◇14 】及びけん引車【◇12 】の使用を想

定する事故の条件については，可搬型発電機

【◇5 ◇9 ◇2 ◇12 】，可搬型空気圧縮機【◇6 】，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機【◇12 】，可搬型

中型移送ポンプ【◇3 ◇8 】，軽油用タンクローリ

【◇2 】，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース

展張車，運搬車【◇3 】，監視測定用運搬車

【◇5 】，ホイールローダ【◇14 】及びけん引車

【◇12 】の燃料消費量の評価を行う。◇15  
 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，軽

油貯槽（約800ｍ３）の容量を考慮する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 

◇15 ：要員及び資源

の評価方針を示し

たものであるた

め。 

 

◇9 ：資源の評価方

針を説明したもの

であるため。 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇9 ：資源の評価方

針を説明したもの

であるため。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（24/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｄ) 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機の使用を想定する事故の条件につい

ては，緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機の燃料消費量の評価を行う。◇9  

この場合，燃料（重油）の備蓄量として，重

油貯槽（約200ｍ３）の容量を考慮する。◇9  

(ｅ) 燃料の必要量は，燃料を使用する設備の

燃費（公称値）及び最大稼働時間に基づき算出

する。◇15  
 

ｄ．電源 

(ａ) 前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬

型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機及び制御建屋可搬型発電機により，

有効性評価で考慮する設備に電源供給を行い，

その最大負荷が各可搬型発電機の給電容量（約

80ｋＶＡ）未満となることを評価する。◇2  

(ｂ)  可搬型排気モニタリング用発電機，可搬

型環境モニタリング用発電機及び可搬型気象観

測用発電機により，有効性評価で考慮する設備

に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電

機の給電容量（約３ｋＶＡ）未満となることを

評価する。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 

 

◇9 ：資源の評価方

針を説明したもの

であるため。 

◇15 ：要員及び資源

の評価方針を示し

たものであるた

め。 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（25/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ロ) 重大事故等の同時発生時に必要な要員

の評価 

 外的事象の地震を要因とした場合の重大事

故等の同時発生では，同時に作業している要

員数の最大値は，130 人であり，重大事故等

の同時発生の対処に必要な要員は 161 人であ

る。□3 □6 □8  

 

 

 

事業所内に常駐している実施組織要員は

164 人であり，必要な作業対応が可能であ

る。□3 □6 □8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，有効性評価で考慮する設備に電源供給を行

い，その最大負荷が可搬型発電機の給電容量

（約５ｋＶＡ）未満となることを評価する。◇5  

(ｄ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機により，有効性評価で考慮する設備

に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電

機の給電容量（約200ｋＶＡ）未満となることを

評価する。◇2  

(ｅ) 緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

発電機により，有効性評価で考慮する設備に電

源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電機の

給電容量（約３ｋＶＡ）未満となることを評価

する。◇9  

(ｆ) 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機により，有効性評価で考慮する設備

に電源供給を行い，その最大負荷が可搬型発電

機の給電容量（約1,700ｋＶＡ）未満となること

を評価する。◇9  

(ｇ) 電源においては，それぞれ必要な負荷を

積み上げるとともに，その負荷の起動順序並び

に動的負荷の起動時を考慮し評価する。◇15  
 

7.8.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結

果 

重大事故等が同時発生した場合において，重

大事故等対策実施時の操作項目，必要な要員数

及び移動時間を含めた各操作の所要時間につい

て確認した。◇3 ◇6 ◇8  

重大事故等対策時に必要な要員数が最も多い

のは，外的事象の地震を要因とした場合であっ

て，重大事故等の同時発生の対処に必要な要員

は161人である。◇3 ◇6 ◇8  

事業所内に常駐している実施組織要員は164人

であり，必要な作業対応が可能であることを確

認した。◇3 ◇6 ◇8  

外的事象の地震を要因とした重大事故等が同

時発生した場合の必要な要員及び作業項目を第

7.8－１図～第7.8－10図に示す。また，外的事

象の火山の影響を要因とした重大事故等が同時

発生した場合の必要な要員及び作業項目を第7.8

－11図～第7.8－20図に示す。◇3 ◇6 ◇8  

また，各要因での必要な要員について以下に

示す。◇3 ◇6 ◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

 

◇9 ：資源の評価方

針を説明したもの

であるため。 

 

◇15 ：要員及び資源

の評価方針を示し

たものであるた

め。 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

□6 ，◇6 ：水素爆発

00-01別紙 1①別

添（第四十条放射

線分解により発生

する水素による爆

発に対処するため

の設備）において

示すため。 

□8 ，◇8 ：プール 00-

01別紙 1①別添（第四

十二条使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のため

の設備）において示

すため。 
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 (ハ) 重大事故等の同時発生時に必要な水

源の評価 

 外的事象の地震を要因とした場合の重大事

故等の同時発生時に水源を必要とする対策と

しては，冷却機能の喪失による蒸発乾固への

重大事故等対策及び使用済燃料貯蔵プール等

への注水（想定事故２）であり，【□3 □8 】そ

れぞれ第１貯水槽の異なる区画を水源として

使用する。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外的事象の地震を要因として重大事故等が同

時発生した場合の，重大事故等の同時発生の対

処に必要な要員は161人である。◇3 ◇6 ◇8  

外的事象の火山の影響を要因として重大事故

等が同時発生した場合の，重大事故等の同時発

生の対処に必要な要員は160人である。◇3 ◇6 ◇8  

内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪

失」を要因として重大事故等が同時発生した場

合は，外的事象の地震の場合を想定する環境条

件より悪化することを想定せず，対処内容にも

違いがないことから，必要な要員は合計161人以

内である。◇3 ◇6 ◇8  

 

7.8.3 重大事故等対策時に必要な水源，燃料及

び電源の評価結果 

 重大事故等が同時発生した場合において，７

日間の重大事故等対策の継続に必要な水源，燃

料及び電源を評価し，対応期間の７日間は，外

部からの支援がない場合においても，必要量以

上の水源，燃料及び電源が確保されていること

を確認した。◇3 ◇6 ◇8  

重大事故等の同時発生時の対処に必要な水

源，燃料及び電源についての評価の詳細を以下

に示す。◇3 ◇6 ◇8  

 

7.8.3.1 水源の評価結果 

 

 重大事故等の同時発生時に水源を使用する対

処は，冷却機能の喪失による蒸発乾固対策の内

部ループへの通水，冷却コイル等への通水，凝

縮器への通水及び貯槽等への注水並びに使用済

燃料貯蔵プール等への注水（想定事故２）であ

る。◇3 ◇8  

冷却機能の喪失による蒸発乾固対策の内部ル

ープへの通水，冷却コイル等への通水，凝縮器

への通水及び貯槽等への注水で使用する第１貯

水槽の区画と使用済燃料貯蔵プール等への注水

（想定事故２）で使用する第１貯水槽の区画は

異なるものを使用することを想定し評価する。

◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

◇6 ：水素爆発 00-

01別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

□8 ， ◇8 ： プ ー ル

00-01別紙 1①別添

（第四十二条使用

済燃料貯蔵槽の冷

却等のための設

備）において示す

ため。 

 

 

□4 ，◇4 ：水供給

00-01別紙 1①別

添（第四十五条重

大事故等への対処

に必要となる水の

供給設備）におい

て示すため。 
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冷却機能の喪失による蒸発乾固の重大事故

等対策に必要な水量は，冷却コイル等への通

水を開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に

移行するまでの期間を考慮すると，合計約 26

ｍ３の水が必要である。【□3 】また，代替安

全冷却水系と第１貯水槽間を循環させるため

に必要な水量は，約 3,000 ㎥である。水源と

して，第１貯水槽の一区画に約 10,000ｍ３の

水を保有しており，これにより，必要な水源

は確保可能である。□4  

使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事

故２）に必要な水量は，７日間の対応を考慮

すると，合計約 2,300ｍ３の水が必要である。

【□8 】水源として，第１貯水槽の一区画に約

10,000ｍ３の水を保有しており，これによ

り，必要な水源は確保可能である。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 水の使用量の評価 

 貯槽等への注水に必要な水量は，冷却コイル

等へ通水開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態

に移行するまでの期間を考慮すると，外的事象

の地震又は火山の影響の想定によらず，合計約

26ｍ３の水が必要である。【◇3 】水源として，

第１貯水槽の一区画に約10,000m３の水を保有し

ており，これにより，必要な水源は確保可能で

ある。◇4  

 
 

使用済燃料貯蔵プール等への注水（想定事故

２）に必要な水量は，対応期間である７日間の

対応を考慮すると，合計約2,300ｍ３の水が必要

である。【◇8 】水源として，第１貯水槽の一区

画に約10,000m３の水を保有しており，これによ

り必要な水源は確保可能である。◇4  

また，重大事故等の同時発生時の水源として

は，第１貯水槽のみでの対処が可能であるが，

万が一第１貯水槽で保有する水が不足した場

合，第２貯水槽からの第１貯水槽への供給も可

能である。◇4  

水の使用量の評価の詳細を以下に示す。◇3 ◇8  

(ａ) 貯槽等への注水 

貯槽等への注水よって消費する水量は，冷却

コイル等へ通水開始し，高レベル廃液等が未沸

騰状態に移行するまでの期間を考慮すると，外

的事象の地震又は火山の影響の想定によらず，

合計約26ｍ３の水が必要である。【◇3 】水源と

して，第１貯水槽の一区画に約10,000m３の水を

保有しており，これにより，必要な水源は確保

可能である。◇4  

貯槽等への注水によって消費する水量につい

ての詳細を以下に示す。 

前処理建屋   約０ｍ３ 

分離建屋    約1.4ｍ３ 

精製建屋    約2.1ｍ３ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 約0.2ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋  約23ｍ３ 

全建屋合計    約26ｍ３ 

また，代替安全冷却水系と第１貯水槽間を循

環させるために必要な水量は，約3,000㎥であ

る。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

□4 ，◇4 ：水供給

00-01別紙 1①別

添（第四十五条重

大事故等への対処

に必要となる水の

供給設備）におい

て示すため。 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別

添（第四十二条使

用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための設

備）において示す

ため。 
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また，冷却機能の喪失による蒸発乾固の重

大事故等対策で冷却に使用した水を貯水槽へ

戻し再利用するが，それに伴う水温の上昇は

１日あたり約 3.1℃であり，実際の放熱を考

慮すれば冷却を維持することは可能である。

□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 燃料貯蔵プール等への注水 

燃料貯蔵プール等への注水に必要な水量は，

７日間の対応を考慮すると，以下に示す量の水

が必要である。◇8  

外的事象の火山の影響を要因とした場合の想

定事故１ 

必要水量      約1,600ｍ３◇8  

 

外的事象の地震を要因とした場合の想定事故２ 

 必要水量    約2,300ｍ３◇8  

 

【7.8.3.1(１) 内部ループへの通水，冷却コイ

ル等への通水及び凝縮器への通水による水の温

度影響評価】 

第１貯水槽の一区画及び通水経路からの放熱

を考慮せず断熱を仮定した場合であっても，内

部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水で使用する第１貯水槽の一区画

の水温の上昇は１日当たり約3.1℃であり，実際

の放熱を考慮すれば冷却を維持することは可能

である。◇3  

水の温度影響評価の詳細を以下に示す。◇3  

内部ループへの通水，冷却コイル等への通水

及び凝縮器への通水に使用した排水は，第１貯

水槽の一区画へ戻し再利用する。この場合，第

１貯水槽の水量は，貯槽等への注水並びに第１

貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部からの自然

蒸発によって減少するが，第１貯水槽及び可搬

型排水受槽の開口部は小さく，自然蒸発の影響

は小さいことから，貯槽等への注水による減少

分を考慮した第１貯水槽の一区画の温度上昇を

算出するとともに，冷却への影響を分析した。

◇3  

第１貯水槽の水の温度への影響の評価の条件

は，外的事象の地震又は火山の影響の想定によ

らず同じである。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01 別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 
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第１貯水槽の一区画の水温の上昇は以下の仮

定により算出した。◇3  

    冷却対象貯槽の総熱負荷 ：

 1,470ｋＷ 

    第１貯水槽の水量  ： 

 9,970ｍ３ ※１ 

    第１貯水槽の初期水温 ：

 29℃ 

    第１貯水槽の水の密度 ：

 996ｋｇ／ｍ３ ※２ 

    第１貯水槽の水の比熱 ：

 4,179Ｊ／ｋｇ／Ｋ ※２ 

※１ 貯槽等に内包する溶液が沸騰することに

よって消費する蒸発量約26ｍ３を切り上げて30

ｍ３とし，第１貯水槽の一区画分の容積10,000

ｍ３から減じて設定。◇3  

※２ 伝熱工学資料第４版 300Ｋの水の物性を

引用◇3  

貯槽等から回収した熱量はそのまま第１貯水

槽の水に与えられることから，第１貯水槽の１

日当たりの水温上昇⊿Ｔを次のとおり算出す

る。◇3  

 

⊿Ｔ[℃／日] ＝ 1,470,000[Ｊ／ｓ]×

86,400[ｓ／日]／（9,970[ｍ３]×996[ｋｇ／ｍ
３]×4,179[Ｊ／ｋｇ／Ｋ]）＝ 約3.1℃／日◇3  

 なお，上記に示したとおり，自然蒸発による

第１貯水槽の水の減少は，第１貯水槽及び可搬

型排水受槽の開口部の構造上の特徴から，有意

な量の水が蒸発することは考え難いが，自然蒸

発による第１貯水槽の水の減少が第１貯水槽の

水の温度に与える影響を把握する観点から，現

実的には想定し得ない条件として，冷却対象貯

槽等の総熱負荷により第１貯水槽の水が蒸発す

る想定を置いた場合の第１貯水槽の水の温度上

昇を評価する。◇3  

本想定における第１貯水槽の水の蒸発量は約

310ｍ３となる。これを考慮し，第１貯水槽の水

量を9,690ｍ３と設定した場合，第１貯水槽の温

度上昇は約3.2℃／日であり，自然蒸発による第

１貯水槽の水の減少が第１貯水槽の水の温度に

与える影響は小さいと判断できる。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（30/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

(ニ) 重大事故等の同時発生時に必要な燃料

の評価 

 外的事象の地震を要因とした場合の重大

事故等の同時発生時に必要な燃料（軽油）

は，合計約 87ｍ３であり【□3 □6 □8 】，軽油貯

槽にて約 800ｍ３の軽油を確保していることか

ら，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処

の継続が可能である。【□2 】また，外的事象

の地震を要因とした場合の重大事故等の同時

発生時に必要な燃料（重油）は，合計約 69ｍ
３であり，重油貯槽にて約 200ｍ３の重油を確

保していることから，外部支援を考慮しなく

とも７日間の対処の継続が可能である。□11  

なお，必要な燃料（軽油）の量について

は，外的事象の火山の影響を要因とした場合

についても，合計約 87ｍ３であり【□3 □6

□8 】，軽油貯槽にて約 800ｍ３の軽油を確保し

ていることから，外的事象の火山の影響を要

因とした場合でも外部支援を考慮しなくとも

７日間の対処の継続が可能である。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3.2 燃料の評価結果 

 

 重大事故等の同時発生時に必要な燃料（軽

油）は，合計約87ｍ３であり【◇3 ◇6 ◇8 】，軽油

貯槽にて約800ｍ３の軽油を確保していることか

ら，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の

継続が可能である。【◇2 】重大事故等の同時発

生時に必要な燃料（重油）は，合計約69ｍ３で

あり，重油貯槽にて約200ｍ３の重油を確保して

いることから，外部支援を考慮しなくとも７日

間の対処の継続が可能である。◇11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3 ，◇3 ：蒸発乾固

00-01別紙１①別

添（第三十九条冷

却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処

するための設備）

において示すた

め。 

□6 ，◇6 ：水素爆発

00-01別紙 1①別

添（第四十条放射

線分解により発生

する水素による爆

発に対処するため

の設備）において

示すため。 

□8 ，◇8 ：プール

00-01別紙 1①別

添（第四十二条使

用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための設

備）において示す

ため。 

□2 ，◇2 ：電源 00-

01別紙 1①別添

（第四十六条電源

設備）において示

すため。 

□11 ，◇11 ：資源の評

価結果を説明した

ものであるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116



 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（31/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料の評価の詳細を以下に示す。 

(１) 内部ループへの通水，貯槽等への注水，

冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に使

用する可搬型中型移送ポンプ 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生防止対

策及び拡大防止対策に使用する可搬型中型移送

ポンプによる各建屋の水の給排水については，

可搬型中型移送ポンプの起動から７日間の対応

を考慮すると，外的事象の地震又は火山の影響

の想定によらず，運転継続に合計約40ｍ３の軽

油が必要である。◇3  

【第１貯水槽から建屋への水供給及び建屋から

第１貯水槽への排水】 

前処理建屋 約12ｍ３ 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋  約14ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋  約14ｍ３ 

全建屋合計  約40ｍ３◇3  

 

(２) 使用済燃料貯蔵プール等への注水に使用

する可搬型中型移送ポンプ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料貯蔵プー

ル等への注水に使用する可搬型中型移送ポンプ

による貯水槽から使用済燃料貯蔵プール等への

水の注水は，可搬型中型移送ポンプの起動から

７日目までの運転を想定すると，外的事象の地

震又は火山の影響の想定によらず，運転継続に

合計約7.2ｍ３の軽油が必要となる。◇8  

 

 (３) 各建屋の可搬型排風機の運転等に使用す

る可搬型発電機 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水素掃気

機能の喪失による水素爆発が発生した際に，大

気中への放射性物質の放出量を低減するために

使用する前処理建屋の可搬型排風機等は，前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋の可搬型排

風機等は，分離建屋可搬型発電機から，精製建

屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型排風機等は，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型排風機等は，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機からそれぞれ必要な

電源を供給する。◇3 ◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

117



 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（32/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型発電機による電源供給は，可搬型発電

機の起動から７日目までの運転を想定すると，

外的事象の地震又は火山の影響の想定によら

ず，運転継続に合計約12ｍ３の軽油が必要とな

る。◇3 ◇6  

前処理建屋   約2.9ｍ３ 

分離建屋   約3.0ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋  約3.0ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋   約3.0ｍ３ 

全建屋合計   約12ｍ３◇3 ◇6  

 

 

 

 

 

(４) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

 使用済燃料貯蔵プール等への注水時に使用す

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機による電源供給は，可搬型発電機の起動

から７日目までの運転を想定すると，外的事象

の地震又は火山の影響の想定によらず，運転継

続に合計約5.3ｍ３の軽油が必要となる。◇8  

 

 (５) 制御建屋可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機による電源供給は，可

搬型発電機の起動から７日目までの運転を想定

すると，外的事象の地震又は火山の影響の想定

によらず，運転継続に合計約3.0ｍ３の軽油が必

要となる。◇10  
 

 (６) 緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

発電機 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備の可搬型発電機による電源供

給は，重大事故等の発生直後から７日目までの

運転を想定すると，外的事象の地震又は火山の

影響の想定によらず，運転継続に合計約0.3ｍ３

の軽油が必要となる。◇11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

◇8 ：プール 00-01

別紙 1①別添（第

四十二条使用済燃

料貯蔵槽の冷却等

のための設備）に

おいて示すため。 

 

 

 

◇10 ：制御室（Ｓ

Ａ）00-01別紙 1①

別添（第四十八条

制御室等）におい

て示すため。 

 

 

 

◇11 ：資源の評価結

果を説明したもの

であるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（33/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機 

 緊急時対策建屋用発電機による電源供給は，

外部電源の喪失後から７日目までの運転を想定

すると，外的事象の地震又は火山の影響の想定

によらず，運転継続に合計約69ｍ３の重油が必

要となる。◇11  
 

(８) 可搬型排気モニタリング用発電機 

 可搬型排気モニタリング用発電機による電源

供給は，可搬型発電機の起動から７日目までの

運転を想定すると，外的事象の地震又は火山の

影響の想定によらず，運転継続に合計約0.3ｍ３

の軽油が必要となる。◇5  

 

(９) 可搬型環境モニタリング用発電機 

 可搬型環境モニタリング用発電機による電源

供給は，可搬型発電機の起動から７日目までの

運転を想定すると，外的事象の地震又は火山の

影響の想定によらず，運転継続に合計約2.0ｍ３

の軽油が必要となる。◇5  

モニタリングポスト及びダストモニタが機能

維持している場合は，モニタリングポスト及び

ダストモニタにより監視を継続するため，可搬

型環境モニタリング用発電機は使用しない。◇5  

 

(10) 可搬型気象観測用発電機 

 可搬型気象観測用発電機による電源供給は，

可搬型発電機の起動から７日目までの運転を想

定すると，外的事象の地震又は火山の影響の想

定によらず，運転継続に合計約0.3ｍ３の軽油が

必要となる。◇5  

 

 (11) 環境モニタリング用可搬型発電機 

 環境モニタリング用可搬型発電機による電源

供給は，可搬型発電機の起動から７日目までの

運転を想定すると，外的事象の地震又は火山の

影響の想定によらず，運転継続に合計約4.0ｍ３

の軽油が必要となる。◇5  

モニタリングポスト及びダストモニタが機能

喪失した場合は，可搬型環境モニタリング設備

により監視を行うため，環境モニタリング用可

搬型発電機は使用しない。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇11 ：資源の評価結

果を説明したもの

であるため。 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（34/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 情報把握計装設備の可搬型発電機 

情報把握計装設備の可搬型発電機による電源

供給は，可搬型発電機の起動から７日目までの

運転を想定すると，外的事象の地震又は火山の

影響の想定によらず，運転継続に合計約0.5ｍ３

の軽油が必要となる。◇12  
 

(13) 可搬型空気圧縮機 

 前処理建屋可搬型空気圧縮機，分離建屋可搬

型空気圧縮機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型空気圧縮機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型空気圧縮機による水素掃気用の圧

縮空気供給及び計装設備の可搬型貯槽液位計へ

の圧縮空気の供給は，可搬型空気圧縮機の起動

から７日目までの運転を想定すると，外的事象

の地震又は火山の影響の想定によらず，運転継

続に合計約5.9ｍ３の軽油が必要となる。◇6  

前処理建屋  約1.4ｍ３ 

分離建屋   約1.7ｍ３ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋  約1.4ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約1.6ｍ３ 

全建屋合計  約5.9ｍ３◇6  

 

(14) 可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

 可搬型計測ユニット用空気圧縮機による監視

設備の保護のため冷却空気の供給は，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機の起動から７日目まで

の運転を想定すると，外的事象の地震又は火山

の影響の想定によらず，運転継続に合計約4.6ｍ
３の軽油が必要となる。◇12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

 

 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 
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 別紙１① 別添 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15) 冷却機能の喪失による蒸発乾固，水素掃

気機能の喪失による水素爆発及び使用済燃料貯

蔵プール等への注水対応時の運搬等に必要な車

両 

軽油用タンクローリ【◇2 】，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車【◇3 】，

監視測定用運搬車【◇5 】，ホイールローダ

【◇14 】及びけん引車【◇12 】による燃料及び可搬

型重大事故等対処設備の運搬及び設置並びにア

クセスルートの整備については，外的事象の地

震を想定した場合，７日間の運転継続に合計約

5.0ｍ３の軽油が必要となる。【◇2 ◇3 ◇5 ◇14 ◇12 】
また，外的事象の火山の影響を想定した場合，

７日間の運転継続に合計約5.0ｍ３の軽油が必要

となる。◇2 ◇3 ◇5 ◇14 ◇12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01 別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇14 ：抑制 00-01 別

紙 1①別添（第四

十四条工場等外へ

の放射性物質等の

放出を抑制するた

めの設備）におい

て示すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

(ホ) 重大事故等の同時発生時に必要な電源

の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3.3 電源の評価結果 

 (１) 各建屋の可搬型排風機等の運転に使用

する可搬型発電機 

 ａ．前処理建屋可搬型発電機 

 前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処

理建屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び水素掃気機能の喪失による水素爆発時の大

気中への放射性物質の放出量の低減のために使

用する可搬型排風機等の運転に必要な負荷とし

て約21ｋＶＡであり，可搬型排風機の起動時を

考慮すると約55ｋＶＡの給電が必要である。◇3

◇6 ◇12  
前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が

可能である。◇2  

 ｂ．分離建屋可搬型発電機 

 分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建

屋における冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

水素掃気機能の喪失による水素爆発時の大気中

への放射性物質の放出量の低減のために使用す

る可搬型排風機等の運転に必要な負荷として約

22ｋＶＡであり，可搬型排風機の起動時を考慮

すると約55ｋＶＡの給電が必要である。◇3 ◇6 ◇12  
分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶ

Ａであり，必要負荷に対しての電源供給が可能

である。◇2  

 ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の電源負荷は，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋における冷却機能の喪失

による蒸発乾固及び水素掃気機能の喪失による

水素爆発時の大気中への放射性物質の放出量の

低減のために使用する精製建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機等の運

転に必要な負荷として約39ｋＶＡであり，可搬

型排風機の起動時を考慮すると約73ｋＶＡの給

電が必要である。◇3 ◇6 ◇12  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負

荷に対しての電源供給が可能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 外的事象の地震を要因とした場合の重大事

故等の同時発生時に必要な電源で，電源負荷

と供給容量で最も安全余裕が小さい可搬型排

気モニタリング用発電機でも，必要負荷約

1.8ｋＶＡに対し，【□5 】供給容量約３ｋＶＡ

であり，必要負荷に対しての電源供給が可能

である。□5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機 

 高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

電源負荷は，高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水素掃

気機能の喪失による水素爆発時の大気中への放

射性物質の放出量の低減のために使用する可搬

型排風機等の運転に必要な負荷として約19ｋＶ

Ａであり，可搬型排風機の起動時を考慮すると

約53ｋＶＡの給電が必要である。◇3 ◇6 ◇12  
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の

供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷に対

しての電源供給が可能である。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 可搬型排気モニタリング用発電機 

 可搬型排気モニタリング用発電機の電源負荷

は，主排気筒を介して，大気中への放射性物質

の放出状況の監視に必要な負荷として，約1.8ｋ

ＶＡであり，対象負荷の起動時を考慮しても約

1.8ｋＶＡである。◇5  

可搬型排気モニタリング用発電機の供給容量

は，約３ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電

源供給が可能である。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3 ：蒸発乾固 00-

01別紙１①別添

（第三十九条冷却

機能の喪失による

蒸発乾固に対処す

るための設備）に

おいて示すため。 

◇6 ：水素爆発 00-

01 別紙 1①別添

（第四十条放射線

分解により発生す

る水素による爆発

に対処するための

設備）において示

すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

 

□5 ，◇5 ：監視 00-

01 別紙 1①別添

（第四十九条監視

測定設備）におい

て示すため。 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の電源負荷は，使用済燃料貯蔵プール等

への注水に必要な負荷として，約109ｋＶＡであ

り，対象負荷の起動時を考慮すると約158ｋＶＡ

の給電が必要である。◇5 ◇10 ◇12 ◇13  
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機の供給容量は約200ｋＶＡあり，必要負荷に

対しての電源供給が可能である。◇2  

 

(４) 制御建屋可搬型発電機 

 制御建屋可搬型発電機の電源負荷は，制御建

屋の中央制御室にとどまるための換気機能を確

保する際に，中央制御室の空気を清浄に保つた

めに使用する制御建屋の可搬型送風機の運転等

に必要な負荷として約24ｋＶＡであり，可搬型

送風機の起動時を考慮すると約52ｋＶＡの給電

が必要である。◇10 ◇12 ◇13  
制御建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋ

ＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可

能である。◇2  

 

(５) 可搬型環境モニタリング用発電機 

 可搬型環境モニタリング用発電機の電源負荷

は，周辺監視区域における放射性物質の濃度及

び線量の測定に必要な負荷として，約0.8ｋＶＡ

であり，対象負荷の起動時を考慮しても約0.8ｋ

ＶＡである。◇5  

可搬型環境モニタリング用発電機の供給容量

は，約３ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電

源供給が可能である。◇5  

 

(６) 可搬型気象観測用発電機 

 可搬型気象観測用発電機の電源負荷は，敷地

内において風向，風速その他の気象条件の測定

に必要な負荷として，約0.8ｋＶＡであり，対象

負荷の起動時を考慮しても約0.8ｋＶＡである。

◇5  

可搬型気象観測用発電機の供給容量は，約３

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が

可能である。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇10 ：制御室（Ｓ

Ａ）00-01別紙 1①

別添（第四十八条

制御室等）におい

て示すため。 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 

◇13 ：通信（ＳＡ）

00-01別紙 1①別

添（第五十一条通

信連絡を行うため

に必要な設備）に

おいて示すため。 

◇2 ：電源 00-01別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 
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い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 環境モニタリング用可搬型発電機 

 環境モニタリング用可搬型発電機の電源負荷

は，周辺監視区域における放射性物質の濃度及

び線量の測定に必要な負荷として，約2.4ｋＶＡ

であり，対象負荷の起動時を考慮しても約2.4ｋ

ＶＡである。◇5  

環境モニタリング用可搬型発電機の供給容量

は，約５ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電

源供給が可能である。◇5  

 

(８) 緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

発電機 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型発電

機の電源負荷は，重大事故等に伴う大気中への

放射性物質の放出状況の監視に必要な負荷とし

て，約0.8ｋＶＡであり，対象負荷の起動時を考

慮しても約0.8ｋＶＡである。◇11  
緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型発電

機の供給容量は，約３ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。◇11  
 

(９) 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機 

 緊急時対策建屋の電源設備は，非常用電源系

統とは異なる代替電源として独立した設計とし

ている。◇11  
緊急時対策建屋用発電機の電源負荷は，緊急

時対策建屋の居住性を確保するための設備，重

大事故等に対処するために必要な指示及び通信

連絡に関わる設備の機能を維持するために必要

な負荷として約1,200ｋＶＡの給電が必要であ

る。◇11 ◇13  
緊急時対策建屋用発電機の供給容量は，約

1,700ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供

給が可能である。◇11  
 

(10) 情報把握計装設備の可搬型発電機 

 情報把握計装設備の可搬型発電機の電源負荷

は，パラメータの伝送に必要な負荷として約1.7

ｋＶＡであり，可搬型送風機の起動時を考慮す

ると約1.7ｋＶＡの給電が必要である。◇12  
制御建屋可搬型発電機の供給容量は，約3ｋＶ

Ａであり，必要負荷に対しての電源供給が可能

である。◇12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5 ：監視 00-01 別

紙 1①別添（第四

十九条監視測定設

備）において示す

ため。 

◇2 ：電源 00-01 別

紙 1①別添（第四

十六条電源設備）

において示すた

め。 

 

◇11 ：資源の評価結

果を説明したもの

であるため。 

 

 

 

 

 

 

 

◇13 ：通信（ＳＡ）

00-01別紙 1①別添

（第五十一条通信

連絡を行うために

必要な設備）にお

いて示すため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇12 ：計装 00-01 別

紙 1①別添（第四

十七条計装設備）

において示すた

め。 
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第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（40/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 【要求事項】 

再処理事業者において、緊急時対策所に関し、

重大事故等が発生した場合においても、重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員が

緊急時対策所にとどまり、重大事故等に対処す

るために必要な指示を行うとともに、再処理施

設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡し、重大事故等に対処するために必要な

数の要員を収容する等の現地対策本部としての

機能を維持するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持するた

めに必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための手順等をいう。 

ａ)重大事故等が発生した場合においても、放射

線防護措置等により、重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまるために必

要な手順等を整備すること。 

ｂ)緊急時対策所が、代替電源設備からの給電を

可能とすること。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配

備され、放射線管理が十分できること。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を整備す

ること。 

ｅ)少なくとも外部からの支援なしに７日間、活

動するための飲料水及び食料等を備蓄するこ

と。 

2 「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、「重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員」に加え、少なくとも工場等

外への放射性物質及び放射線の放出を抑制する

ための対策に対処するために必要な数の要員を

含むものとする。 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどま

り，重大事故等に対処するために必要な指示を

行うとともに，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡し，重大事故等

に対処するために必要な数の要員を収容する等

の非常時対策組織としての機能を維持するため

に必要な設備及び資機材を整備する。◇16  
ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を

活用した手順等について説明する。◇16  
手順等については，今後の訓練等の結果によ

り見直す可能性がある。◇16  
 

ａ．重大事故等の対処手順と設備の選定 

(ａ) 重大事故等の対処手順と設備の選定の考

え方 

重大事故等が発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員

等がとどまり，必要な指示を行うとともに，再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために

緊急時対策所を設置し，必要な数の要員を収容

する等の非常時対策組織としての機能を維持す

るために必要な重大事故等の対処手段及び重大

事故等対処設備を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び

資機材※を用いた重大事故等の対処手段を選定

する。◇16  
※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，

「放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具）」，「出入管理区画用資機材」及び「飲料

水，食料等」については，資機材であるため重

大事故等対処設備としない。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(r) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，重大事故等が発生した

場合（有毒ガスが発生した場合を含む。）

においても，当該重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまること

ができるよう，適切な措置を講じた設計と

するとともに，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる設備及び再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備を設

置又は配備する。 

また，重大事故等に対処するために必要な

数の原子力防災組織又は非常時対策組織

（以下「非常時対策組織」という。）の要

員を収容できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場

合(有毒ガスが発生した場合を含む。)におい

ても，当該重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備として遮蔽

設備及び換気設備を設置する等の措置を講じ

た設計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備及び再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設

ける設計とする。 

また，重大事故等に対処するために必要な

数の原子力防災組織又は非常時対策組織(以下

「非常時対策組織」という。)の要員を収容で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）の重大事故等発生時の対処に関する方針は、事業変

更許可申請書（本文四号）と同じ内容であり、設工認基本設計方針に反映済みである。 
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第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（42/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外部電源

より給電している。◇16  
外部電源からの電源が喪失した場合は，その

機能を代替するための機能，相互関係を明確に

した上で，想定する故障に対処できる重大事故

等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定す

る。◇16  
また，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握する設備及び通信連絡を行うための設

備についても同様に整理する（第12－１図～第

12－４図）。◇16  
選定した重大事故等対処設備により，技術的

能力審査基準だけでなく，事業指定基準規則第

四十六条及び技術基準規則第五十条の要求機能

を満足する設備を網羅していることを確認する

とともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。◇16  
 

(ｂ) 重大事故等の対処手段と設備の選定の結 

  果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪

失原因から選定した重大事故等の対処手段，事

業指定基準規則第四十六条及び技術基準規則第

五十条の要求により選定した重大事故等の対処

手段とその対処に使用する重大事故等対処設

備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。◇16  
なお，機能喪失を想定する安全機能を有する

施設，重大事故等対処設備，自主対策設備，資

機材及び整備する手順についての関係を第12－

１表に示す。◇16  
 

ⅰ．重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員等が緊急時対策所にとどまるために必要

な対処手段及び設備 

(ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処

理施設から大気中へ放出する放射性物質等に

よる放射線被ばくから，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等を防護する

ため，緊急時対策所の居住性を確保する手段

がある。◇17  
緊急時対策所の居住性を確保するための設

備は以下のとおり。 

１） 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇17 ：一連の対応手

順において使用す

る設備を列記して

いる項であり、重

大事故等対処設備

に対する設計要求

ではないため。 
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事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

 ３） 緊急時対策建屋換気設備 

  ａ） 緊急時対策建屋送風機 

  ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

  ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニット 

  ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダ

ンパ 

  ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

  ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット配管・ 

     弁 

  ｇ） 対策本部室差圧計 

  ｈ） 待機室差圧計 

  ｉ） 監視制御盤 

 ４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

  ａ） 可搬型酸素濃度計 

  ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

  ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

 ５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

  ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ 

  ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

     ・可搬型線量率計 

     ・可搬型ダストモニタ 

     ・可搬型データ伝送装置 

     ・可搬型発電機 

     ・監視測定用運搬車 

 

緊急時対策所から重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行うために必要な情報を把

握し，再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡をするための手段が

ある。◇17  
緊急時対策所において必要な情報を把握す

るための設備及び通信連絡を行うための設備

は以下のとおり。 

 １） 緊急時対策建屋情報把握設備 

  ａ） 情報収集装置 

  ｂ） 情報表示装置 

  ｃ） データ収集装置 

  ｄ） データ表示装置 

 ２） 通信連絡設備 

  ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電 

 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇17 ：一連の対応手

順において使用す

る設備を列記して

いる項であり、重

大事故等対処設備

に対する設計要求

ではないため。 
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い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ 

  ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム 

  ｄ） データ伝送設備 

  ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

  ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

  ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内用） 

  ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外用） 

  ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

  ｋ） 衛星携帯電話 

  ｌ） ファクシミリ 

  ｍ） ページング装置  

  ｎ） 専用回線電話  

 

重大事故等に対処するために必要な数の要

員を緊急時対策所内に収容するための手段が

ある。◇17  
必要な数の要員を収容するために必要な資

機材は以下のとおり。 

 １） 放射線管理用資機材（個人線量計及び

防護具） 

 ２） 出入管理区画用資機材 

 ３） 飲料水，食料等 

 ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備

からの給電を確保するための手段がある。◇17  
緊急時対策建屋電源設備からの給電を確保

するための設備は以下のとおり。 

 １） 緊急時対策建屋電源設備 

  ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

  ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急

時対策建屋用母線 

  ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時

対策建屋用母線 

  ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

  ｆ） 重油貯槽 

  ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

  ｈ） 可搬型電源ケーブル 

  ｉ） 可搬型燃料供給ホース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇17 ：一連の対応手

順において使用す

る設備を列記して

いる項であり、重

大事故等対処設備

に対する設計要求

ではないため。 
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事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（45/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策設備及び 

資機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則

第四十六条及び技術基準規則第五十条にて要

求される緊急時対策所，緊急時対策建屋の遮

蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユニッ

ト，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダン

パ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対

策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差

圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸

素濃度計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ，アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ，可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，

監視測定用運搬車，情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装置， 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合

原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

データ伝送設備，可搬型衛星電話（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋外用），一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装

置及び専用回線電話は重大事故等対処設備と

して設置及び配備する。 

 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸

素濃度と同様，居住性に関する重要な制限要

素であることから，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事故

等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 緊急時対策建屋換気設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋換気設備を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ｃ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋環境測定設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋放射線計測設備として可搬

型屋内モニタリング設備及び可搬型環境モ

 

7.3.9 緊急時対策所 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等

が発生した場合において，当該重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう，常設重大事故等対処

設備として設置する。 

(中略) 
緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要

な場所との通信連絡を行うため，統合原子力

防災ネットワーク IP電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP－FAX，統合原子力防災ネット

ワーク TV会議システム，データ伝送設備，可

搬型衛星電話(屋内用)，可搬型衛星電話(屋外

用)，可搬型トランシーバ(屋内用)，可搬型ト

ランシーバ(屋外用)，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ペー

ジング装置及び専用回線電話を設置及び設け

る設計とする。 

 

7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等が

発生した場合(有毒ガスが発生した場合を含

む。)においても，当該重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員がとどまること

ができるよう，居住性を確保するため，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，

緊急時対策建屋フィルタユニット，主配管(緊

対所換気系)，緊急時対策建屋加圧ユニット，

主要弁，主配管(待機室加圧系)，対策本部室

差圧計，待機室差圧計及び監視制御盤で構成

する。 

 

7.3.9.2 緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故

等が発生した場合において，当該重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，可搬型重大事故等

対処設備として配備する設計とする。 

 

7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設備 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，当該重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう，可搬型屋内モニ

タリング設備及び可搬型環境モニタリング設
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（46/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電

を確保するための手段に使用する設備のう

ち，緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，

緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建

屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油配管・

弁及び重油貯槽は，常設重大事故等対処設備

として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，技術的能力審査

基準及び事業指定基準規則第四十六条及び技

術基準規則第五十条に要求される設備を全て

網羅している。◇18  

ニタリング設備を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 

（ｅ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる緊急時対策建屋

情報把握設備の情報収集装置及び情報表示

装置を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

また，データ収集装置及びデータ表示装

置を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備を可搬型重大事故等対処設備として設ける

設計とする。 

 

7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事故

等に対処するために必要な指示ができるよ

う，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる情報収集装置及び情報表示装置

で構成する。 

 

また，データ収集装置及びデータ表示装置

を常設重大事故等対処設備として位置付け，

重大事故等に対処するために必要な情報を把

握する設計とする。 

 

7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，外

部電源が喪失し，重大事故等が発生した場合

に，当該重大事故等に対処するために必要な

電力を確保するため，緊急時対策建屋用発電

機，発電機室送風機，主配管(緊対所発電機室

系)，6.9kVメタクラ，460Vパワーセンタ，

105V対策本部室分電盤，460Vコントロールセ

ンタ，105V無停電電源装置，105V無停電分電

盤，110V充電器盤，110V蓄電池，DG始動用充

電器盤，DG始動用蓄電池，105Vサーバ室分電

盤，105V居室系分電盤，105V計測交流電源

盤，105V無停電交流分電盤，105V無停電電源

装置(データ収集装置用)及び360V蓄電池及び

燃料油移送ポンプで構成する。 

燃料補給の流路として，主配管(緊対所燃料

補給設備系)を常設重大事故等対処設備として

設置する設計とする。 

緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設備

は，重大事故等への対処に必要となる燃料を

供給できるようにするため，重油貯槽を常設

重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇18 ：設備選定の考

え方を説明したも

のであるため。 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）の重大事故等対処設備に関する方針は、事業変更許可

申請書（本文四号）と同じ内容であり、設工認基本設計方針に反映済みである。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（47/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備において，緊急

時対策所の居住性を確保するとともに，再処

理施設の内外の通信連絡を行うことが可能で

あることから，以下の設備は自主対策設備と

位置付ける。合わせてその理由を示す。◇17  
 １） データ収集装置 

 ２） データ表示装置 

上記の１）及び２）の設備は，地震により

機能喪失するおそれがあることから，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，機能が維

持されている場合は，迅速性の観点から事故

対応に有効な設備であるため，自主対策設備

として設置する。◇17  
３） 緊急時対策建屋用電源車 

 ４） 可搬型電源ケーブル 

 ５） 可搬型燃料供給ホース 

また，３），４）及び５）の設備は降下火

砕物の侵入を防止できないなど，重大事故等

対処設備に対して求められるすべての環境条

件等に適合することができないおそれがある

が，重大事故等発生時における環境条件等に

応じて適切に対処することができ，当該電源

車の健全性が確認できた場合には，移動，設

置及びケーブルの接続等に時間を要するもの

の，緊急時対策建屋用発電機の代替手段とし

て有効であることから，自主対策設備として

配備する。対策の検討に必要な資料，放射線

管理用資機材（個人線量計及び防護具），出

入管理区画用資機材，飲料水，食料等につい

ては，資機材であるため重大事故等対処設備

としない。◇17  
ⅱ．手順等 

上記のⅰ．により選定した重大事故等の対処

手段に係る手順を整備する。◇16  
これらの手順は，非常時対策組織の要員の対

処として「重大事故等発生時対応手順書」に定

める。（第12－１表）◇16  
重大事故等時に監視が必要となる計器及び給

電が必要となる設備についても整備する。（第

12－２表及び第12－３表）◇16  
また，対策の検討に必要な資料，放射線管理

用資機材（個人線量計及び防護具），出入管理

区画用資機材，飲料水，食料等の通常時におけ

る管理並びに運用は，防災管理部長が実施す

る。◇16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇17 ：一連の対応手

順において使用す

る設備を列記して

いる項であり、重

大事故等対処設備

に対する設計要求

ではないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（48/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

方針目的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員等の被ばく線量を７日間で 100ｍＳｖを

超えないようにするために必要な対応手段と

して，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急

時対策建屋電源設備により，緊急時対策所に

とどまるために必要な居住性を確保する手順

を整備する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等時の手順等 

(ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要員

等の被ばく線量を７日間で100ｍＳｖを超えない

ようにするために必要な対処手段として，緊急

時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設

備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策

建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設

備により，緊急時対策所にとどまるために必要

な居住性を確保する。◇16  
 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から

大気中へ放射性物質が放出する場合，緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリン

グ設備及び監視測定設備の放射線監視設備及び

代替モニタリング設備により，放出する放射性

物質による線量当量率を測定及び監視し，緊急

時対策建屋換気設備により放射性物質の流入を

低減することで，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等の被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率等を可搬

型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータにて測定及

び監視する。◇16  
 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対処

するための活動に影響がない酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の範囲にあること

を把握する。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（49/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

【重大事故等に対処するために必要な指示及

び通信連絡に関する措置】 

重大事故等が発生した場合において，重大

事故等に対処するために必要な指示を行う要

員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備により，必要なパラメータを監視

又は収集し，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握するとともに，重大事故等に

対処するための対策の検討を行う手順を整備

する。また，重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料を緊急時対策建屋に整

備する。□16  

 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，通信

連絡設備により，再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。

□16  

  外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設

備からの給電により，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備を使用する。□16  

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，

支援組織及び実施組織の要員並びに全社対策

組織の一部の要員として最大 360 人を収容で

きる。なお，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出する場合において，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員は約 50 人

である。また，要員の収容が適切に行えるよ

うにトイレや休憩スペース等を整備するとと

もに，収容する要員に必要な資機材を整備

し，通常時から維持，管理する。□17  

 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電措置】 

重大事故等が発生した場合においても，当

該重大事故等に対処するために，代替電源設

備からの給電について手順を整備する。□16  

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋

用発電機，緊急時対策建屋高圧系統の 6.9ｋ

Ｖ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋

低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建屋用母線によ

り，緊急時対策所の必要な負荷に給電してい

ることを確認する手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□17 ：収容人数の詳

細を説明したもの

であるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（50/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

対応手段等 

居住性を確保するための措置 

緊急時対策所立ち上げの手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋電源設備より受電したのち，緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動するため，緊急

時対策建屋換気設備の起動確認の手順に着手

する。□16  

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合は，居住性を確保

するため，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧へ切り替える。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。□16  

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．緊急時対策所立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある場合等※

１，緊急時対策所を使用し，非常時対策組織を

設置するための準備として，緊急時対策所を立

ち上げるための手順を整備する。◇16  
 ※１ 非常時体制の発令により，非常時対策

組織を設置する場合として，運転時の異常な過

度変化，設計基準事故も含める。◇16  
 

 

 

 

(ⅰ) 緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋電源設備より受電したのち，緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動する。◇16  
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合は，「ⅲ．重大事

故等が発生した場合の放射線防護等に関する

手順等」に基づき居住性を確保するため，緊

急時対策建屋換気設備の切替手順を整備す

る。◇16  
火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上 )を確認した場合は，事前の対応作業と

して,除灰作業の準備を実施する。◇16  
また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。◇16  
 １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。◇16  
 ２） 起動確認手順  

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順の

概要は以下のとおり。◇16  
緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を第

12－５図に，緊急時対策建屋換気設備の起動

確認手順のタイムチャートを第12－６図に示

す。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（51/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合は，緊急時対策所の居住性

確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測

定する手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき非常時対策組織の要

員に緊急時対策建屋換気設備の起動確認

を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて起動状態及び差

圧が確保されていることを確認する。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，緊急時対策建屋換気設備の起動確認

を指示してから，非常時対策組織の本部長１

人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，５分以内に対処可能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

(ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用

を開始した場合，緊急時対策所の居住性確保の

観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順を

整備する。◇16  
また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を

行うための判断にも使用する。◇16  
 １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。◇16  
 ２） 操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定手順の概要は以

下のとおり。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配置，起動し，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（52/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対応手段等 

居住性を確保するための措置 

原子力災害対策特別措置法第十条特定事象発

生のおそれがある場合の手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋内

モニタリング設備）の測定手順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策

所の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃

度）を行うために，緊急時対策所において可

搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモ

ニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータにより測定する手

順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を参照）。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，10

分以内に対処可能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

ⅱ．原災法第十条特定事象発生のおそれがある

場合の手順 

(ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型

屋内モニタリング設備）の測定手順 

 重大事故等が発生した場合に，緊急時対策所

の居住性の確認（線量率及び放射性物質濃度）

を行うために，緊急時対策所において可搬型屋

内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ，可

搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用

サーベイメータにより測定する手順を整備す

る。◇16  
 また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を

行うための判断にも使用する。◇16  
 １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。◇16  
 ２） 操作手順 

可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプ

ラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ

による測定手順の概要は以下のとおり。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に可搬型エリアモニタ，可搬型ダス

トサンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータの配置及び測定を指示す

る。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室

にて可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サー

ベイメータを配置及び起動し，緊急時対

策所内の線量当量率及び放射性物質濃度

の測定を行う（測定範囲は，第12－７図

を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（53/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境

モニタリング設備）の測定手順 

重大事故等が発生した場合は，放出する放

射性物質による指示値を確認し，緊急時対策

建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

使用するため，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順に着手する。□16  

 

 
 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。□16  

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，10

分以内に対処可能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

(ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型

環境モニタリング設備）の測定手順 

重大事故等が発生した場合は，放出する放射

性物質による指示値を確認し，緊急時対策建屋

換気設備の切替操作を行うための判断に使用す

るため，可搬型環境モニタリング設備の可搬型

線量率計及び可搬型ダストモニタにより測定す

る手順を整備する。 ◇16  
可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタによ

る測定結果は，可搬型データ伝送装置により緊

急時対策所に伝送する。◇16  
火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以

上)を確認した場合は，事前の対応作業として,

除灰作業の準備を実施する。◇16  
また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。◇16  
 １） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。◇16  
 ２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備による線量当

量率及び放射性物質の濃度測定手順の概要は

以下のとおり。◇16  
可搬型環境モニタリング設備による空気中

の線量当量率及び放射性物質濃度の測定手順

のタイムチャートを第12－８図に示す。◇16  
① 実施責任者は，手順着手の判断基準に

基づき，放射線対応班の班員に可搬型環

境モニタリング設備による線量当量率及

び放射性物質濃度の測定を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（54/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源

は，緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電

機から給電する。可搬型発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンク

ローリにより運搬し，給油することによ

り，給電開始から７日以上の稼動が可能

である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置し，緊急時対策建

屋周辺における線量当量率を連続測定す

るとともに，空気中の放射性物質を捕集

及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の設置状況及び測定結果

を記録し，緊急時対策所への伝送が確立

するまでの間，通信連絡設備により定期

的に緊急時対策所に連絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型データ伝送装置

を可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タに接続し，測定データを無線により緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した

測定データは，緊急時対策所において緊

急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線

対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員

３人の合計８人で行い，１時間以内に対処可

能である。◇16  
重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。◇16  
線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。◇16  
さらに，非常時対策組織の要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線

量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（55/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

対応手段等 

居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合の放射線防護等に

関する手順等 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替

手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合，窒素酸化物を含

む有毒ガスの発生により緊急時対策所の居住

性に影響を及ぼすと判断した場合又は火山の

影響による降灰により緊急時対策建屋換気設

備の運転に影響を及ぼすおそれがある場合

に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モード

へ切り替える手順に着手する。□16  

 

重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。◇16  
夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。◇16  
 

ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等

に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等を防護

し，居住性を確保するための手順を整備する。

◇16  
(ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常時対策組織

の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実施

組織並びに全社対策組織の一部の要員として最

大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出

するおそれのある場合は，外気の取り入れを遮

断し，緊急時対策建屋加圧ユニットにより空気

を供給することで，非常時対策組織の要員の約

50人がとどまり活動を継続することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード

切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物

質の放出を確認した場合，窒素酸化物を含む有

毒ガスの発生（以下，「窒素酸化物の発生」と

いう。）により緊急時対策所の居住性に影響を

及ぼすと判断した場合又は火山の影響による降

灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響

を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋

換気設備を再循環モードへ切り替える手順を整

備する。◇16  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及

び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，想定される重大事故等

時において，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員に加え，重大事故等

による工場等外への放射性物質及び放射線

の放出を抑制するために必要な非常時対策

組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設にお

いて事故が同時に発生した場合に対処する

要員として，最大 360人を収容できる設計と

する。 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出することにより居住性が確保で

きなくなるおそれがある場合は，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員

など，約 50 人の要員がとどまることができ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.3.9 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等時において，

重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員に加え，重大事故等による工場等外へ

の放射性物質及び放射線の放出を抑制するた

めに必要な非常時対策組織の要員並びに MOX

燃料加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大 360 人を収

容できる設計とする。 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出することにより居住性が確保できな

くなるおそれがある場合は，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員など，約

50 人の要員がとどまることができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）の緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員に関

する方針は、事業変更許可申請書（本文四号）と同じ内容であり、設工認基本設計方針に

反映済みである。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（56/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合又は重大事故等に

係る対処状況を踏まえ，放射性物質が放出す

るおそれがあると判断した場合，窒素酸化物

の発生により緊急時対策所の居住性に影響を

及ぼすおそれがあると判断した場合又は火山

の影響による降灰により緊急時対策建屋換気

設備の運転に影響を及ぼすおそれがあると判

断した場合。◇16  
緊急時対策建屋換気設備による再循環モー

ド切替判断のフローチャートを第12－９図に

示す。◇16  
 ２） 操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下の

とおり。◇16  
再循環モードへの切替手順のタイムチャー

トを第12－10図に示す。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへの切り替えを指示する。ま

た，窒素酸化物の発生により緊急時対策

所の居住性に影響を及ぼすおそれがある

場合には，必要に応じ，防護具の着用を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋

換気設備の運転状態及び差圧を確認後，

ダンパ開閉操作（給気側及び排気側のダ

ンパを閉操作並びに再循環ラインのダン

パを開操作すること。）をするととも

に，緊急時対策建屋排風機の停止によ

り，緊急時対策建屋換気設備を再循環モ

ードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風

機の弁及びダンパの閉操作を行い，設備

監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を

確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，

酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇

又は対策本部室の差圧の低下により居住

性が確保できなくなるおそれがある場合

は，外気取入加圧モードに切り替え，居

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（57/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順 

 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがある場合は，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧を行う手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住性を確保する。 

    また，再循環モードでの運転状態にお

いて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸

素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は緊急時対策

所内の線量当量率の上昇により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧により，緊急時対策所への放射性物

質の流入を防止し，非常時対策組織の要

員の被ばくを低減する。◇16  
 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，緊急時対策建屋換気設備の再循環モ

ードへの切り替えを指示してから，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員

２人の合計３人で行い，１時間40分以内に対

処可能である。◇16  
 

(ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

手順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質

が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合

で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，

対策本部室の差圧の低下又は線量当量率の上昇

により居住性の確保ができなくなるおそれがあ

る場合に，緊急時対策建屋加圧ユニットにより

加圧する手順を整備する。◇16  
 

 １） 手順着手の判断基準 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物

質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度の

上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量

率の上昇により居住性の確保ができなくなる

おそれがあると判断した場合。◇16  
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧判

断のフローチャートを第12－９図に示す。◇16  
 ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の

手順の概要は以下のとおり。◇16  
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手

順のタイムチャートを第12－11図に示す。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（58/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から

外気取入加圧モードへの切替手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下

した場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧から外気取入加圧モードへ切り替え

る手順に着手する。□16  

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体状の

放射性物質が大気中へ大規模に放出した

場合，不要な被ばくを防ぐため，緊急時

対策所内にとどまる必要のない要員へ再

処理事業所の外への一時退避を指示す

る。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移

動し，緊急時対策建屋換気設備の手動ダ

ンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，緊急時対策所の居

住性を確保できなくなるおそれがあると

判断した場合は，非常時対策組織の要員

に緊急時対策建屋加圧ユニットによる加

圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋加圧ユニットの手動弁を開操作

し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保

されていることを確認する。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室において，緊

急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の開始

を指示してから，非常時対策組織の本部長１

人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い， 45分以内に対処可能である。◇16  
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧操

作は，手動弁の開操作であり，速やかに対処

が可能である。◇16  
 

 (ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧

から外気取入加圧モードへの切替手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備等の指示値が上昇した後に，

下降に転じ，さらに安定的な状態になり，周辺

環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合

に，緊急時対策建屋換気設備を緊急時対策建屋

加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モー

ドへ切り替える手順を整備する。◇16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（59/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １） 手順着手の判断基準 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環

境モニタリング設備等の指示値が上昇した後

に，下降に転じ，さらに安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下

したと判断した場合。◇16  
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧停

止判断のフローチャートを第12－９図に示

す。◇16  
 ２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへの切替手順の概要は

以下のとおり。◇16  
外気取入加圧モードへの切替手順のタイム

チャートを第12－12図に示す。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧から外気取入加圧モードへの切り

替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態を確認するととも

に，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を開

始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊急時対

策建屋排風機を起動し，給気側及び排気

側のダンパを開操作並びに再循環ライン

のダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換

気設備を外気取入加圧モードへ切り替え

る。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室

へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策建

屋換気設備の運転状態及び差圧が確保さ

れていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室にお

いて緊急時対策建屋換気設備の手動ダン

パ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユニッ

トの手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋

加圧ユニットによる加圧を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（60/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対応手段等 

重大事故等に対処するために必要な指示及び

通信連絡に関する措置 

緊急時対策所におけるパラメータの情報収集

手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等

が，情報把握計装設備による情報伝送準備が

できるまでの間，通信連絡設備により，必要

なパラメータの情報を収集し，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討

を実施する手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，緊急時対策建屋換気設備の外気取入

加圧モードへの切り替えを指示してから，非

常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員２人の合計３人で行い，２時間30分以

内に対処可能である。◇16  
 

(ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示

及び通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員等

が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡

設備により，必要なパラメータを監視又は収集

し，重大事故等に対処するために必要な情報を

把握するとともに，重大事故等に対処するため

の対策の検討を行う。◇16  
また，重大事故等に対処するための対策の検

討に必要な資料を緊急時対策建屋に整備する。

◇16  
重大事故等が発生した場合において，通信連

絡設備により，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う。◇16  
外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備

からの給電により，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備を使用する。◇16  
 

ⅰ．緊急時対策所におけるパラメータの情報収

集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等が，情

報把握計装設備による情報伝送準備ができるま

での間，通信連絡設備により，必要なパラメー

タの情報を収集し，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握するとともに，重大事故等

に対処するための対策の検討を行うための手順

を整備する。◇16  
必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関する

手順等」にて整備する。◇13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇13 ：通信 00-01 別

紙 1①別添（第五

十一条通信連絡設

備）において示す

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146



 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（61/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメー

タの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表

示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要

なパラメータを監視する手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段等 

重大事故等に対処するために必要な指示及び

通信連絡に関する措置 

重大事故等に対処するための対策の検討に必

要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料を緊急時対策建屋に配備し，資料

を更新した場合は資料の差し替えを行い，常

に最新となるよう通常時から維持，管理す

る。□16  

ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメ

ータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策建

屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装

置並びにデータ収集装置及びデータ表示装置に

より重大事故等に対処するために必要なパラメ

ータを監視する手順を整備する。◇16  
(ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立

ち上げを判断した場合。◇16  
(ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手

順の概要は以下のとおり。◇16  
なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデー

タ収集装置及びデータ表示装置については，

常時，伝送が行われており操作は必要ない。

◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋情報把握設備によ

るパラメータの監視の開始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の

判断基準に基づき，情報収集装置への接

続を確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装

置により，各パラメータの監視を開始す

る。 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，非常時対策組織の本部長１人，非常

時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５

分以内に対処可能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

 

ⅲ．重大事故等に対処するための対策の検討に

必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必

要な資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更

新した場合には資料の差し替えを行い，常に最

新となるよう通常時から維持，管理する。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（62/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備によ

り，中央制御室，屋内外の作業場所，国，原

子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行う手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段等 

必要な数の要員の収容に係る措置 

放射線管理 

放射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具）及び出入管理区画用資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の

要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計

及び防護具を着用する。□16  

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具）及び緊急時対策所への

汚染の持ち込みを防止するため，作業服の着

ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備によ

り，中央制御室，屋内外の作業場所，国，原子

力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処理施

設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための手順を整備する。◇16  
重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を第

12－４表に，通信連絡設備の系統概要図を第12

－13図に示す。◇16  
再処理施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うための通信連絡設備の

使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 通信連

絡に関する手順等」にて整備する。◇13  
 

(ｃ) 必要な数の要員の収容に係る措置 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支

援組織及び実施組織の要員並びに全社対策組織

の一部の要員として最大360人を収容できる。

◇19  
なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出する場合において，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員は約50人である。◇19  
また，要員の収容が適切に行えるようにトイ

レや休憩スペース等を整備するとともに，収容

する要員に必要な資機材を整備し，通常時から

維持，管理する。◇19  
なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合で

あっても飲料水，食料等及び放射線管理用資機

材（個人線量計及び防護具）は，再処理施設の

重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。◇20  
 

ⅰ．放射線管理 

(ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具）及び出入管理区画用資機材の維持管

理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の

要員が応急復旧対策の検討，実施等のために

屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計

及び防護具を着用する。◇16  
  緊急時対策建屋には，７日間外部からの支

援がなくとも非常時対策組織の要員が使用す

るのに十分な数量の放射線管理用資機材（個

人線量計及び防護具）及び出入管理区画にお

いて使用する出入管理区画用資機材を配備す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 

 

◇13 ：通信 00-01 別

紙 1①別添（第五

十一条通信連絡設

備）において示す

ため。 

 

 

 

 

◇19 ：収容人数の詳

細を説明したもの

であるため。 

 

◇20 ：飲料水，食料

等及び放放射線管

理用資機材の MOX

燃料加工施設との

共用について説明

したものであるた

め。 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（63/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

替え，防護具の着装及び脱装，身体の汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入

管理区画」という。）において使用する出入

管理区画用資材を配備するとともに，通常時

から維持，管理する。重大事故等時には，放

射線管理用資機材（個人線量計及び防護

具），出入管理区画用資機材の使用及び管理

を適切に行い，十分な放射線管理を行う手順

に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対応手段等 

必要な数の要員の収容に係る措置 

放射線管理 

出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装

エリア，放射性物質による要員又は物品の汚

染の有無を確認するためのサーベイエリア及

び汚染を確認した際に除染を行う除染エリア

を設け，非常時対策組織の要員が汚染検査及

び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染

管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。□16  

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。□16  

 

るとともに，通常時から維持，管理する。重

大事故等時には，放射線管理用資機材（個人

線量計及び防護具），出入管理区画用資機材

の使用及び管理を適切に行い，十分な放射線

管理を行う。◇16  
 

 

 

 

 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等や現

場作業を行う要員等の被ばく線量管理を行う

ため，個人線量計を常時装着させるとともに

線量評価を行う。また，作業に必要な放射線

計測器を用いて作業現場の指示値の測定を行

う。◇16  
なお，緊急時対策所における居住性に係る

被ばく評価の結果は，最大で約４ｍＳｖであ

り７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時対

策建屋には，自主対策として全面マスク及び

半面マスク等を配備する。また，緊急時対策

所において活動する非常時対策組織の要員

は，交代要員を確保する。◇16  
 

(ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区

画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装

エリア，放射性物質による要員又は物品の汚

染の有無を確認するためのサーベイエリア及

び汚染を確認した際に除染を行う除染エリア

を設け，非常時対策組織の要員が汚染検査及

び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染

管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して

設置し，除染はアルコールワイプや生理食塩

水での拭き取りを基本とするが，拭き取りに

て除染ができない場合は，簡易シャワーにて

水洗いによる除染を行う。◇16  
簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に

応じて紙タオルへ染み込ませる等により固体

廃棄物として廃棄する。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性

物質により汚染したような状況下におい

て，現場作業に従事した要員による緊急時

対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め，作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業ができる

区画を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.3.9 緊急時対策所 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，現

場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる出入管理区画を設

置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書（添付書類八）の出入管理区画に関する方針は、事業変更許可申請書

（本文四号）と同じ内容であり、設工認基本設計方針に反映済みである。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（64/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。□16  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消

灯した場合は，可搬型照明を配備する。◇16  
出入管理区画用資機材は，出入管理区画内

に保管する。◇16  
 

 １） 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が原災法第十条特

定事象が発生するおそれがあると判断した場

合。◇16  
 ２） 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手順の概要

は以下のとおり。◇16  
出入管理区画設置のタイムチャートを第12

－14図に示す。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に

出入管理区画の設置を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画設置場所の全照明が消灯した場合，可

搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区

画に出入管理区画用資機材を準備，移動

及び設置し，床及び壁等の養生シートの

状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間

にバリアを設けるとともに，入口に粘着

マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワ

ー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，脱装した防

護具を回収するロール袋及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータ等を必要な箇

所に設置する。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，作業開始を指示してから，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員

３人の合計４人で行い，１時間以内に対処可

能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（65/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側

に切り替える手順に着手する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対応手段等 

必要な数の要員の収容に係る措置 

放射線管理 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が重大事故等の発生後，少なくと

も外部からの支援なしに７日間，活動するた

めに必要な飲料水，食料等を備蓄するととも

に，通常時から維持，管理する。□16 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食

料等の支給を適切に運用する。□16 

 

 

(ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及

び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側

へ切り替える手順を整備する。◇16  
 １） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要と判断した場合。◇16  
 ２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り替

える手順の概要は以下のとおり。◇16  
緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイ

ムチャートを第12－15図に示す。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り

替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて機器状態及び差

圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機

及び緊急時対策建屋フィルタユニットを

待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策

所内の差圧が確保されていることを確認

後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を

実施する。 

 ３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，緊急時対策建屋換気設備の切り替え

を指示してから，非常時対策組織の本部長１

人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，１時間以内に対処可能である。◇16  
 

ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員等が重大事故等の発生後，少なくとも外

部からの支援なしに７日間，活動するために必

要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通常

時から維持，管理する。◇16  
非常時対策組織の本部長は，重大事故等が発

生した場合には飲料水，食料等の支給を適切に

運用する。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（66/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。□16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対応手段等 

緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保さ

れている状態において，外部電源が喪失した

場合は，緊急時対策建屋用発電機が自動起動

し，緊急時対策建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急

時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備へ給電する。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理とし

て，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中放射

性物質濃度の測定を行い，飲食しても問題ない

環境であることを確認する。◇16  
ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質

濃度が目安（アルファ線を放出する核種７×10

－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出しな

い核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高

くなった場合であっても，非常時対策組織の本

部長の判断により，必要に応じて飲食を行う。

◇16  
(ｄ) 緊急時対策建屋電源設備からの給電措 

  置 

重大事故等が発生した場合においても当該重

大事故等に対処するために，代替電源設備から

給電するための手順を整備する。◇16  
 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機，緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急

時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系統

の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対

策所の必要な負荷に給電する。◇16  
 

ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保され

ている状態において，外部電源が喪失した場合

は，緊急時対策建屋用発電機が２台自動起動

し，電圧及び周波数が定格値になると緊急時対

策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線

に自動で接続し，緊急時対策建屋換気設備，緊

急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ

給電する。◇16  
緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しない場合又は停

止した場合でも，緊急時対策建屋用発電機の２台目が自

動起動しているため，電圧及び周波数が定格値になると

緊急時対策建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母

線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な負荷に給電す

る。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（67/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。□16  

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の

運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給

気フィルタの交換を行う。□16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以

上)を確認した場合は，事前の対応作業として,

除灰作業の準備を実施する。◇16  
また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰

作業を実施し，緊急時対策建屋用発電機の運転

に影響を及ぼすおそれがある場合は，給気フィ

ルタの交換を行う。◇16  
(ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電源が

喪失した場合。◇16  
(ⅱ) 操作手順 

自動起動する緊急時対策建屋用発電機によ

る給電を確認する手順の概要は以下のとお

り。緊急時対策建屋の電源系統概略図を第12

－16図に，燃料供給系統概略図を第12－17図

に，緊急時対策建屋用発電機による給電を確

認する手順のタイムチャートを第12－18図に

示す。◇16  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策所の給電状態の確認を

指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて自動起動した緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び

（Ｂ））の受電遮断器が投入しているこ

とを確認し，自動起動した緊急時対策建

屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により

給電していること，電圧及び周波数を確

認し，非常時対策組織の本部長へ報告す

る。 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内に

おいて，自動起動した緊急時対策建屋用発電

機から給電されていることの確認を指示して

から，非常時対策組織の本部長１人，非常時

対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。◇16  
以上のことから，重大事故等の発生に伴い

建屋外への放射性物質の放出に至るまで十分

な余裕があることから問題なく対処すること

ができる。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□16 ,◇16 ：対処の具

体的内容を説明し

たものであるた

め。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（68/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）

による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策

建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障等に

より起動しない場合又は停止した場合に，緊急

時対策建屋用電源車を配備することにより，緊

急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。◇21  
(ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対

策建屋用発電機（（Ａ）又は（Ｂ））が故障

等により起動しない場合又は停止したと判断

した場合。◇21  
(ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対

策所に給電する手順の概要は以下のとおり。

◇3  

緊急時対策建屋用電源車による給電手順の

タイムチャートを第12－19図に示す。◇21  
① 非常時対策組織の本部長は，手順着手

の判断基準に基づき，非常時対策組織の

要員に緊急時対策建屋用電源車による給

電準備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ

移動し，監視制御盤にて緊急時対策建屋

電源設備の状態を確認し，緊急時対策建

屋用電源車を外部保管エリアから緊急時

対策建屋近傍に移動し，緊急時対策建屋

用電源車接続口まで可搬型電源ケーブル

を敷設し，接続口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊

急時対策建屋の燃料供給配管まで可搬型

燃料供給ホースを敷設し，接続口に接続

する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策

建屋用電源車から緊急時対策建屋高圧系

統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電

路の健全性を絶縁抵抗測定により確認

し，緊急時対策建屋用電源車による給電

が可能であることを非常時対策組織の本

部長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇21 ：自主対策設備

による重大事故等

対策の具体的内容

を説明したもので

あるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（69/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電

源車による給電準備を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホ

ースの接続口への接続まで２時間以内に対処

可能である。◇16  
本対処は，時間及び要員数に余裕がある際

に実施するため，重大事故等対処設備を用い

た対応に悪影響を及ぼすことはない。◇16  
重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。◇16  
線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。◇16  
さらに，非常時対策組織の要員の作業場所

への移動及び作業においては，作業場所の線

量の把握及び状況に応じた対応を行うことに

より，非常時対策組織の要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。◇16  
重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。◇16  
夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。◇16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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 別紙１① 別添 

事業変更許可申請書 本文八号及び添付書類八の事業変更許可申請書 本文四号及び設工認申請書（本文）との対応表 

第三十条，第五十条 （緊急時対策所）（70/70）  

 

事業変更許可申請書（本文八号） 事業変更許可申請書（添付書類八） 事業変更許可申請書（本文四号） 設工認申請書（本文） 設工認に該当しな

い理由 

配慮すべき事項 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。□16 

重大事故等の対処時においては，中央制御

室との連絡手段を確保する。夜間及び停電時

においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。□16 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，緊急時対策建屋

用発電機を用いて緊急時対策建屋換気設備，

緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設

備へ給電する。□16 

また，緊急時対策建屋放射線計測設備の可

搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機を

用いて，可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ及び可搬型データ伝送装置へ給電する。□16 

燃料給油 

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時

対策建屋電源設備の燃料補給設備の重油貯槽

より補給する。□16 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電

機の配慮すべき事項は，第５表（10／15）

「電源の確保に関する手順等」の燃料給油と

同様である。□16 

 

放射線管理放射線防護 

重大事故等の対処においては，通常の安全

対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じ

た防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。□16 

線量管理については，個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを

目安に管理する。□16 

さらに，支援組織要員の作業場所への移動

及び作業においては，作業場所の線量率の把

握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。□16 

 

 

 
 

□16 ：対処の具体的

内容を説明したも

のであるため。 
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令和５年１月５日 Ｒ２ 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・基本設計方針の展開（別紙 1の反映） 

・添付書類記載事項の展開（別紙 4の反映） 

・共通項目記載部分の分割 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 
 

 

 

 

 

別紙３ 
 

 

 

基本設計方針の添付書類への展開 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・添付書類記載事項の展開（別紙 4の反映） 

・補足説明すべき項目の追記 

・共通項目記載部分の分割 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・基本設計方針の展開（別紙 1の反映） 

・本文・添付書類間，添付書類・添付書類間のつながりの比較表の作成 

・添付書類記載事項の充実（上記のつながりを受けて，根拠の記載を拡充する等の対応） 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・添付書類記載事項を受けた補足説明すべき項目の再洗い出し及び追記 

・共通項目記載部分の分割 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 

 

 

変更前記載事項の 

既設工認等との紐づけ 

 
※本資料は，以下に示す項目は反映されていない。 

・記載の体裁の確認（変更前の記載がない場合の記載作法） 

・基本設計方針の展開（別紙 1の反映） 

・共通項目記載部分の分割 
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